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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
(注) 売上高には消費税等は含まれておりません。 

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 第148期 第149期 第150期 第151期 第152期
決算年月 平成20年12月 平成21年12月 平成22年12月 平成23年12月 平成24年12月

(1) 連結経営指標等      
売上高 (百万円) 338,236 321,947 331,100 327,500 335,171 
経常利益 (百万円) 7,603 11,145 11,795 12,183 8,564 
当期純利益 (百万円) 3,040 5,465 6,041 4,077 4,235 
包括利益 (百万円) ─ ─ ─ 2,564 11,478 
純資産額 (百万円) 100,574 103,624 105,760 105,252 114,163 
総資産額 (百万円) 267,438 256,220 260,939 249,272 257,595 
１株当たり純資産額 (円) 362.02 371.50 382.18 380.11 407.08 
１株当たり当期純利益 (円) 11.23 20.22 22.41 15.18 15.77 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) 11.22 20.19 22.37 15.16 15.75 

自己資本比率 (％) 36.6 39.2 39.3 40.9 42.4 
自己資本利益率 (％) 3.0 5.5 6.0 4.0 4.0 
株価収益率 (倍) 43.2 22.4 19.8 30.0 27.8 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 15,183 24,978 25,518 11,134 18,762 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △11,798 △13,669 △5,310 △8,051 △9,172 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2,689 △11,658 △8,293 △11,897 △4,923 

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) 33,098 32,812 44,582 35,640 40,913 

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

(名)
5,774 
[─] 

5,750 
[─] 

5,972 
[595] 

5,973 
[623] 

6,006 
[595] 

(2) 提出会社の経営指標等      
売上高 (百万円) 266,478 255,691 255,760 253,122 254,399 
経常利益 (百万円) 6,590 7,740 7,802 9,272 4,484 
当期純利益 (百万円) 2,908 4,132 5,848 3,585 3,091 
資本金 (百万円) 34,433 34,433 34,433 34,433 34,433 
発行済株式総数 (株) 299,115,346 299,115,346 299,115,346 299,115,346 299,115,346 
純資産額 (百万円) 88,536 89,634 92,098 91,660 95,706 
総資産額 (百万円) 241,061 225,764 224,991 219,398 218,824 
１株当たり純資産額 (円) 327.17 331.10 342.40 340.75 356.10 

１株当たり配当額 
(うち１株当たり 
中間配当額) 

(円)

(円)

10 

(5)

10 

(5)

10 

(5)

11 

(5)

10 

(5)

１株当たり当期純利益 (円) 10.75 15.29 21.69 13.35 11.51 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) 10.73 15.27 21.66 13.33 11.49 

自己資本比率 (％) 36.7 39.6 40.9 41.7 43.7 
自己資本利益率 (％) 3.2 4.6 6.4 3.9 3.3 
株価収益率 (倍) 45.1 29.6 20.4 34.1 38.1 
配当性向 (％) 93.0 65.4 46.1 82.4 86.9 
従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

(名)
2,480 
[─] 

2,449 
[─] 

2,456 
[263] 

2,439 
[268] 

2,442 
[285] 
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当社は、昭和55年１月１日「ライオン歯磨株式会社」と「ライオン油脂株式会社」が対等合併し、「ラ

イオン株式会社」として発足いたしました。 

創業から合併以前の二社の時代、及び合併してライオン株式会社になってからの主な経過は次のとおり

であります。 
  

  

２ 【沿革】

年月 概要

29．７ 
43．12 

  

明治24．10 初代小林富次郎が神田柳原河岸の店舗(小林富次郎商店)にて、石鹸・燐寸の原料と石鹸の製造販売を開始。 
初めて良質粉歯磨の製造を開始し、これを「獅子印ライオン歯磨」と名づける。 
合資会社ライオン石鹼工場を設立。 

(以下、左欄はライオン歯磨株式会社に関する沿革を記載し、右欄はライオン油脂株式会社に関する沿革を記載する。) 

年月 ライオン歯磨株式会社 年月 ライオン油脂株式会社

24．５ 

36．６ 

38．11 

39．９ 
41．５ 

44．４ 

49．６ 

50．11 

51．12 

53．１ 

大正７．９
 
 
 
 
昭和24．２
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

小林富次郎商店を改組して、株式会社小林商店
設立。 
  
  
 
株式会社小林商店をライオン歯磨株式会社と商
号変更。 
東京証券取引所に上場。 
  
ライオン不動産株式会社(現在のライオンビジネ
スサービス株式会社)設立。 
ライオンサービス株式会社(現在のライオン流通
サービス株式会社)設立。 
  
小田原工場竣工。 
大阪証券取引所市場第一部に上場。 
（平成19年12月上場廃止） 
  
明石工場竣工。 
  
小田原に新研究所竣工。 
  
マコーミック社と共同出資でライオンマコーミ
ック株式会社設立。 
（平成19年７月清算結了） 
クーパーラボラトリー社と共同出資でライオン
クーパー株式会社(現在のライオン歯科材株式会
社)設立。 
ライオン油脂株式会社と共同出資でライオン製
品株式会社設立。 

15．９

16．２

24．５
35．11

38．11

39．11
42．12

43．10
44．９

46．２

51．10

53．１

54．５

大正８．８
 
昭和11．４

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

合資会社ライオン石鹼工場を改組して、ライオ
ン石鹼株式会社を設立。 
平井工場(旧東京工場)竣工。 
ライオン石鹼株式会社をライオン油脂株式会社
と商号変更。 
ライオン石鹼東京配給株式会社(現在のライオン
商事株式会社)設立。 
東京証券取引所に上場。 
リード石鹼株式会社(昭和42.７ライオン販送株
式会社と改称、現在のライオン流通サービス株
式会社)設立。 
アーマー社等と共同出資でライオン・アーマー
株式会社(現在のライオン・アクゾ株式会社)設
立。 
川崎工場竣工。 
サハ社と共同出資で泰国獅王油脂有限公司(現在
の泰国獅王企業有限公司)設立。 
大阪工場竣工。 
九州ライオン石鹼株式会社を吸収合併(旧九州工
場)。 
ライオンエンヂニアリング株式会社(現在のライ
オンエンジニアリング株式会社)設立。 
市原ボトル株式会社(現在のライオンパッケージ
ング株式会社)設立。 
  
ライオン歯磨株式会社と共同出資でライオン製
品株式会社設立。 
出光石油化学株式会社と共同出資でカルプ工業
株式会社(現在の出光ライオンコンポジット株式
会社)設立。 

54．６ 
  

ライオン歯磨株式会社とライオン油脂株式会社が昭和55年１月に対等合併し、ライオン株式会社となる旨の合併
契約書に調印。 

(以下、ライオン株式会社に合併してからの沿革を記載する。) 

年月 ライオン株式会社の概要

昭和55．１ ライオン株式会社発足。 
55．４ ブリストル・マイヤーズ社と共同出資でブリストルマイヤーズ・ライオン株式会社設立。 
56．11 小田原工場内に薬品工場竣工。 
57．３ 獅王家庭用品(シンガポール)有限公司設立(現在の獅王企業(シンガポール)有限公司)。 
57．８ 千葉工場竣工。 
57．11 ライオン化学株式会社(現在のライオンケミカル株式会社)設立。 
57．12 ライオンハイジーン株式会社設立。 
60．７ 藤沢薬品工業株式会社より芳香剤等ホームケア用品の製造販売権を取得。 

平成元．２ ライオンオレオケミカル株式会社設立。 
５．１ アンネ株式会社を吸収合併。 
12．12 九州工場閉鎖。 
14．２ 伊勢原工場閉鎖。 
15．７ 川崎工場閉鎖。 
15．12 ライオンオレオケミカル株式会社がライオン化学株式会社に営業譲渡し、ライオンケミカル株式会社発足。 
16．12 

  
18．10 
19．６ 
19．７ 

中外製薬株式会社より一般用医薬品事業並びに韓国CJ Corp.より生活化学品事業を取得(現在のCJライオン株式
会社)。 
東京工場閉鎖。 
ライオンエコケミカルズ有限公司をマレーシアに設立。 
米国ブリストル・マイヤーズ スクイブ社より解熱鎮痛薬の日本及びアジア・オセアニア地域（中国等の一部
国・地域を除く）における商標権を取得。それに伴い、ブリストル・マイヤーズ社との合弁契約を解消し、ブリ
ストルマイヤーズ・ライオン株式会社を解散。 

23．６ 獅王(中国)日用科技有限公司設立。 
24．６ ピアレス社と共同出資でピアレスライオン株式会社をフィリピンに設立。 
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当社グループは、当社、子会社26社及び関連会社12社で構成され、一般用消費財事業、産業用品事業、

及び海外事業を主な内容とし、さらに各事業に関連する物流その他のサービス等の事業活動を行っており

ます。 

  

当社グループの事業に係わる位置づけ及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。 

なお、報告セグメントと同一の区分であります。 

(一般用消費財事業) 

主として当社が製造または購入し、代理店・特約店を通じて販売されております。ライオンパッケー

ジング㈱(連結子会社)は、当社に商品を提供しております。 

歯科材料等については、ライオン歯科材㈱(連結子会社)が当社より購入し、販売しております。ペッ

トフード・ペット用品は、ライオン商事㈱(連結子会社)が販売しております。 

また、ライオン・フィールド・マーケティング㈱(連結子会社)が当社等の販売促進活動業務を行って

おります。 

(産業用品事業) 

当社及び一方社油脂工業㈱(連結子会社)が製造または購入し、代理店を通じて販売されております。

ライオンケミカル㈱(連結子会社)、一方社油脂工業㈱(連結子会社)及びライオン・アクゾ㈱(持分法適

用関連会社)は、製造を一部担当し当社に原料・商品を提供しております。 

なお、厨房用洗浄剤等は、ライオンハイジーン㈱(連結子会社)が、一部を当社より購入し、販売して

おります。 

(海外事業) 

海外においては、泰国獅王企業有限公司(連結子会社)、ＣＪライオン㈱(連結子会社)及び獅王日用化

工(青島)有限公司(連結子会社)が一般用消費財等の製造・販売を、獅王(香港)有限公司(連結子会社)及

び獅王企業(シンガポール)有限公司(連結子会社)が、当社及び泰国獅王企業有限公司(連結子会社)並び

に獅王日用化工(青島)有限公司(連結子会社)より商品・製品の一部を購入し、販売しております。ま

た、ライオンエコケミカルズ有限公司(連結子会社)が、化学品原料の製造・販売を行っております。 

(その他) 

その他として、ライオンエンジニアリング㈱(連結子会社)が当社等の設備の設計、施工、保全業務

を、ライオン流通サービス㈱(連結子会社)が当社等の商品・製品の運送、保管業務を、ライオンビジネ

スサービス㈱(連結子会社)が当社等の不動産・保険関係業務及び福利厚生業務を行っております。 

３ 【事業の内容】
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事業の系統図は、次のとおりであります。 
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(1) 連結子会社 

  

４ 【関係会社の状況】

名称 住所
資本金 
(百万円)

事業内容

議決権に 
対する 
所有割合 
(％)

関係内容

役員の兼任

資金援助
営業上の
取引

設備の 
賃貸借等

当社 
役員 
(名)

当社 
従業員 
(名)

ライオン 
エンジニアリング㈱ 

東京都墨田区 100 その他 100.0 2 8 なし 
当社設備等
の建設及び
保守管理 

事務所の 
一部賃貸 

ライオンケミカル㈱ 
※１ 

東京都墨田区 7,800 産業用品事業 100.0 3 9 貸付金 
原料・商品
の仕入先 

事務所・ 
土地の一 
部賃貸借 

ライオン 
コーディアルサポート㈱ 

東京都墨田区 20 その他 100.0 ― 5 なし 
一般労働者
の派遣 

事務所の 
賃貸 

ライオン歯科材㈱ 東京都墨田区 10 一般用消費財事業 100.0 1 7 なし 
当社製商品
の販売先 

事務所の 
賃貸 

ライオン商事㈱ 東京都墨田区 240 一般用消費財事業 100.0 2 6 なし ― 
事務所の 
一部賃貸 

ライオンハイジーン㈱ 東京都墨田区 300 産業用品事業 100.0 2 7 なし 
当社商品 
の販売先 

事務所・ 
倉庫の 
一部賃貸 

ライオン 
パッケージング㈱ 

千葉県市原市 180 一般用消費財事業 100.0 1 6 なし 
材料・商品
の仕入先 

事務所の 
一部賃借 
・土地の 
一部賃貸 

ライオン 
ビジネスサービス㈱ 

東京都墨田区 490 その他 100.0 ― 4 なし 
賃貸物件の
斡旋依頼及
び保険付保

事務所・ 
土地の一 
部賃貸借 

ライオン・ 
フィールド・ 
マーケティング㈱ 

東京都墨田区 50 一般用消費財事業 100.0 2 6 なし 
販売促進 
活動業務 
の委託先 

事務所の 
一部賃貸 

ライオン流通サービス㈱ 東京都墨田区 40 その他 100.0 2 6 なし 
当社製商品
の輸送 
・保管 

事務所の 
一部賃貸 

㈱イシュア 東京都港区 20 一般用消費財事業 100.0 1 5 貸付金 
当社製商品
の販売先 

事務所の 
一部賃貸 

一方社油脂工業㈱ 兵庫県小野市 200 産業用品事業 100.0 2 4 貸付金 

当社製商品
の販売先 
及び原料 
・商品の 
仕入先 

事務所の 
一部賃貸 

獅王(香港)有限公司 
中華人民共和国 
(香港) 

千香港ドル

12,000 海外事業 100.0 1 2 なし 
当社製商品
の販売先 

―

獅王企業(シンガポール) 
有限公司 

シンガポール 
千シンガポール

ドル

9,000
海外事業 100.0 1 1 なし 

当社製商品
の販売先 

― 

獅王広告有限公司 
中華人民共和国 
(香港) 

千香港ドル

100 海外事業 
※２
100.0

(100.0)
1 1 なし ― ― 

ライオンエコケミカルズ 
有限公司 

※１ 
マレーシア 

千マレーシア
ドル

201,000
海外事業 100.0 1 4 なし ― ― 
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(2) 持分法適用関連会社 

  

 
(注)※１ ライオンケミカル㈱ならびにライオンエコケミカルズ有限公司は特定子会社であります。 

※２ 獅王広告有限公司の議決権は、獅王(香港)有限公司が所有しております。 
※３ ピーティー一方社インドネシアの議決権の90％は、一方社油脂工業㈱が所有しております。 
※４ ライオンサービス㈱ならびにイースタンシリケイト㈱の議決権は、泰国獅王企業有限公司が所有しており

ます。 
５ ㈱プラネットは、有価証券報告書を提出しております。なお、㈱プラネット以外の上記連結子会社及び持

分法適用関連会社は有価証券届出書及び有価証券報告書を提出しておりません。 
６ 議決権に対する所有割合の( )内は間接所有割合で内数であります。 
７ 上記以外に小規模な持分法適用非連結子会社が１社、持分法適用関連会社が１社あります。 

  

名称 住所
資本金 
(百万円)

事業内容

議決権に 
対する 
所有割合 
(％)

関係内容

役員の兼任

資金援助
営業上の
取引

設備の 
賃貸借等

当社 
役員 
(名)

当社 
従業員 
(名)

獅王日用化工(青島) 

有限公司 
中華人民共和国 723 海外事業 100.0 4 3 なし 

当社製商品
の販売先 
及び商品 
の仕入先 

― 

獅王(中国)日用科技 

有限公司 
中華人民共和国 

千米ドル 

23,755 海外事業 100.0 4 3 なし ― ― 

ピーティー 

一方社インドネシア 
インドネシア 

千米ドル

750 海外事業 
※３
100.0
(90.0)

― 1 なし ― ― 

ＣＪライオン㈱ 大韓民国 
千韓国ウォン

5,000,000 海外事業 81.0 3 3 なし 

当社製商品
の販売先 
及び商品 
の仕入先 

― 

獅王工業股份有限公司 台湾 
千台湾ドル

218,150 海外事業 53.8 1 5 なし 
当社製商品
の販売先 

─ 

泰国獅王企業有限公司 タイ 
千バーツ

300,000 海外事業 51.0 5 4 なし 

当社製商品
の販売先 
及び商品 
の仕入先 

― 

ピアレスライオン㈱ フィリピン 
千フィリピン

ペソ

600,000
海外事業 51.0 1 2 なし ― ― 

ライオンサービス㈱ タイ 
千バーツ

7,000 海外事業 
※４
49.0

(49.0)
― ― なし ― ― 

イースタンシリケイト㈱ タイ 
千バーツ

500 海外事業 
※４
99.9

(99.9)
― 2 なし ― ― 

名称 住所
資本金 
(百万円)

事業内容

議決権に
対する 
所有割合
(％)

関係内容

役員の兼任

資金援助
営業上の
取引

設備の 
賃貸借等

当社 
役員 
(名)

当社 
従業員 
(名)

ライオン・アクゾ㈱ 三重県四日市市 1,000 産業用品事業 50.0 3 1 なし 
脂肪酸窒 
素誘導体等 
の購入先 

事務所の 
一部賃貸 

出光ライオン 
コンポジット㈱ 

東京都台東区 100 産業用品事業 50.0 2 3 なし 
特殊複合 
合成樹脂 
の購入先 

― 

プラネット物流㈱ 東京都墨田区 240 その他 20.8 1 1 なし 
当社製商品 
の輸送 
・保管 

― 

㈱プラネット 東京都港区 436 その他 16.1 1 ― なし 
VANの 
利 用 

― 

サザンライオン有限公司 マレーシア 
千マレーシア

ドル

22,000 
海外事業 50.0 1 2 なし 

当社製商品 
の販売先 
及び商品 
の仕入先 

― 

ピーティー 
ライオンウイングス 

インドネシア 
百万ルピア

64,062 海外事業 48.0 1 3 なし 

当社製商品 
の販売先 
及び商品 
の仕入先 

― 
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(1) 連結会社の状況 

平成24年12月31日現在 

 
(注) １ 従業員は就業人員数であり、臨時従業員数は[]内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しております。

２ 臨時従業員には、パートタイマーを含み、派遣社員を除いております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成24年12月31日現在 

 
  

 
(注) １ 従業員は就業人員数であり、臨時従業員数は[]内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。 

２ 臨時従業員には、パートタイマーを含み、派遣社員を除いております。 

３ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(3) 労働組合の状況 

提出会社及び一部子会社では労働組合が組織されております。なお、労使関係は安定しており特記す

べき事項はありません。 

  

５ 【従業員の状況】

セグメントの名称 従業員数(名)

一般用消費財事業 2,552 [467] 

産業用品事業 609 [29] 

海外事業 2,239 [52] 

その他 318 [44] 

全社(共通) 288 [3] 

合計 6,006 [595] 

従業員数(人)
平均年齢 平均勤続年数

平均年間給与(円)
(歳) (月) (年) (月) 

2,442 [285] 43 4 20 1 7,162,164 

セグメントの名称 従業員数(名)

一般用消費財事業 2,020 [280] 

産業用品事業 134 [2] 

海外事業 ― [―] 

その他 ― [―] 

全社(共通) 288 [3] 

合計 2,442 [285] 
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第２ 【事業の状況】 

(1) 業績 

当連結会計年度のわが国経済は、消費者物価の緩やかな下落が続く中、持ち直しの動きが見られた個

人消費や企業収益が弱含みに転じるなど、不透明な状況で推移しました。 

当社グループが主に事業を展開する国内一般用消費財業界は、店頭での激しい販売競争が続き、厳し

い事業環境にありました。  

このような環境の中、当社グループは、新経営ビジョン「Vision(ビジョン)2020」に掲げる“くらし

とこころの価値創造企業”を目指し、新中期経営計画「Ｖ－１計画（Vision2020 Part－１）」をスタ

ートさせ、４つの戦略テーマ「国内事業の質的成長」、「海外事業の量的成長」、「新しいビジネス価

値の開発」、「組織学習能力の向上」にもとづく施策を推進しました。 

国内事業では、オーラルケア分野、ファブリックケア分野の主力ブランドを中心に付加価値の高い新

製品を発売し、広告宣伝等の積極的なマーケティング活動を展開するとともに、リビングケア分野では

新しい生活習慣を提案する独自性の高い新製品を発売し、育成に努めました。また、機能性食品等（通

信販売商品）については、開発体制の強化に加え、マーケティング投資の増強を進め、事業規模を拡大

しました。  

海外事業では、タイ、韓国を中心にオーラルケア、洗濯用洗剤等の主要分野において重点ブランドの

育成を図るとともに、タイ、マレーシアにおいて、生産能力増強のための積極的な設備投資を行いまし

た。また、フィリピンに合弁会社を設立し、事業参入エリアの拡大に向けて準備を進めました。 

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高は3,351億７千１百万円（前年同期比2.3％増）となり

ましたが、ブランド育成、新コーポレートメッセージ浸透のための広告宣伝強化に加え、店頭競争激化

等による販売促進費の増加で競争費用が前年同期に比べ増加したことなどから、営業利益は72億１千３

百万円（同35.4％減）、経常利益は85億６千４百万円（同29.7％減）、当期純利益は42億３千５百万円

（震災の影響を受けた前期に比べ3.9％増）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 一般用消費財事業 

当事業は、「オーラルケア分野」、「ビューティケア分野」、「ファブリックケア分野」、「リビン

グケア分野」、「薬品分野」、「その他の分野」に分かれており、全体の売上高は、前年同期比1.4％

の増加となりました。セグメント利益は、ブランド育成のための広告宣伝費に加え、店頭競争激化等に

よる販売促進費の増加により、前年同期比50.9％の減少となりました。 

  

 
  

１ 【業績等の概要】

 当連結会計年度（百万円） 前連結会計年度（百万円） 増減率

売上高 266,042 262,381 1.4％ 

セグメント利益 4,304 8,760 △50.9％ 
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    ［売上高の分野別状況］ 

 
  
（オーラルケア分野） 

歯磨は、歯のエナメル質の密度を高めて白く輝く強い歯をつくり、ムシ歯を予防する「クリニカ

エナメルパール」、知覚過敏によるしみる痛みを防いで歯周病も予防できる「デンターシステマ し

みるケア ハミガキ」などの新製品がお客様のご好評を得て、全体の売上は前年同期を上回りまし

た。 

歯刷子は、主力の「デンターシステマ」、改良発売した「クリニカ」が順調に推移し、全体の売上

は前年同期を上回りました。 

口中剤は、洗口液「プラチアス 歯の美容液」を新発売しましたが、「デンターシステマ デンタル

リンス」が伸びなやみ、全体の売上は前年同期比微増となりました。 

  

（ビューティケア分野）  

シャンプー、リンスは、リンスインタイプの「ソフトインワン」が伸びなやみ、全体の売上は前年

同期を下回りました。 

ハンドソープは、オレンジミックスの香りとフローラルソープの香りを新たに加えた「キレイキレ

イ 薬用泡ハンドソープ」が好調に推移しましたが、液体タイプが伸びなやみ、全体の売上は前年同

期比横ばいとなりました。 

制汗剤は、主力のパウダースプレーや汗拭きシートが天候不順や競争激化の影響を受け、全体の売

上は前年同期を下回りました。 

  

（ファブリックケア分野） 

洗濯用洗剤は、衣類についた菌の増殖とニオイの発生を防ぎ、洗うたびに衣類の抗菌力が高まる新

製品「トップ HYGIA(ハイジア)」がお客様のご好評を得るとともに、改良発売した「トップ NANOX

(ナノックス)」などの超コンパクト液体洗剤が好調に推移しましたが、粉末洗剤が市場規模縮小の影

響を受け、全体の売上は前年同期比横ばいとなりました。 

柔軟剤は、改良発売した「香りとデオドラントのソフラン アロマリッチ」が好調に推移し、全体

の売上は前年同期を上回りました。 

また、柔軟剤の「アロマリッチ」と同じ香りの衣類・布製品用香りづけ剤「香りとデオドラントの

ソフラン アロマリッチ 香りのミスト」を新発売し、お客様のご好評を得ました。 

  

 当連結会計年度（百万円） 前連結会計年度（百万円） 増減率

オーラルケア分野 52,917 50,836 4.1％ 

ビューティケア分野 20,374 22,804 △10.7％ 

ファブリックケア分野 80,596 79,579 1.3％ 

リビングケア分野 21,851 23,198 △5.8％ 

薬品分野 37,193 38,444 △3.3％ 

その他の分野 53,108 47,518 11.8％ 
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（リビングケア分野） 

台所用洗剤は、食器洗い機用洗剤「CHARMY(チャーミー) クリスタ」シリーズが堅調に推移しまし

たが、「CHARMY(チャーミー) 泡のチカラ」シリーズが伸びなやみ、全体の売上は前年同期を下回り

ました。 

住居用洗剤は、黒カビの原因菌を除菌する銀イオンが煙とともに浴室全体に行き渡り、カビを生え

にくくすることでカビ取りの手間を軽減する浴室用カビ防止剤の新製品「ルック おふろの防カビく

ん煙剤」がお客様のご好評を得て、全体の売上は前年同期を上回りました。 

  

（薬品分野） 

解熱鎮痛薬は、頭痛と生理痛に速く効いて胃にやさしい新製品「バファリンルナｉ(アイ)」がお客

様のご好評を得ましたが、競争激化の影響を受け、全体の売上は前年同期比横ばいとなりました。 

点眼剤は、コンタクトレンズ装用時に感じる目のかゆみや不快感に優れた効果を発揮する新製品

「スマイルコンタクト AL(エーエル)-W(ダブル)」がお客様のご好評を得ましたが、「スマイル40」

が伸びなやみ、全体の売上は前年同期比横ばいとなりました。 

殺虫剤は、煙も熱も出さず火災警報器に反応しないくん煙剤「バルサン プロEX(イーエックス) ノ

ンスモーク霧タイプ」を新発売しましたが、市場規模縮小の影響を受け、全体の売上は前年同期を下

回りました。 

また、空腹時等の胃痛、胃もたれ、胸やけに優れた効き目を発揮する胃腸薬「スクラート胃腸薬」

シリーズを発売し、お客様のご好評を得ました。 

  
（その他の分野） 

機能性食品等（通信販売商品）は、主力の「ナイスリムエッセンス ラクトフェリン」が好調に推

移するとともに、粉末化したトマト酢に牛乳の栄養成分ミルクペプチドを加えて飲みやすいタブレッ

トにした「トマト酢＋ミルクペプチド生活」を新発売し、全体の売上は前年同期を大幅に上回りまし

た。 

ペット用品は、猫用トイレの砂「ペットキレイ ニオイをとる砂」が堅調に推移し、全体の売上は

前年同期を上回りました。 

  

② 産業用品事業 

当事業は、油脂活性剤、導電性カーボン、業務用洗浄剤等を取り扱っており、全体の売上高は前年同

期比5.0％の減少となりました。セグメント利益は、前年同期比16.0％の減少となりました。 

  

 
  

油脂活性剤は、国内向け地盤改良剤等の土木建築用途が順調に推移しましたが、その他の用途が需要

低迷と競争激化の影響を受け、全体の売上は前年同期を下回りました。 

導電性カーボンは、期後半に海外向けが回復しましたが、国内の電機産業や半導体分野の不調を受

け、全体の売上は前年同期を下回りました。 

業務用洗浄剤は、ハンドソープが堅調に推移するとともに、厨房向け消毒用アルコールが好調に推移

し、全体の売上は前年同期を上回りました。 

 当連結会計年度（百万円） 前連結会計年度（百万円） 増減率

売上高 49,784 52,410 △5.0％ 

セグメント利益 360 429 △16.0％ 
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③ 海外事業 

海外は、タイ、韓国、中国等において事業を展開しており、全体の売上高は、前年同期比10.1％の増

加（為替変動の影響を除いた実質前年同期比は10.9％の増加）となりました。セグメント利益は、売上

の増加及び競争費用の効率化等により前年同期比85.0％の増加となりました。 

  

 
  
タイでは、「システマ」歯磨が堅調に推移するとともに、洗濯用洗剤「パオ」が順調に推移し、全体

の売上は前年同期を大幅に上回り、円貨換算でも大幅に上回りました。 

韓国では、台所用洗剤「チャムグリーン」が順調に推移するとともに、ハンドソープ「キレイキレ

イ」が好調に推移し、全体の売上は前年同期比微増となりましたが、為替変動の影響を受け円貨換算で

は横ばいとなりました。  

中国では、「システマ」歯刷子が好調に推移し、全体の売上は前年同期を大幅に上回り、円貨換算で

も大幅に上回りました。 

  

④その他 

その他では、建設請負事業が好調に推移し、全体の売上高は、297億９千８百万円（前年同期比

12.9％増）、セグメント利益は９億７千１百万円（前年同期比25.9％増）となりました。 

  

 

  
(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、当連結会計年度期首に比べ

52億７千３百万円の資金の増加（前連結会計年度は89億４千２百万円の資金の減少）となり、当連結会

計年度末残高は409億１千３百万円となりました。  

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により、187億６千２百万円の資金の増加

（前連結会計年度は111億３千４百万円の資金の増加）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産や無形固定資産の取得による支出等により、91

億７千２百万円の資金の減少（前連結会計年度は80億５千１百万円の資金の減少）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当の支払いや長期借入金の返済による支出等により、49億

２千３百万円の資金の減少（前連結会計年度は118億９千７百万円の資金の減少）となりました。 

 当連結会計年度（百万円） 前連結会計年度（百万円） 増減率

売上高 59,173 53,757 10.1％ 

セグメント利益 1,462 790 85.0％ 

 当連結会計年度（百万円） 前連結会計年度（百万円） 増減率

売上高 29,798 26,384 12.9％ 

セグメント利益 971 771 25.9％ 
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(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 金額は生産者販売価格で算出しており、消費税等は含んでおりません。 

  

(2) 受注状況 

受注生産は行っておりません。 

  

(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ セグメント間の内部取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 
３ 金額は消費税等を含んでおりません。 

  

２ 【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称

(自 平成24年１月１日 
至 平成24年12月31日) 

当連結会計年度

金額(百万円) 前年同期比(％)

一般用消費財事業 185,056 △0.0 

産業用品事業 19,327 △10.2 

海外事業 49,461 ＋3.7 

その他 ― ― 

計 253,844 △0.2 

セグメントの名称

(自 平成24年１月１日 
至 平成24年12月31日) 

当連結会計年度

金額(百万円) 前年同期比(％)

一般用消費財事業 244,285 ＋1.3 

産業用品事業 30,159 △2.8 

海外事業 56,093 ＋9.9 

その他 4,633 ＋9.5 

計 335,171 ＋2.3 

相手先

前連結会計年度 当連結会計年度

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

㈱Ｐａｌｔａｃ 62,528 19.1 62,275 18.6 

㈱あらた 61,573 18.8 61,717 18.4 
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(1) 当社グループの対処すべき課題 

当社グループは、今後の目指す姿と、そこに至る戦略として新経営ビジョン「Vision2020」を策定し

ております。 

 
  

この「Vision2020」の実現に向け「Ｖ－１計画」の４つの戦略を着実に実行し、成果につなげていく

ことが当社グループの課題であると認識しております。 

① 国内事業の質的成長 

一般用消費財事業では、主力のヘルス＆ホームケア事業において、ブランド戦略の徹底と競争費用

の効率化を進め、収益力を強化してまいります。また、研究開発での外部との連携強化等により、技

術シーズの創出に取り組むとともに、安定かつ効率的なサプライチェーンの構築も進めてまいりま

す。 

② 海外事業の量的成長 

成長市場であるアジアを中心に、オーラルケア製品、洗濯用洗剤の市場地位向上を目指し、マーケ

ティング活動の一層の充実を図るとともに、生産能力の増強も着実に進めます。あわせて、フィリピ

ン事業の立ち上げに加え、他の新規参入エリアの探索体制を強化し、事業の拡大を図ってまいりま

す。 

③ 新しいビジネス価値の開発 

通信販売事業のさらなる成長を目指し、商品開発、育成体制を強化するとともに、当社保有資源を

活用した新たな事業展開等、新規事業機会の探索も積極的に進めてまいります。 

④ 組織学習能力の向上 

新しいコーポレートメッセージのもと、多様な人材が活躍できる環境づくりと人材育成施策を行

い、チャレンジを促す組織文化への変革を進めます。また、当社の環境対応活動である「ECO LION

(エコ ライオン)」活動にも一層注力し、環境保全への貢献を果たしてまいります。 

  

当社グループでは、これらの４つの戦略を強力に推進し、収益性の向上と事業基盤の強化を図るとと

もに、持続可能な循環型社会の実現に向け幅広く貢献し、企業価値の向上を目指してまいります。 

  

(2) 株式会社の支配に関する基本方針 

① 基本方針の内容 

 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念及び企業価値の源泉並び

に当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆さまの共同

の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必要と考えておりま

す。 

 当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、 終的には当社の株主全体の意思に

もとづいて行われるべきものと考えております。また当社は、当社株式等について大規模買付行為がな

される場合、当社の企業価値の向上や株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するべきでは

ないと考えております。 

 しかしながら、株式等の大規模買付行為の中には、係る行為の目的等が当社の企業価値・株主共同の

利益を明白に侵害するおそれのあるもの、株主に株式等の売却を事実上強要するおそれのあるもの、当

社の取締役会や株主に対して当該行為に係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を

与えないものなど当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのあるものも想定されます。 

３ 【対処すべき課題】

「Vision2020」で目指す３つのビジョン 

①「くらしとこころの価値創造企業を目指す」 

②「環境対応先進企業を目指す」 

③「挑戦・創造・学習企業を目指す」 
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当社は、このような企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及

び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対して

は、必要かつ相当な措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆さまの共同の利益を確保

する必要があると考えております。 

   

② 基本方針の実現に資する特別な取組み 

 当社は、明治24年の創業以来、長きにわたり人々の健康と清潔で快適な暮らしに役立つ優良製品の提

供を通じ、社会に貢献することを目指してまいりました。また、『「愛の精神の実践」を経営の基本と

し、人々の幸福と生活の向上に寄与する』との社是のもと、口腔衛生啓発活動等の社会貢献活動にも積

極的に取り組んでおります。このような一貫した「企業理念にもとづく事業活動」の継続により、現在

の当社事業は、歯磨、歯刷子、洗濯用洗剤、ハンドソープなどの日用品、解熱鎮痛薬、アイケア剤など

の一般用医薬品等、生活に欠かすことのできない製品分野にわたり、多くのお客様からご愛顧をいただ

いております。 

 企業経営を取り巻く環境が絶えず変化する中、今後とも一貫した経営理念にもとづいて、よりお客様

に満足いただける製品・サービスを創出し、生活者の良きパートナーであることが当社の中長期的な企

業価値の向上につながるものと考えております。 

 創業120周年を機に当社の目指す姿を定めた「Vision2020」の実現に向け、「Ｖ－１計画」の戦略を

着実に実行に移し、企業価値の向上を目指してまいります。 

 また、当社は、取締役の任期を１年として社外取締役２名を置き、経営の監督機能の強化を図るとと

もに社会通念上の視点から経営の評価を行うため社外有識者で構成される「経営評価委員会」を設置

し、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。 

  

③ 基本方針に照らして不適切な者によって支配されることを防止するための取組み（買収防衛策） 

 当社は、平成24年３月29日開催の第151期定時株主総会において「当社株式等の大規模買付行為に関

する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）の継続についてご承認いただいてお

ります。本プランは、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者（以下、「買付者等」といいま

す。）が遵守すべき手続きを明確にし、株主及び投資家の皆さまが適切な判断をするために必要かつ十

分な情報及び時間並びに買付者等との交渉の機会を確保することを可能とするものであり、買付者等が

本プランに定める手続きを遵守しない場合や、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと

認められる場合には対抗措置の発動を警告するものであります。 

本プランの対象となる大規模買付行為とは、以下の(ⅰ)または(ⅱ)に該当する当社株式等の買付けま

たはこれに類似する行為であります。 

 (ⅰ) 当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20％超となる買付け 

 (ⅱ) 当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及び 

    その特別関係者の株式等所有割合の合計が20％超となる公開買付け 

本プランに従った対抗措置の発動等については、当社取締役会の恣意的判断を排するために、当社の

業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役及び社外監査役で構成される企業統治委員会の勧告

を 大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆さまに適時に情報開示し透明性を確保するものとして

おります。 

本プランは、買付者等が本プランに定める手続きに従うことなく大規模買付け等を行う場合に企業統

治委員会が対抗措置の発動を勧告する場合及び企業統治委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合を除

き、対抗措置の発動の是非に関し株主の皆さまの意思を確認するために、当社取締役会は、実務上可能

な限り速やかに株主総会を開催し、対抗措置の発動の是非に関する議案を付議するものとしておりま

す。 

  

④ 本プランの合理性 

当社取締役会は、以下の理由から、本プランが基本方針に沿うものであること、株主の共同の利益を

損なうものではないこと、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。 
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(ⅰ) 買収防衛策に関する指針の要件をすべて充足していること 

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の

確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確

保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しており、また、

企業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り

方」を踏まえた内容となっております。 

(ⅱ) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

本プランは、当社株式等に対する大規模買付け等がなされようとする際に、当該大規模買付け等に

応じるべきか否かを株主の皆さまがご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要

な情報や期間を確保し、株主の皆さまのために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることによ

り、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものであ

ります。 

(ⅲ) 株主意思を重視するものであること 

本プランは、買付者等が本プランに定める手続きに従うことなく大規模買付け等を行う場合に企業

統治委員会が対抗措置の発動を勧告する場合及び企業統治委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合

を除き、買付者等による大規模買付け等に対する対抗措置発動の是非について株主の皆さまの意思を

直接確認するものであります。 

 また、本プランの有効期間は、平成27年３月開催予定の当社定時株主総会終結の時までであります

が、係る有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランの変更または廃止の決議がな

された場合には、本プランも当該決議に従い変更または廃止されることになります。従いまして、本

プランの導入及び廃止には、株主の皆さまの意思が十分反映される仕組みとなっております。 

(ⅳ) 独立性の高い委員会の判断の重視と情報開示 

当社は、本プランの導入に当たり、大規模買付け等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意

的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として企業統治委

員会を設置しております。 

 企業統治委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社社外取締役、当社社外監

査役の中から当社取締役会により選任された者により構成されております。 

 また、当社は、必要に応じ企業統治委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆さまに情報開

示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる

仕組みを確保しております。 

(ⅴ) 合理的かつ客観的発動要件の設定 

本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されてお

り、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。 

(ⅵ) デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと 

本プランは、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止するこ

とができるものとしております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成

員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。 

  

また、当社は取締役の任期が現在１年のため、本プランはスローハンド型（取締役会の構成員の交

代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありま

せん。 

  

なお、詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますのでご参照く

ださい。 

（http://www.lion.co.jp/ja/company/press/2012/pdf/2012023.pdf） 
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当社グループの経営成績及び財政状態は、今後事業を行っていく上で起こりうる様々なリスクによっ

て影響を受ける可能性があり、有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、特に投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項について、以下に記載しておりま

す。 

なお、将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において、当社グループが判断したものであ

り、事業等のリスクはこれらに限られるものではありません。 

  

(1) 製品の品質評価 

当社グループは、お客様に安心、安全、便利で環境に配慮した製品をお届けするため、薬事法等の関

連法規の遵守並びに品質の国際基準に基づいた管理のもと、製品の企画、開発、生産、販売を行ってお

ります。さらに、発売後はお客様相談窓口に寄せられたお客様の声を活かし、製品や包装容器、表示等

の改善に努めております。 

 しかしながら、不測の重大な製品トラブルが発生し、当該製品や当社グループ製品全体の評価が低下

した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(2) 原材料価格の変動 

当社グループの製品は、石油化学製品や植物油脂等を原材料として使用しております。これらの原材

料は、国際市況の影響を受けやすいため、常にコストダウンをはかり、また使用原材料を多様化する等

の施策を講じておりますが、原材料価格の高騰が、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。 

  

(3) 為替レートの変動 

当社グループは、海外子会社の財務諸表を連結財務諸表作成のため円換算しております。現地通貨建

ての項目は、換算時の為替レートにより円貨換算後の価値が影響を受ける可能性があります。また、当

社グループは、為替変動に対するヘッジ等を通じて、原材料費が増大するリスク等を 小限にとどめる

措置を講じておりますが、短期及び中長期的な為替変動が、当社グループの経営成績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。 

  

(4) 重大な訴訟等 

当連結会計年度において、当社グループに重要な影響を及ぼす訴訟等は提起されておりません。しか

しながら、将来、重大な訴訟等により当社グループに対して多額の損害賠償責任等が確定した場合に

は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(5) 地震等自然災害 

当社グループの製品を製造する工場において、地震等の自然災害についての安全対策を講じておりま

すが、万一大きな災害が発生した場合には、生産設備の損壊、原材料調達や物流の停滞などによる事業

活動の中断により、当グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

４ 【事業等のリスク】

― 17 ―



  

該当事項はありません。 

  

当社グループは、「健康」「快適」「環境」をキーワードに、お客様に新しい価値を提供し、顧客満足

を 優先した研究開発に取り組んでおります。技術革新こそが社会にとっての新しい価値創造につながる

という考えのもと、人々の健康の維持・増進や清潔で快適な生活を支え、確かなエビデンスに基づき効果

を実感いただける製品と技術の開発に注力しております。また、環境保全、省資源、安全志向など、人と

地球にやさしい技術の開発に努めております。 

当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は、89億８千９百万円であります。 

 各セグメントの研究開発活動は下記のとおりです。 

  

(1) 一般用消費財事業 

  [日本国内]  

一般用消費財事業では、オーラルケア、ビューティケア、ファブリックケア、リビングケア、薬品、

その他の６つの事業分野に分け、研究開発を行っています。 

  

① オーラルケア事業分野では、口腔科学を中心とする研究成果を生かして、歯磨、歯刷子、口中剤な

どの開発を行っています。 

当連結会計年度の主な成果は次のとおりです。 

う蝕予防ブランド「クリニカ」では、独自のエナメルケア処方で歯の密度を高めて白く輝く強い歯

をつくり、ムシ歯を予防する薬用ハミガキ「クリニカ エナメルパール」を開発・導入し、ご好評を

得ております。また、先端Ｖ字カットと段差極細毛の立体（3D）マルチフィット構造により、奥歯や

歯間など、お口のあらゆる部位にフィットして歯垢を落とす「クリニカハブラシ3Dカット」を開発・

導入しました。 

歯周病予防ブランド「デンターシステマ」では、先進の歯周ポケットケア技術により歯周病（歯周

炎・歯肉炎）を効果的に防ぎながら知覚過敏症状を防ぐ「デンターシステマしみるケア ハミガキ」

を開発・導入しました。 

歯槽膿漏予防ブランド「デントヘルス」では、薬用成分を含む泡が歯ぐきに留まる高密着処方を新

採用した「デントヘルス薬用ハミガキSP」と、歯ぐきをマッサージしながら歯と歯ぐきの境目を清掃

できる歯槽膿漏対策ハブラシ「デントヘルスハブラシ」、薬用成分が弱ってきた歯ぐきを活性化して

歯槽膿漏を防ぐ「デントヘルス薬用デンタルリンス」（液体ハミガキ）を開発・導入しました。 

歯のビューティエイジングケアブランド「プラチアス」では、ペースト本来の泡立ちを高めて心地

よく磨ける「プラチアス 歯の美容クリーナー」（音波振動ブラシ）、歯みがき後にすすぐだけで、

まろやかな液が歯の表面をコートし、蓄積くすみを付きにくくする「プラチアス 歯の美容液」（洗

口液）を開発・導入しました。 

歯科医院向け製品では、主力歯刷子の一つである「DENT.MAXIMA」の超薄型ヘッドをさらに進化さ

せ、う蝕リスクの高い 後臼歯部まで、今まで以上に無理なく楽に毛先が届く仕様に改良発売し、ご

好評を得ております。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】

６ 【研究開発活動】
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② ビューティケア事業分野では、皮膚科学、毛髪科学、界面科学を中心とする研究成果を活かして、

ハンドソープ、ボディソープ、制汗剤などのスキンケア製品及びシャンプー、リンス、育毛剤などの

ヘアケア製品の開発を行っています。 

当連結会計年度の主な成果は次のとおりです。 

制汗剤ブランド「Ban」では、ナノイオン殺菌成分の滞留性向上技術により、ニオイを抑える効果

を持続させた「Banデオドラントロールオン」、新開発の立体メッシュシートにより、汗・ニオイの

ふき取り性を向上させた「Ban爽快さっぱりシャワーシート」を開発・導入しました。 

「キレイキレイ」では、泡切れの良さとすすぎの早さを向上した、「キレイキレイ薬用泡ハンドソ

ープ」を開発・導入しました。 

リンスインシャンプー「ソフトインワン」では、新たにスタイリング成分を配合し、洗髪だけでな

くスタイリングも簡便に行えるとともに、スタイリッシュな新形状のポンプ容器を採用した「ソフト

インワンシャンプー サラサラタイプ／しっとりタイプ」を開発・導入しました。 

  

③ ファブリックケア事業分野では、界面科学を中心とする研究成果を活かして、衣料用洗剤、柔軟仕

上げ剤などの製品開発を行っています。 

当連結会計年度の主な成果は次のとおりです。 

衣料用洗剤ブランド「トップ」では、プラスイオン抗菌成分と、菌の栄養となるタンパク汚れをし

っかり落とす確かな洗浄力で、洗うたびに衣料の抗菌力が高まり、衣料に付いた菌の増殖とニオイの

発生を防ぐ、超コンパクト衣料用液体洗剤「トップ HYGIA」を開発・導入し、好評を得ております。

また、２種類の香りキープ成分と天然のエッセンシャルオイルを配合し、綿素材の衣類やタオルに加

え化学繊維の衣類でも心地よい濃密な香りが着る時まで長続きする柔軟剤入り超コンパクト液体洗剤

「香りつづくトップ plus」を開発・導入しました。さらに、酵素を増量することで汚れ分解力を向

上させ、洗浄時間が短いお急ぎコースでもしっかり汚れを落とす「トップ プラチナクリア」を開

発・導入しました。まとめ洗いや冷たい水でもよく溶ける粉体と、すくいやすく量りやすい新形状の

六角スプーンを開発し、「トップ プラチナクリア」「部屋干しトップ」「消臭ブルーダイヤ」の３

製品に採用し、お客様の使いやすさの向上を図りました。 

柔軟仕上げ剤ブランド「ソフラン」では、抗菌成分を新配合し、部屋干しでもイヤなニオイの発生

を抑えてナチュラルな香りがつづく「香りとデオドラントのソフラン」を開発・導入しました。ま

た、当社独自の香料技術により奥深い香りが着用中の動きで広がり一層長続きする「香りとデオドラ

ントのソフラン アロマリッチ」を開発・導入し、ご好評を頂いております。容器では、注ぎやす

さ、つめかえやすさを向上したノズルキャップを開発して「香りとデオドラントのソフラン」「香り

とデオドラントのソフラン アロマリッチ」に新規採用し、お客様の使いやすさの向上を図りまし

た。さらに、洗濯以外でも手軽に香りが楽しめる、衣類・布製品用香りづけ剤「香りとデオドラント

のソフラン アロマリッチ 香りのミスト」を開発・導入し、ご好評を頂いております。 

衣類用しわとりスプレーでは、新開発の消臭成分を新たに配合し、汗のニオイの消臭力を向上させ

た「お洋服のスタイルガード しわもニオイもすっきりスプレー」を開発・導入しました。 

  

④ リビングケア事業分野では、界面科学を中心とする研究成果を活かして、台所用洗剤、住居用洗剤

及び調理用品などの製品開発を行っています。 

当連結会計年度の主な成果は次のとおりです。 

― 19 ―



  
住居用洗剤ブランド「ルック」では、「除菌成分」銀イオンとくん煙技術により、浴室全体のカビ

発生を防ぐ「ルックおふろの防カビくん煙剤」を開発・導入しました。また、高粘度の洗浄液と奥ま

でかけやすい新開発のロングネックボトルにより、密着してふちウラの尿石汚れを落とす「トイレの

ルック」を開発・導入しました。アルコールの働きでキッチンをしっかり除菌する「ルック キッチ

ン用アルコール除菌スプレー」や、抗菌作用で雑菌の繁殖を抑え、生ごみの腐敗によるニオイの発生

を防ぐ「ルック キッチン用生ゴミ消臭＆防臭スプレー」を開発・導入しました。 

台所用洗剤「CHARMY 泡のチカラ」では、香りのトレンドも取り入れ、プレミアム感のある香りの

「アロマセレクション ベリーベリーアロマの香り／アイスシトラスアロマの香り／ホワイトフロー

ラルアロマの香り」を発売しました。 

  

⑤ 薬品事業分野では、製剤技術や薬効・薬理技術を中心とする研究成果を活かして、人々のセルフメ

ディケーション意識を支える一般用医薬品、ヘルスケア製品、殺虫剤などの開発を行なっています。

当連結会計年度の主な成果は次のとおりです。 

点眼薬「スマイル」では、かゆみを抑える抗ヒスタミン成分と抗炎症成分を配合したダブル処方

で、コンタクトレンズ装用時に感じる目のかゆみや不快感に優れた効果を発揮するソフトコンタクト

レンズに対応した目薬「スマイルコンタクト AL-W」を開発・導入しました。  

解熱鎮痛薬「バファリン」では、イブプロフェンとアセトアミノフェンのダブル鎮痛成分に加えて

胃粘膜保護成分を配合し、イブプロフェンが速く溶ける当社独自の速溶解性技術「クイックメルト製

法」を採用し、頭痛・生理痛に速く効き、胃にやさしい「バファリンルナｉ」を開発・導入しまし

た。小中学生の生理痛・頭痛をターゲットとし、独自の微粒子コーティング技術により、口の中では

苦みを感じず胃で素早く溶けるチュアブル錠を実現、水なしで痛いときにどこでも噛んでそのまま飲

める小中学生（7才以上15才未満）用「バファリンルナＪ」を開発・導入しました。 

胃腸薬では、胃の荒れた部分を選択的に保護する有効成分スクラルファートを配合し、空腹時等の

胃痛に優れた効き目を示す「スクラート胃腸薬」シリーズ４品を新訴求で発売しました。 

水なしで飲める下痢止め薬「ストッパ」では、錠剤の溶けるスピードを２倍に速めた「ストッパ下

痢止めEX」シリーズ３品を開発・導入しました。 

ニキビケアブランド「ペア」では、大人のカラダと肌状態に着目し、生薬の活用により、血のめぐ

りを改善して生理前などに繰り返すニキビに効く「ペア漢方エキス錠」及び新有効成分処方「サリチ

ル酸＋イソプロピルメチルフェノール（IPMP）＋アラントイン」により、出来はじめからニキビを治

療する外用薬「ペアアクネリキッド治療薬」を開発・導入しました。 

殺虫剤「バルサン」では、従来の薬剤では駆除しにくい抵抗性ゴキブリやダニに対して優れた駆除

効果を発揮しながら、火災警報器に反応せず、嫌なニオイが気にならないハーブミントの香りの「バ

ルサンプロEX ノンスモーク霧タイプ」を開発・導入しました。 

機能性食品分野では、当社独自の健康成分トマト酢を粉末化し、さらにトマト酢とは異なる働きを

持つ乳由来の健康サポート成分ミルクペプチドを新配合した、酢の酸味が気にならず飲みやすい錠剤

タブレット型サプリメント「お酢っぽくないタブレット トマト酢＋ミルクペプチド生活」を開発・

導入しました。なお、乳由来たんぱく質ラクトフェリンについては、腸溶性ラクトフェリンの内臓脂

肪低減効果とその作用メカニズムに関する研究を進め、2012年度日本農芸化学会技術賞を受賞してお

ります。 
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⑥ ペット事業では、オールライオンの技術の強みを生かした新製品の開発・導入に努めております。

当連結会計年度の主要な成果としては、10品目39アイテムの新製品・改良製品を発売、事業の強化に

寄与しました。 

衛生分野では、犬用シートにおいて、わが子のように愛犬に愛情を注ぐペットオーナー様のために

清潔で楽しめる「ハッピーわんデイ アロマで消臭ペットシート」を新発売、心なごむリーフ＆ラベ

ンダーの香りでオシッコ臭をしっかり消臭。また、見て楽しいスヌーピーの愛らしいパッケージとか

わいい足あとのデザインシートで「楽しい清潔」を実現いたしました。 

ボディケア分野では、プレミアム「Q&R（クイック＆リッチ）」シリーズから「ボディさっぱりバ

スエッセンス」を新発売、お湯に溶かしてつからせて洗うという新しいボディケアの新習慣を提案い

たしました。また、低刺激シリーズからは、「低刺激 顔まわりも洗える泡リンスインシャンプー子

犬用」を新発売、洗いにくいペットの顔まわりの洗浄ニーズに対応いたしました。さらに、従来の低

刺激シャンプー及びリンス子犬用は、洗浄成分を100％植物生まれの低刺激原料に改良し、ペットオ

ーナー様の安全・安心志向に対応しました。 

リビングケア分野では、「シュシュット！消臭＆除菌」シリーズのデザインと香りをリフレッシ

ュ、ペットも人も心地よい香りで、ペットとの生活空間の清潔と快適さを追求しました。 

猫砂分野では、「おからでニオイをとる砂」のサッとトイレに流せるという商品特長をよりわかり

やすいパッケージに改良して市場導入いたしました。 

機能性フード分野では、「ペットキッスオーラルケアガム」に新しい機能成分オボプロンを配合、

これまでの歯垢蓄積抑制から歯周の健康に焦点をあてた改良を行いました。また、シニア犬の噛む力

を考慮した「超やわらかソフト」を新発売、11歳以上のシニア犬のオーラルケアにも対応いたしまし

た。さらに、愛犬の口臭に着目した「植物ツイスティ」は、現行品に加え、シニア犬の噛む力を考え

た「ソフト＆スリム（メープル風味）」を新発売、加齢に伴い気になる口臭ケアに対応いたしまし

た。 

動物病院向け分野では、「ベッツドクタースペック」ブランドに「デンタルブラシ（犬・猫用）」

「犬用デンタルジェル」を追加新発売するとともに、専門性のある学術データを獣医師に提供し、動

物病院向けペットオーラルケア市場での深耕を図りました。 

通販分野では、数々のアスリートに認められたアクアチタンをペット用に応用した「アクアチタン

ペット用首輪Ｘ30」を新発売、ペットたちの癒しと健康に対応しました。 

  

当事業に関わる研究開発費は、77億７千９百万円であります。 

  

(2) 産業用品事業 

  [日本国内]  

① 化学品事業では、化学品研究所を中心として界面科学と合成技術を基盤とする研究成果を活かし、

「水系洗浄剤」、「導電性樹脂」、「油脂誘導体」の３つの製品分野に注力して開発を推進しており

ます。 

当連結会計年度の主な研究成果は次のとおりです。 

水系洗浄剤分野では、従来技術では得られなかった、洗浄力、低泡性、防錆性を兼ね備えた自動車

部品洗浄剤や、ナノサイズの汚れを除去する半導体基板の洗浄剤を上市しました。 
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導電性樹脂分野では、導電性カーボン（ケッチェンブラック）を配合した「レオパウンド」シリー

ズとして、静電気対策を必要とする成形品を中心に開発を進めております。 近は、モバイル製品の

部材や半導体基板の保護ケースとしてもご好評を頂いております。 

油脂誘導体分野では、絶縁性や冷却効率に優れる電気絶縁油を開発いたしました。本製品は、その

新規性が認められ、第68回電気学術振興賞進歩賞（社団法人電気学会）を受賞し、鉄道会社を中心に

納入が進んでおります。 

また、震災復興工事への貢献を目指した地盤改良工法用薬剤や、環境・エネルギーに貢献する古紙

リサイクル用脱墨剤、リチウムイオンキャパシタ用カーボンなど幅広い分野への材料開発を進めてお

り、ユーザーよりご好評を得ています。 

一方社油脂工業㈱の研究所では、界面化学、高分子化学をベースに、ポリマー分野、ゴム薬剤分

野、繊維薬剤分野、化成品分野の研究開発を行っております。 

当連結会計年度では、ポリマー分野、ゴム薬剤分野、繊維薬剤分野を重点分野として工業用機能化

学品の開発を推進いたしました。 

ポリマー分野では「タッチパネル部材用粘着剤」、「光学フィルム用粘着剤」、ゴム薬剤分野では

「タイヤ用防着剤」、「タイヤ加硫工程用離型剤」、「ゴムホース用離型剤」、繊維薬剤分野では

「高機能特殊繊維薬剤」などの研究開発を進めました。 

  

② レストラン・居酒屋・集団給食などの外食・中食産業、食品工場、病院・介護施設、クリーニング

向けの業務用洗浄剤などの製品開発と製造、販売、並びにこれらのお客様の食の安心・安全をサポー

トする衛生診断や衛生講演をはじめとする総合衛生管理ビジネスをライオンハイジーン㈱が行ってお

ります。 

当連結会計年度の主な成果といたしましては、衣料用洗剤の分野では、液体タイプのニーズ拡大に

伴い、ナノ洗浄で臭いのもとまで分解して落とす衣料用超コンパクト液体洗剤「トップ NANOX」4kg

と衣料用液体洗剤「トップクリアリキッド」10Lを新発売いたしました。 

サニテーション分野では、衛生管理の基本となる塩素系除菌漂白剤の「パワーブリーチ」1.5kgと

5kgを発売し、お客様の衛生管理に寄与しております。 

インバス分野では、業務用の大容量ニーズにお応えすべく、「レオナイスリンスインシャンプー」

と「レオナイスボディソープ」それぞれ4.5Lと18Lを新発売いたしました。また、介護・福祉の分野

向けに業務用の全身シャンプーとして「ソフィール」4Lを発売し、お客様のニーズにきめ細かくお応

えしております。 

クリーニング分野では、高性能金属トラップ成分を配合し、高い白度維持性能を発揮するランドリ

ー用粉末洗剤「エルサットクリーンホワイト」20kgを開発・導入し、白く清潔なリネンの提供に貢献

しております。 

  

 当事業に関わる研究開発費は、９億８千７百万円であります。 
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(3) 海外事業 

海外事業では、成長著しいアジア市場の需要拡大とニーズの変化に対応するために、各地域に根ざし

た製品開発を行い、関連各社で積極的な新製品投入と育成を進めてまいりました。 

事業分野別の新製品・改良品の開発状況は下記のとおりです。 

オーラルケア分野では、「超極細毛」が大変ご好評を頂いている「システマハブラシ」を各国で販売

しており、順調に売上を拡大しております。昨年はタイ、中国で新製品を追加発売し、アイテムの拡充

を図りました。また成長市場であるベトナムでシステマハブラシの輸入販売を開始いたしました。ハミ

ガキではタイでローカル市場向けに香味に工夫を凝らした「システマ・マキシクール」を発売いたしま

した。 

ビューティケア事業分野では、タイ・シンガポールで「植物物語ボディソープ」にそれぞれ、保湿タ

イプ・マイルドタイプの新製品を追加発売しました。また韓国では、殺菌・衛生のハンドソープ「キレ

イキレイ」（現地では「アイケクテ」ブランドで展開）に、さっぱりした洗い上がりの「ピュアタイ

プ」を追加新発売いたしました。 

ハウスホールド事業分野では、香港で販売中の「トップ NANOX」（現地ではTOP「納米楽」で販売）

の売上が順調に拡大しました。従来型の液体TOPにも新しい香りの製品を追加発売したことで、当社は

香港の液体洗剤でNo.1メーカーとなりました。また台所用洗剤では韓国で主力ブランド「チャムグリー

ン」の大幅な改良を行いました。「優れた洗浄力に加えてすすぎがすばやく、洗い上がりに何も残さな

い」というセールスポイントが韓国のお客様に大変高く評価されております。 

  

当事業に関わる研究開発費は、２億２千３百万円であります。 

なお、当事業に関連する日本国内での研究開発費は、一般用消費財事業に含まれております。 

  

 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ（当社及び連結会社）が判断

したものであります。 

  

(1) 重要な会計方針及び見積り 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき

作成されております。この連結財務諸表の作成に当たり採用した会計方針及びその適用方法並びに見積

りの評価については、「第５ 経理の状況 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載し

ているため省略しております。 

  

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析 

当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高は、3,351億７千１百万円（前年同期比2.3％

増）となりました。主力の国内一般用消費財事業では、厳しい販売競争が続く中、主力の歯磨、洗濯用

洗剤、柔軟剤等で付加価値の高い新製品を発売するとともに、住居用洗剤では独自性の高い新製品を発

売し、重点ブランドの育成に努めた結果、前年同期の売上高を上回りました。また、産業用品事業は需

要低迷と競争激化により前年同期を下回りましたが、海外事業やその他セグメントの建設請負事業は堅

調に推移し、前年同期の売上高を大幅に上回りました。 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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売上原価（返品調整引当金戻入額及び繰入額含む）は、売上高が増加したこと等から、1,453億８千

５百万円（同4.1％増）となり、売上高に対する比率は43.4％となりました。製造原価低減等のトータ

ルコストダウンにグループ全体で取り組みましたが、売上構成の変化により、前年同期に比べ0.7ポイ

ント上昇しました。 

販売費及び一般管理費は、ブランド育成、新コーポレートメッセージ浸透のための広告宣伝強化に加

え、店頭競争激化等による販売促進費の増加により、1,825億７千２百万円（同3.3％増）となりまし

た。 

以上の結果、営業利益は72億１千３百万円（同35.4％減）となりました。 

経常利益は、営業利益が減少したこと等から、85億６千４百万円（同29.7％減）となりました。 

当期純利益は、震災の影響を受けた前年に比べ、特別損失が減少したことなどから、42億３千５百万

円（同3.9％増）となりました。 

  

(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について 

「４ 事業等のリスク」に記載のとおりであります。 

  

(4) 戦略的現状と見通し 

当社グループを取り巻く事業環境は、個人消費の低迷や店頭における販売競争の激化など、引き続き

厳しい状況が続くものと予想されます。このような中、当社グループは中期経営計画「Ｖ－１計画

（Vision2020 Part-1）」の戦略を着実に進め、企業価値の向上を目指してまいります。 

一般用消費財事業は、収益力の強化に向け、歯磨、歯刷子、制汗剤、洗濯用洗剤等の主力ブランドで

付加価値の高い新製品を発売するとともに、効率的なマーケティング投資に努めます。また、通信販売

事業では製品の拡充を進めて、さらなる事業の拡大を目指します。 

産業用品事業は、導電性カーボン等の高機能製品や油脂活性剤等の重点分野の育成を強化するととも

に、業務用洗浄剤では新規顧客開拓に継続的に注力します。 

海外事業は、オーラルケア製品と洗濯用洗剤を中心にマーケティング活動を強化し、事業拡大を図る

とともに、フィリピン事業については、速やかな事業開始を目指します。 

  

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

当社グループでは、グループキャッシュマネジメントシステムを国内連結子会社に導入しており、グ

ループ資金を当社に集中するとともに、各社の必要資金は当社が貸し付けることで、資金効率の向上と

支払利息の低減を図っております。 

なお、資金の流動性については、「１ 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとお

りであります。 
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第３ 【設備の状況】 

当社グループは、当連結会計年度において108億２千万円の設備投資（有形固定資産、無形固定資産の

取得価額。金額には消費税等を含んでおりません。）を行いました。 

その内訳は、一般用消費財事業62億４千４百万円、産業用品事業11億３千４百万円、海外事業27億５千

４百万円、その他１億６千万円、調整額（消去又は全社）５億２千５百万円であります。 

一般用消費財事業では、当社千葉工場における液体ヘビー洗剤生産設備増強、当社大阪工場における柔

軟剤生産設備増強、当社明石工場における歯刷子生産設備増強等を行いました。海外事業においては、泰

国獅王企業有限公司において歯磨・歯刷子等生産設備の新設、ライオンエコケミカルズ有限公司において

化学品原料生産設備の増強を行いました。 

  

(1) 提出会社の状況 

  

 
  

１ 【設備投資等の概要】

２ 【主要な設備の状況】

事業所又は地区名 
(主な所在地)

セグメントの 
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数 

(人)建物及び 
構築物

機械装置 
及び運搬具

土地 
(面積千㎡)

リース 
資産

その他 合計

千葉工場 
(千葉県市原市) 

一般用消費財 
事業 
産業用品事業 

生産設備 2,322 2,808
4,637 
(183)

2 147 9,917 118

小田原工場 
(神奈川県小田原市) 

一般用消費財 
事業 

生産設備 1,478 1,654

 
※

358 
(71) 

 

― 152 3,644 159

大阪工場 
(大阪府堺市西区) 

一般用消費財 
事業 
産業用品事業 

生産設備 1,395 2,800
729 
(82) 

1 86 5,014 119

明石工場 
(兵庫県明石市) 

一般用消費財 
事業 

生産設備 787 1,346
260 
(62) 

― 295 2,690 102

本社 
(東京都墨田区) 

各事業及び 
全社管理業務 

営業設備等 938 18

 
※

0 
(6) 

 

63 298 1,319 1,045

研究所 
(東京都江戸川区 
ほか) 

一般用消費財 
事業 
産業用品事業 

研究開発 
設備 

3,727 340
1 

(37) 
39 1,210 5,318 566

坂出 
(香川県坂出市) 

全社管理業務 
生産設備用
地等 

539 0
4,252 
(260) 

― 0 4,793 ―

その他 
各事業及び 
全社管理業務 

営業設備等 330 72
206 
(10) 

5 138 754 333
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(2) 国内子会社の状況 

  

 
  

(3) 在外子会社の状況 

  

 
  

(注) １ 金額には消費税等を含めておりません。 

２ 「その他」は工具器具及び備品であり、建設仮勘定及び無形固定資産は含めておりません。 

３ 土地の各面積〔 〕内は連結会社以外からの賃借であり、外数であります。 

４ ※印を付した事業所に併設されている研究所の土地帳簿価額及び土地面積は、各事業所の土地帳簿価額及び

土地面積に含めております。 

５ 上記の他、主要な無形固定資産として、以下のものがあります。 
  

 
  

会社名
セグメントの 

名称

事業所名 

（所在地）
設備の 
内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人)建物及び 

構築物
機械装置 
及び運搬具

土地 
(面積千㎡)

リース 
資産

その他 合計

ライオンケミ
カル㈱ 

産業用品事業 

ファインケミカ
ル事業所 
(茨城県神梄市) 

生産設
備等 

562 793
1,270 
(66) 

― 20 2,645 76

オレオケミカル
事業所 
(香川県坂出市) 

生産設
備等 

1,890 823
3,796 
(174) 

1 31 6,542 98

ライオンパッ
ケージング㈱ 

一般用消費財
事業 

本社・市原工場 
(千葉県市原市) 

生産設
備等 

269 459 ― ― 37 766 115

福島工場 
(福島県西白河
郡矢吹町) 

生産設
備等 

307 102
342 
(49) 

― 9 761 36

一方社油脂工
業㈱ 

産業用品事業 
本社・工場ほか 
(兵庫県小野市
ほか) 

生産設
備等 

459 507
603 
(87) 

14 52 1,637 154

会社名 
(主な所在地)

セグメントの 
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人)建物及び 

構築物
機械装置 
及び運搬具

土地 
(面積千㎡)

リース 
資産

その他 合計

泰国獅王企業 
有限公司 
(タイバンコク) 

海外事業 生産設備等 505 861
352 

(305) 
〔―〕

― 128 1,848 1,065

ＣＪライオン㈱ 
(韓国ソウル) 

海外事業 生産設備等 1,182 475
21 
(0) 

〔49〕
― 88 1,768 230

ライオンエコケミカルズ
有限公司 
(マレーシアジョホール
州) 

海外事業 生産設備等 686 3,048
― 

(―) 
〔76〕

― 39 3,774 112

事業所又は地区名 
(主な所在地)

セグメントの 
名称

内容

帳簿価額(百万円)

商標権 合計

本社 
(東京都墨田区) 

一般用消費財事業 バファリン等商標権 13,938 13,938 
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重要な設備の新設等の計画は、以下のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額には消費税等を含めておりません。 

２ 経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。 

３ ライオンエコケミカルズ有限公司に関する投資予定金額の総額については、当初1,750百万円としておりま

したが、第３四半期連結累計期間において製品品揃え強化を目的とした追加設備投資を行うことといたしま

した。 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

会社名 

事業所名
所在地

セグメントの 

名称
設備の内容

投資予定金額

資金調達 

方法

着手及び完了予定 

年月
完成後の 

増加能力総額 

(百万円)

既支払 

金額 

(百万円)

着手 完了

当社千葉工場 

ほか 

千葉県 

市原市 

ほか 

一般用消費財

事業 

洗剤等生産設備

合理化及び更新 
3,395 113 自己資金

平成24年 

10月

平成26年 

３月

ほとんど 

変動なし

当社明石工場 

ほか 

兵庫県 

明石市 

ほか 

一般用消費財

事業 

歯磨・薬品等生

産設備合理化及

び更新 

3,013 558 自己資金
平成24年 

８月

平成26年 

11月

ほとんど 

変動なし

当社平井研究所 
東京都 

江戸川区 

一般用消費財

事業 

産業用品事業 

新研究棟 2,884 1,619 自己資金
平成23年 

11月

平成25年 

５月
―

泰国獅王企業 

有限公司 
タイ 海外事業 

歯磨・歯刷子等

生産設備新設 
2,295 1,670 自己資金

平成22年 

11月

平成25年 

３月

生産能力 

歯磨80％増、

歯刷子90％増

泰国獅王企業 

有限公司 
タイ 海外事業 

洗剤等生産設備

新設 
2,268 91 自己資金

平成24年 

９月

平成26年 

２月

生産能力 

洗剤14.4万ト

ン増、スルホ

ン化2.9万ト

ン増

獅王(中国) 

日用科技 

有限公司 

中華人民 

共和国 
海外事業 

歯磨・歯刷子等

生産設備新設 
2,090 217 自己資金

平成24年 

４月

平成26年 

３月

生産能力 

歯磨1.6千ト

ン増、歯刷子

34.4百万本増

ライオンエコ 

ケミカルズ 

有限公司 

マレーシア 海外事業 
化学品原料生産

設備増強 
2,350 554 自己資金

平成24年 

２月

平成25年 

５月

生産能力 

2.5万トン増

（スルホン

化、粉体化）
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,185,600,000 

計 1,185,600,000 

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成24年12月31日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成25年３月28日)

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 299,115,346 299,115,346 
東京証券取引所 
(市場第一部)

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式 
単元株式数 1,000株 

計 299,115,346 299,115,346 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】 

① 旧商法(平成13年法律第128号)第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況は、
次のとおりであります。 
  

株主総会の特別決議日(平成18年３月30日) 

 
(注１)  当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 

    調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じ 
たときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 
なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

(注２)  ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する 
   株式１株当りの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 
  ②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に 

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  ③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 

  

 
事業年度末現在 

(平成24年12月31日)
提出日の前月末現在 
(平成25年２月28日)

新株予約権の数(個) 16,936 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数1,000株 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)     16,936 (注１) 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １ (注２) 同左

新株予約権の行使期間 
平成18年４月１日から平成48年
３月31日までの期間内で、当社
取締役会において決定する。 

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  1 
資本組入額 1 

同左

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当社の取
締役、監査役及び執行役員
に就任後１年を経過(死亡
退任のときを除く。)し、
そのいずれの地位も喪失し
た日(執行役員について
は、その地位を喪失した日
または従業員退職日のいず
れかの遅い日とする。)の
翌日から10日を経過する日
までの期間に限り、新株予
約権を行使できるものとす
る。 

② 新株予約権１個当りの一部
行使はできないものとす
る。 

③ この他の新株予約権の行使
条件は、株主総会決議及び
取締役会決議に基づき、当
社と新株予約権の割当を受
けた者との間で締結する新
株予約権割当契約に定める
ところによる。 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当
社取締役会の承認を要するもの
とする。 

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―
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② 会社法第236条第１項、第238条第１項、第２項及び第240条第１項の規定に基づく新株予約権の状
況は、次のとおりであります。 

  

取締役会の決議日(平成19年３月29日) 

 
(注１)  当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 

    調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
    また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた

ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 
  なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

(注２)  ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する 
   株式１株当りの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。  
  ②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に 

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  ③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 
(注３)  次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行

使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。 
  ①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案 
  ②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案 
  ③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案 

(注４)  発行価格は、新株予約権の払込金額１株当り654円と行使時の払込金額１円を合算しています。なお、新株
予約権の払込金額１株当り654円については、当社取締役及び執行役員の当社に対する報酬債権をもって相
殺しています。 

  

 
事業年度末現在 

(平成24年12月31日)
提出日の前月末現在 
(平成25年２月28日)

新株予約権の数(個) 18,660 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数1,000株 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)      18,660 (注１) 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １ (注２) 同左

新株予約権の行使期間 
平成19年４月16日から平成49年
４月15日までの期間内で、当社
取締役会において決定する。 

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) (注４)  

発行価格  655 
資本組入額 328 

同左

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当社の取
締 役（社 外 取 締 役 を 除
く。）及び執行役員に就任
後１年を経過(死亡退任の
ときは除く。)し、かつ、
その地位を喪失した日(執
行役員については、その地
位を喪失した日または従業
員退職日のいずれか遅い日
とする。)の翌日から10日
を経過する日までの期間に
限り、新株予約権の行使が
できるものとする。 

② 新株予約権１個当りの一部
行使はできないものとす
る。 

③ この他の新株予約権の行使
条件は、取締役会決議に基
づき、当社と新株予約権の
割当を受けた者との間で締
結する新株予約権割当契約
に定めるところによる。 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当
社取締役会の承認を要するもの
とする。 

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―

新株予約権の取得条項に関する事項 (注３) 同左
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取締役会の決議日(平成20年３月28日) 

 
(注１)  当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた
ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 
なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

 
事業年度末現在 

(平成24年12月31日)
提出日の前月末現在 
(平成25年２月28日)

新株予約権の数(個) 28,619 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数1,000株 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)      28,619 (注１) 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １ (注２) 同左

新株予約権の行使期間 
平成20年４月15日から平成50年
４月14日まで 

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) (注４)  

発行価格  442 
資本組入額 221 

同左

新株予約権の行使の条件 

① 取締役 
当社の取締役（社外取締役
を除く。）に就任後１年を
経過（死亡退任のときを除
く。）し、かつ、その地位
を喪失した日の翌日から10
日以内とし、行使に当って
は発行された新株予約権を
一括して行使する。 

② 執行役員 
当社の執行役員の在任期間
が１年以上経過（死亡退任
のときを除く。）し、その
地位を喪失した日または従
業員退職日のいずれか遅い
日の翌日から10日以内と
し、行使に当っては発行さ
れた新株予約権を一括して
行使する。ただし、取締役
会は、執行役員の在任期間
が１年未満または在任期間
が１年以上で任期途中での
退任によりその地位を喪失
した場合において、発行か
ら１年経過していない新株
予約権を在任期間（１ヵ月
未満は１ヵ月とする。）に
応じて按分して行使するこ
とができる旨決議すること
ができる。この場合按分に
より算出された１個未満の
端数は切り捨てる。 

③ 新株予約権を行使できる期
間については、上記行使期
間内及び①②の期間内で当
社取締役会において決定す
る。 

④ この他の新株予約権の行使
条件は、取締役会決議に基
づき、当社と新株予約権の
割当を受けた者との間で締
結する新株予約権割当契約
に定めるところによる。 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当
社取締役会の承認を要するもの
とする。 

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―

新株予約権の取得条項に関する事項 (注３) 同左

― 31 ―



  
(注２)  ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する 

 株式１株当りの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に 

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 
(注３)  次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行

使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。 
  ①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案 
  ②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案 
  ③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案 

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することも
しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
設ける定款の変更承認の議案 

(注４)  発行価格は、新株予約権の払込金額１株当り441円と行使時の払込金額１円を合算しています。なお、新株
予約権の払込金額１株当り441円については、当社取締役及び執行役員の当社に対する報酬債権をもって相
殺しています。 
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取締役会の決議日(平成21年３月27日) 

 
(注１)  当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた
ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 
なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

(注２)  ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する 
 株式１株当りの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に 

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 
(注３)  1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、 

未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。 
  ①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案 
  ②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案 
  ③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案 

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することも
しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
設ける定款の変更承認の議案 

2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由
が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得することができるものとする。 

(注４)  発行価格は、新株予約権の払込金額１株当り395円と行使時の払込金額１円を合算しています。なお、新株 
予約権の払込金額１株当り395円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。

  

 
事業年度末現在 

(平成24年12月31日)
提出日の前月末現在 
(平成25年２月28日)

新株予約権の数(個) 28,874 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数1,000株 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)      28,874 (注１) 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １ (注２) 同左

新株予約権の行使期間 
平成21年４月15日から平成51年
４月14日まで 

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) (注４)  

発行価格  396 
資本組入額 198 

同左

新株予約権の行使の条件 

① 当社の取締役（社外取締役
を除く。）に就任後１年を
経過（死亡退任のときを除
く。）し、かつ、その地位
を喪失した日の翌日から10
日以内とし、行使に当って
は発行された新株予約権を
一括して行使する。 

② 新株予約権を行使できる期
間については、上記行使期
間内及び①の期間内で当社
取締役会において決定す
る。 

③ この他の新株予約権の行使
条件は、取締役会決議に基
づき、当社と新株予約権の
割当を受けた者との間で締
結する新株予約権割当契約
に定めるところによる。 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当
社取締役会の承認を要するもの
とする。 

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―

新株予約権の取得条項に関する事項 (注３) 同左
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取締役会の決議日(平成21年12月25日) 

 
(注１)  当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 
          調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
        また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた 
    ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 
        なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 
(注２)  ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する 
     株式１株当りの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 
        ②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に 
     調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
        ③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき 
     は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 
(注３)  1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、 
     未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。 
     ①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案 

 
事業年度末現在 

(平成24年12月31日)
提出日の前月末現在 
(平成25年２月28日)

新株予約権の数(個) 6,587 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数1,000株 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)      6,587 (注１) 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １(注２) 同左

新株予約権の行使期間 
平成22年１月13日から平成52年
１月12日まで 

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 
発行価格及び資本組入額(円)  (注４) 

発行価格   398 
資本組入額 199 

同左

新株予約権の行使の条件 

① 当社の執行役員の在任期間
が１年以上経過（死亡退任
のときを除く。）し、その
地位を喪失した日または従
業員退職日のいずれか遅い
日の翌日から10日以内と
し、行使に当っては発行さ
れた新株予約権を一括して
行使する。ただし、取締役
会は、執行役員の在任期間
が１年未満または在任期間
が１年以上で任期途中での
退任によりその地位を喪失
した場合において、発行か
ら１年経過していない新株
予約権を在任期間（１ヵ月
未満は１ヵ月とする。）に
応じて按分して行使するこ
とができる旨決議すること
ができる。この場合按分に
より算出された１個未満の
端数は切り捨てる。(注５) 

② 新株予約権を行使できる期
間については、上記行使期
間内及び①の期間内で当社
取締役会において決定す
る。 

③ この他の新株予約権の行使
条件は、取締役会決議に基
づき、当社と新株予約権の
割当を受けた者との間で締
結する新株予約権割当契約
に定めるところによる。 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当
社取締役会の承認を要するもの
とする。 

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─ ─ 

新株予約権の取得条項に関する事項 (注３) 同左 
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     ②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案 
     ③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案 
     ④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ 
     いての定めを設ける定款の変更承認の議案 
     ⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することも 
     しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを 
     設ける定款の変更承認の議案 
    2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由 
     が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。 
(注４)  発行価格は、新株予約権の払込金額１株当り397円と行使時の払込金額１円を合算しています。なお、新株 
    予約権の払込金額１株当り397円については、当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺していま 
    す。 
(注５)  平成24年２月10日開催の取締役会決議により、次のとおり行使の条件が変更されております。 
     当社の執行役員の在任期間が１年以上経過（死亡退任のときを除く。）し、その地位を喪失した日または 
    従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行 
    された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が１年未満または在任 
    期間が１年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任 
    した場合において、発行から１年経過していない新株予約権を在任期間（１ヵ月未満は１ヵ月とする。） 
    に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された１個 
    未満の端数は切り捨てる。  
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取締役会の決議日(平成22年３月30日) 

 
(注１)  当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 
          調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
        また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた 
    ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 
        なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 
(注２)  ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する 
     株式１株当りの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 
        ②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に 
     調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
        ③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき 
     は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 
(注３)  1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、 
     未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。 
     ①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案 
     ②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案 
     ③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案 
     ④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ 
     いての定めを設ける定款の変更承認の議案 
     ⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することも 
     しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを 
     設ける定款の変更承認の議案 
    2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由 
     が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。 
(注４)  発行価格は、新株予約権の払込金額１株当り421円と行使時の払込金額１円を合算しています。なお、新株 
    予約権の払込金額１株当り421円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。 

  

 
事業年度末現在 

(平成24年12月31日)
提出日の前月末現在 
(平成25年２月28日)

新株予約権の数(個) 35,255 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数1,000株 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)      35,255 (注１) 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １(注２) 同左

新株予約権の行使期間 
平成22年４月15日から平成52年
４月14日まで 

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 
発行価格及び資本組入額(円)  (注４) 

発行価格   422 
資本組入額 211 

同左

新株予約権の行使の条件 

① 当社の取締役（社外取締役
を除く。）に就任後１年を
経過（死亡退任のときを除
く。）し、かつ、その地位
を喪失した日の翌日から10
日以内とし、行使に当って
は発行された新株予約権を
一括して行使する。 

② 新株予約権を行使できる期
間については、上記行使期
間内及び①の期間内で当社
取締役会において決定す
る。 

③ この他の新株予約権の行使
条件は、取締役会決議に基
づき、当社と新株予約権の
割当を受けた者との間で締
結する新株予約権割当契約
に定めるところによる。 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当
社取締役会の承認を要するもの
とする。 

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─ ─ 

新株予約権の取得条項に関する事項 (注３) 同左 
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取締役会の決議日(平成22年12月27日) 

 
(注１)  当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 
          調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
        また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた 
    ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 
        なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 
(注２)  ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する 
     株式１株当りの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 
        ②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に 
     調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
        ③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき 
     は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 
(注３)  1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、 
     未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。 
     ①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案 

 
事業年度末現在 

(平成24年12月31日)
提出日の前月末現在 
(平成25年２月28日)

新株予約権の数(個) 26,996 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数1,000株 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 26,996 (注１) 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １(注２) 同左

新株予約権の行使期間 
平成23年１月13日から平成53年
１月12日まで 

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 
発行価格及び資本組入額(円)  (注４) 

発行価格   389 
資本組入額 195 

同左

新株予約権の行使の条件 

① 当社の執行役員の在任期間
が１年以上経過（死亡退任
のときを除く。）し、その
地位を喪失した日または従
業員退職日のいずれか遅い
日の翌日から10日以内と
し、行使に当っては発行さ
れた新株予約権を一括して
行使する。ただし、取締役
会は、執行役員の在任期間
が１年未満または在任期間
が１年以上で任期途中での
退任によりその地位を喪失
した場合において、発行か
ら１年経過していない新株
予約権を在任期間（１ヵ月
未満は１ヵ月とする。）に
応じて按分して行使するこ
とができる旨決議すること
ができる。この場合按分に
より算出された１個未満の
端数は切り捨てる。(注５) 

② 新株予約権を行使できる期
間については、上記行使期
間内及び①の期間内で当社
取締役会において決定す
る。 

③ この他の新株予約権の行使
条件は、取締役会決議に基
づき、当社と新株予約権の
割当を受けた者との間で締
結する新株予約権割当契約
に定めるところによる。 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当
社取締役会の承認を要するもの
とする。 

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─ ─ 

新株予約権の取得条項に関する事項 (注３) 同左 
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     ②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案 
     ③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案 
     ④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ 
     いての定めを設ける定款の変更承認の議案 
     ⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することも 
     しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを 
     設ける定款の変更承認の議案 
    2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由 
     が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。 
(注４)  発行価格は、新株予約権の払込金額１株当り388円と行使時の払込金額１円を合算しています。なお、新株 
    予約権の払込金額１株当り388円については、当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺していま 
    す。 

 (注５)  平成24年２月10日開催の取締役会決議により、次のとおり行使の条件が変更されております。 
      当社の執行役員の在任期間が１年以上経過（死亡退任のときを除く。）し、その地位を喪失した日または 
     従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行 
     された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が１年未満または在任 
     期間が１年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任 
     した場合において、発行から１年経過していない新株予約権を在任期間（１ヵ月未満は１ヵ月とする。） 
     に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された１個 
     未満の端数は切り捨てる。  
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取締役会の決議日(平成23年３月30日) 

 
(注１)  当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 
          調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
        また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた 
    ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 
        なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 
(注２)  ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する 
     株式１株当りの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 
        ②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に 
     調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
        ③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき 
     は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 
(注３)  1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、 
     未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。 
     ①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案 
     ②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案 
     ③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案 
     ④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ 
     いての定めを設ける定款の変更承認の議案 
     ⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することも 
     しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを 
     設ける定款の変更承認の議案 
    2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由 
     が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。 
(注４)  発行価格は、新株予約権の払込金額１株当り359円と行使時の払込金額１円を合算しています。なお、新株 
    予約権の払込金額１株当り359円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。 

  

 
事業年度末現在 

(平成24年12月31日)
提出日の前月末現在 
(平成25年２月28日)

新株予約権の数(個) 52,731 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数1,000株 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)       52,731 (注１) 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １(注２) 同左

新株予約権の行使期間 
平成23年４月18日から平成53年
４月17日まで 

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 
発行価格及び資本組入額(円)  (注４) 

発行価格   360 
資本組入額 180 

同左

新株予約権の行使の条件 

① 当社の取締役（社外取締役
を除く。）に就任後１年を
経過（死亡退任のときを除
く。）し、かつ、その地位
を喪失した日の翌日から10
日以内とし、行使に当って
は発行された新株予約権を
一括して行使する。 

② 新株予約権を行使できる期
間については、上記行使期
間内及び①の期間内で当社
取締役会において決定す
る。 

③ この他の新株予約権の行使
条件は、取締役会決議に基
づき、当社と新株予約権の
割当を受けた者との間で締
結する新株予約権割当契約
に定めるところによる。 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当
社取締役会の承認を要するもの
とする。 

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─ ─ 

新株予約権の取得条項に関する事項 (注３) 同左 
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取締役会の決議日(平成23年12月27日) 

 
(注１)  当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 
          調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
        また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた 
    ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。    

 
事業年度末現在 

(平成24年12月31日)
提出日の前月末現在 
(平成25年２月28日)

新株予約権の数(個) 43,504 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数1,000株 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)      43,504 (注１) 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １(注２) 同左

新株予約権の行使期間 
平成24年１月12日から平成54年
１月11日まで 

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 
発行価格及び資本組入額(円)  (注４) 

発行価格   406 
資本組入額 203 

同左

新株予約権の行使の条件 

① 取締役 
当社の取締役（社外取締役
を除く。）に就任後１年を
経過（死亡退任のときを除
く。）し、かつ、その地位
を喪失した日の翌日から10
日以内とし、行使に当って
は発行された新株予約権を
一括して行使する。 

② 執行役員 
当社の執行役員の在任期間
が１年以上経過（死亡退任
のときを除く。）し、その
地位を喪失した日または従
業員退職日のいずれか遅い
日の翌日から10日以内と
し、行使に当っては発行さ
れた新株予約権を一括して
行使する。ただし、取締役
会は、執行役員の在任期間
が１年未満または在任期間
が１年以上で任期途中での
退任によりその地位を喪失
した場合において、発行か
ら１年経過していない新株
予約権を在任期間（１ヵ月
未満は１ヵ月とする。）に
応じて按分して行使するこ
とができる旨決議すること
ができる。この場合按分に
より算出された１個未満の
端数は切り捨てる。(注５) 

③ 新株予約権を行使できる期
間については、上記行使期
間内及び①②の期間内で当
社取締役会において決定す
る。 

④ この他の新株予約権の行使
条件は、取締役会決議に基
づき、当社と新株予約権の
割当を受けた者との間で締
結する新株予約権割当契約
に定めるところによる。 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当
社取締役会の承認を要するもの
とする。 

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─ ─ 

新株予約権の取得条項に関する事項 (注３) 同左 
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         なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 
(注２)  ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する 
     株式１株当りの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 
        ②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に 
     調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
        ③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき 
     は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 
(注３)  1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、 
     未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。 
     ①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案 
     ②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案 
     ③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案 
     ④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ 
     いての定めを設ける定款の変更承認の議案 
     ⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することも 
     しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを 
     設ける定款の変更承認の議案 
    2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由 
     が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。 
(注４)  発行価格は、新株予約権の払込金額１株当り405円と行使時の払込金額１円を合算しています。なお、新株予

約権の払込金額１株当り405円については、当社取締役及び当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相
殺しています。 

 (注５)  平成24年２月10日開催の取締役会決議により、次のとおり行使の条件が変更されております。 
      当社の執行役員の在任期間が１年以上経過（死亡退任のときを除く。）し、その地位を喪失した日または 
     従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行 
     された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が１年未満または在任 
     期間が１年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任 
     した場合において、発行から１年経過していない新株予約権を在任期間（１ヵ月未満は１ヵ月とする。） 
     に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された１個 
     未満の端数は切り捨てる。  
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取締役会の決議日(平成24年３月29日) 

 
(注１)  当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 
          調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
        また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた 
    ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 
        なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 
(注２)  ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する 
     株式１株当りの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 
        ②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に 
     調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
        ③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき 
     は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 
(注３)  1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、 
     未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。 
     ①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案 
     ②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案 
     ③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案 
     ④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ 
     いての定めを設ける定款の変更承認の議案 
     ⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することも 
     しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを 
     設ける定款の変更承認の議案 
    2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由 
     が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。 
(注４)  発行価格は、新株予約権の払込金額１株当り405円と行使時の払込金額１円を合算しています。なお、新株 
    予約権の払込金額１株当り405円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。 

 
事業年度末現在 

(平成24年12月31日)
提出日の前月末現在 
(平成25年２月28日)

新株予約権の数(個) 96,418 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数1,000株 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)      96,418 (注１) 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １(注２) 同左

新株予約権の行使期間 
平成24年４月17日から平成54年
４月16日まで 

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 
発行価格及び資本組入額(円)  (注４) 

発行価格   406 
資本組入額 203 

同左

新株予約権の行使の条件 

① 当社の取締役（社外取締役
を除く。）に就任後１年を
経過（死亡退任のときを除
く。）し、かつ、その地位
を喪失した日の翌日から10
日以内とし、行使に当って
は発行された新株予約権を
一括して行使する。 

② 新株予約権を行使できる期
間については、上記行使期
間内及び①の期間内で当社
取締役会において決定す
る。 

③ この他の新株予約権の行使
条件は、取締役会決議に基
づき、当社と新株予約権の
割当を受けた者との間で締
結する新株予約権割当契約
に定めるところによる。 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当
社取締役会の承認を要するもの
とする。 

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─ ─ 

新株予約権の取得条項に関する事項 (注３) 同左 
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  
(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  
  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注) 利益及び繰越利益剰余金による自己株式の消却による減少であります。 

  

(6) 【所有者別状況】 

平成24年12月31日現在 

 
(注) １ 自己株式30,713,613株は、「個人その他」の欄に30,713単元及び「単元未満株式の状況」の欄に613株それ

ぞれ含めて記載しております。 

２ 株式会社証券保管振替機構名義の株式3,550株は、「その他の法人」の欄に３単元及び「単元未満株式の状

況」の欄に550株それぞれ含めて記載しております。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式 
総数残高 
(千株)

資本金増減額
  

(百万円)

資本金残高 
  

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金 
残高 

(百万円)

平成18年１月１日～ 
平成18年12月31日 
(注) 

△14,400 299,115 ― 34,433 ― 31,499 

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満 
株式の状況

(株)
政府及び 
地方公共 
団体

金融機関
金融商品 
取引業者

その他の 
法人

外国法人等
個人 
その他

計

個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 69 30 357 140 8 38,131 38,735 ― 

所有株式数 
(単元) 

― 107,152 1,255 53,778 16,513 12 117,712 296,422 2,693,346 

所有株式数 
の割合(％) 

― 36.15 0.42 18.14 5.57 0.01 39.71 100.00 ― 
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(7) 【大株主の状況】 

平成24年12月31日現在 

 
(注) 上記のほか、当社が所有している自己株式30,713,613株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合：

10.27%）があります。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８－11 15,686 5.24 

みずほ信託銀行株式会社 退職給
付信託 みずほ銀行口 再信託受
託者 資産管理サービス信託銀行
株式会社 

東京都中央区晴海１丁目８－12 
晴海アイランド トリトンスクエア オフィ
スタワーＺ棟 

14,500 4.85 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 12,109 4.05 

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 6,786 2.27 

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 6,443 2.15 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
(常任代理人 日本マスタートラ
スト信託銀行株式会社) 

東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 
(東京都港区浜松町２丁目11番３号) 

6,257 2.09 

株式会社みずほコーポレート銀行  
(常任代理人 資産管理サービス
信託銀行株式会社) 

東京都千代田区丸の内１丁目３－３  
(東京都中央区晴海１丁目８－12 晴海アイラ 
 ンドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟) 

5,446 1.82 

明治安田生命保険相互会社 
(常任代理人 資産管理サービス
信託銀行株式会社) 

東京都千代田区丸の内２丁目１－１ 
(東京都中央区晴海１丁目８－12 晴海アイラ 
 ンドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟) 

4,957 1.66 

ライオン従業員持株会 東京都墨田区本所１丁目３－７ 4,445 1.49 

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目３－１ 4,232 1.42 

計 ― 80,865 27.03 
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(8) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成24年12月31日現在 

 
(注) １「単元未満株式」の株式数の欄には当社所有の自己株式613株が含まれております。 

２ 上記「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の株式数の欄には、株式会社証券保管振替機構名義

の株式が、それぞれ3,000株及び550株含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成24年12月31日現在 

 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 

普通株式 
30,713,000 

― ─

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

265,709,000 
295,709 ─

単元未満株式 
普通株式 

2,693,346 
― ─

発行済株式総数 299,115,346 ― ―

総株主の議決権 ― 295,709 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義 
所有株式数 

(株)

他人名義 
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
ライオン株式会社 

墨田区本所一丁目３番７号 30,713,000 ― 30,713,000 10.27 

計 ― 30,713,000 ― 30,713,000 10.27 
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(9) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は、ストックオプション制度を採用しております。 

① 新株予約権方式によるストックオプション制度 

(イ) 当該制度は、旧商法（平成13年法律第128号）第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、株

主以外の者に対して特に有利な条件をもって株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発

行することを平成18年３月30日開催の定時株主総会及び取締役会において決議されたものでありま

す。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 
(注１)  当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた
ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 
なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

(注２)  ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する 
 株式１株当りの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に 

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 

  

決議年月日 平成18年３月30日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役、監査役及び執行役員 25名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数1,000株 

株式の数 129,753株 (注１) 

新株予約権の行使時の払込金額 １円 (注２) 

新株予約権の行使期間 
平成18年４月１日から平成48年３月31日までの期間内で、当
社取締役会において決定する。 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員に
就任後１年を経過(死亡退任のときを除く。)し、そのい
ずれの地位も喪失した日(執行役員については、その地
位を喪失した日または従業員退職日のいずれかの遅い日
とする。)の翌日から10日を経過する日までの期間に限
り、新株予約権を行使できるものとする。 

② 新株予約権１個当りの一部行使はできないものとする。 
③ この他の新株予約権の行使条件は、株主総会決議及び取

締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた
者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところ
による。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するも
のとする。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 
事項 

― 
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(ロ) 当該制度は、会社法第236条第１項、第238条第１項、第２項及び第240条第１項の規定に基づく

株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成19年３月29日開催の取締役

会において決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 
(注１)  当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた
ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 
なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

(注２)  ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する 
 株式１株当りの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に 

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 
(注３)  次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行

使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。 
  ①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案 
  ②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案 
  ③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案 

  

決議年月日 平成19年３月29日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員 19名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数1,000株 

株式の数 149,619株 (注１) 

新株予約権の行使時の払込金額 １円 (注２) 

新株予約権の行使期間 
平成19年４月16日から平成49年４月15日までの期間内で、当
社取締役会において決定する。 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及
び執行役員に就任後１年を経過(死亡退任のときを除
く。)し、かつ、その地位を喪失した日(執行役員につい
ては、その地位を喪失した日または従業員退職日のいず
れか遅い日とする。)の翌日から10日を経過する日まで
の期間に限り、新株予約権の行使ができるものとする。 

② 新株予約権１個当りの一部行使はできないものとする。 
③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結す
る新株予約権割当契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するも
のとする。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 
事項 

―

新株予約権の取得条項に関する事項 (注３) 
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(ハ) 当該制度は、会社法第236条第１項、第238条第１項、第２項及び第240条第１項の規定に基づく

株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成20年３月28日開催の取締役

会において決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 
(注１)  当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた
ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 
なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

(注２)  ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する 
 株式１株当りの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に 

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 
(注３)  次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行

使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。 
  ①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案 
  ②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案 
  ③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案 

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することも
しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
設ける定款の変更承認の議案 

  

決議年月日 平成20年３月28日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員 18名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数1,000株 

株式の数 143,771株 (注１) 

新株予約権の行使時の払込金額 １円 (注２) 

新株予約権の行使期間 平成20年４月15日から平成50年４月14日まで 

新株予約権の行使の条件 

① 取締役 
当社の取締役（社外取締役を除く。）に就任後１年を経
過（死亡退任のときを除く。）し、かつ、その地位を喪
失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行
された新株予約権を一括して行使する。 

② 執行役員 
当社の執行役員の在任期間が１年以上経過（死亡退任の
ときを除く。）し、その地位を喪失した日または従業員
退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使
に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。
ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が１年未満ま
たは在任期間が１年以上で任期途中での退任によりその
地位を喪失した場合において、発行から１年経過してい
ない新株予約権を在任期間（１ヵ月未満は１ヵ月とす
る。）に応じて按分して行使することができる旨決議す
ることができる。この場合按分により算出された１個未
満の端数は切り捨てる。 

③ 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間
内及び①②の期間内で当社取締役会において決定する。 

④ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結す
る新株予約権割当契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するも
のとする。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 
事項 

―

新株予約権の取得条項に関する事項 (注３) 

― 48 ―



  
(ニ) 当該制度は、会社法第236条第１項、第238条第１項、第２項及び第240条第１項の規定に基づく

株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成21年３月27日開催の取締役

会において決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 
(注１)  当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた
ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 
なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

(注２)  ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する 
 株式１株当りの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に 

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 
(注３)  1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、 

   未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。 
  ①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案 
  ②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案 
  ③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案 

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することも
しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
設ける定款の変更承認の議案 

2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由
が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得することができるものとする。 

  

決議年月日 平成21年３月27日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役(社外取締役を除く) ９名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数1,000株 

株式の数 99,781株 (注１) 

新株予約権の行使時の払込金額 １円 (注２) 

新株予約権の行使期間 平成21年４月15日から平成51年４月14日まで 

新株予約権の行使の条件 

① 当社の取締役（社外取締役を除く。）に就任後１年を経
過（死亡退任のときを除く。）し、かつ、その地位を喪
失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行
された新株予約権を一括して行使する。 

② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間
内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 

③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結す
る新株予約権割当契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するも
のとする。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 
事項 

―

新株予約権の取得条項に関する事項 (注３) 
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(ホ) 当該制度は、会社法第236条第１項、第238条第１項、第２項及び第240条第１項の規定に基づく

株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成21年12月25日開催の取締役

会において決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 
(注１)  当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた
ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 
なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

(注２)  ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する 
 株式１株当りの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に 

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 
(注３)  1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、 

   未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。 
  ①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案 
  ②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案 
  ③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案 

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することも
しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
設ける定款の変更承認の議案 

2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由
が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。 

  

決議年月日 平成21年12月25日 

付与対象者の区分及び人数 当社の執行役員 ８名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数1,000株 

株式の数 54,890株 (注１)  

新株予約権の行使時の払込金額 １円 (注２) 

新株予約権の行使期間 平成22年１月13日から平成52年１月12日まで 

新株予約権の行使の条件 

① 当社の執行役員の在任期間が１年以上経過（死亡退任の
ときを除く。）し、その地位を喪失した日または従業員
退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使
に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。
ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が１年未満ま
たは在任期間が１年以上で任期途中での退任によりその
地位を喪失した場合において、発行から１年経過してい
ない新株予約権を在任期間（１ヵ月未満は１ヵ月とす
る。）に応じて按分して行使することができる旨決議す
ることができる。この場合按分により算出された１個未
満の端数は切り捨てる。(注４) 

② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間
内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 

③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結す
る新株予約権割当契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するも
のとする。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 
事項 

―

新株予約権の取得条項に関する事項 (注３) 

― 50 ―



  
 (注４)   平成24年２月10日開催の取締役会決議により、次のとおり行使の条件が変更されております。 
        当社の執行役員の在任期間が１年以上経過（死亡退任のときを除く。）し、その地位を喪失した日または 
       従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行 
       された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が１年未満または在任 
       期間が１年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任 
       した場合において、発行から１年経過していない新株予約権を在任期間（１ヵ月未満は１ヵ月とする。） 
       に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された１個 
       未満の端数は切り捨てる。  
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(へ) 当該制度は、会社法第236条第１項、第238条第１項、第２項及び第240条第１項の規定に基づく

株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成22年３月30日開催の取締役

会において決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 
(注１)  当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた
ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 
なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

(注２)  ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する 
 株式１株当りの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に 

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 
(注３)  1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、 

   未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。 
  ①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案 
  ②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案 
  ③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案 

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することも
しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
設ける定款の変更承認の議案 

2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由
が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。 

  

決議年月日 平成22年３月30日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役(社外取締役を除く) ８名  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数1,000株 

株式の数 103,778株 (注１)  

新株予約権の行使時の払込金額 １円 (注２) 

新株予約権の行使期間 平成22年４月15日から平成52年４月14日まで 

新株予約権の行使の条件 

① 当社の取締役（社外取締役を除く。）に就任後１年を経
過（死亡退任のときを除く。）し、かつ、その地位を喪
失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行
された新株予約権を一括して行使する。 

② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間
内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 

③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結す
る新株予約権割当契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するも
のとする。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 
事項 

―

新株予約権の取得条項に関する事項 (注３) 
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(ト) 当該制度は、会社法第236条第１項、第238条第１項、第２項及び第240条第１項の規定に基づく

株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成22年12月27日開催の取締役

会において決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 
(注１)  当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた
ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 
なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

(注２)  ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する 
 株式１株当りの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に 

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 
(注３)  1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、 

   未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。 
  ①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案 
  ②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案 
  ③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案 

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することも
しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
設ける定款の変更承認の議案 

2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由
が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。 

(注４)  平成23年２月10日開催の取締役会における決議、平成23年３月30日開催の定時株主総会において、付与対象
者１名が取締役に選任されたことにより、新株予約権の目的となる株式の数83,238株のうち5,906株は失効
しております。 

  

決議年月日 平成22年12月27日 

付与対象者の区分及び人数 当社の執行役員 12名 (注４) 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数1,000株 

株式の数 83,238株 (注１) (注４) 

新株予約権の行使時の払込金額 １円 (注２) 

新株予約権の行使期間 平成23年１月13日から平成53年１月12日まで 

新株予約権の行使の条件 

① 当社の執行役員の在任期間が１年以上経過（死亡退任の
ときを除く。）し、その地位を喪失した日または従業員
退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使
に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。
ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が１年未満ま
たは在任期間が１年以上で任期途中での退任によりその
地位を喪失した場合において、発行から１年経過してい
ない新株予約権を在任期間（１ヵ月未満は１ヵ月とす
る。）に応じて按分して行使することができる旨決議す
ることができる。この場合按分により算出された１個未
満の端数は切り捨てる。 (注５) 

② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間
内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 

③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結す
る新株予約権割当契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するも
のとする。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 
事項 

―

新株予約権の取得条項に関する事項 (注３) 
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 (注５)  平成24年２月10日開催の取締役会決議により、次のとおり行使の条件が変更されております。 
      当社の執行役員の在任期間が１年以上経過（死亡退任のときを除く。）し、その地位を喪失した日または 
      従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行 
      された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が１年未満または在任 
      期間が１年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任 
      した場合において、発行から１年経過していない新株予約権を在任期間（１ヵ月未満は１ヵ月とする。） 
      に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された１個 
      未満の端数は切り捨てる。  
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(チ) 当該制度は、会社法第236条第１項、第238条第１項、第２項及び第240条第１項の規定に基づく

株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成23年３月30日開催の取締役

会において決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 
(注１)  当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた
ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 
なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

(注２)  ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する 
 株式１株当りの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に 

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 
(注３)  1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、 

   未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。 
  ①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案 
  ②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案 
  ③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案 

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することも
しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
設ける定款の変更承認の議案 

2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由
が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。 

  

決議年月日 平成23年３月30日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役(社外取締役を除く) ８名  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数1,000株 

株式の数 97,575株 (注１)  

新株予約権の行使時の払込金額 １円 (注２) 

新株予約権の行使期間 平成23年４月18日から平成53年４月17日まで 

新株予約権の行使の条件 

① 当社の取締役（社外取締役を除く。）に就任後１年を経
過（死亡退任のときを除く。）し、かつ、その地位を喪
失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行
された新株予約権を一括して行使する。 

② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間
内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 

③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結す
る新株予約権割当契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するも
のとする。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 
事項 

―

新株予約権の取得条項に関する事項 (注３) 

― 55 ―



  
(リ) 当該制度は、会社法第236条第１項、第238条第１項、第２項及び第240条第１項の規定に基づく

株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成23年12月27日開催の取締役
会において決議されたものであります。 
当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 
(注１)  当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた
ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 
なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

(注２)  ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する 
 株式１株当りの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に 

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 
(注３)  1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、 

   未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。 
  ①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案 
  ②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案 
  ③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案 

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することも
しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
設ける定款の変更承認の議案 

2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由
が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。 

(注４)  平成24年２月10日開催の取締役会における決議、平成24年３月29日開催の定時株主総会において、付与対象
者である執行役員のうち４名が取締役に選任されたことにより、新株予約権の目的となる株式の数71,392株
のうち20,917株は失効しております。 

決議年月日 平成23年12月27日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役 １名 執行役員 10名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数1,000株 

株式の数 71,392 株(注１)(注４) 

新株予約権の行使時の払込金額 １円 (注２) 

新株予約権の行使期間 平成24年１月12日から平成54年１月11日まで 

新株予約権の行使の条件 

① 取締役 
当社の取締役（社外取締役を除く。）に就任後１年を経
過（死亡退任のときを除く。）し、かつ、その地位を喪
失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行
された新株予約権を一括して行使する。 

② 執行役員 
当社の執行役員の在任期間が１年以上経過（死亡退任の
ときを除く。）し、その地位を喪失した日または従業員
退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使
に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。
ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が１年未満ま
たは在任期間が１年以上で任期途中での退任によりその
地位を喪失した場合において、発行から１年経過してい
ない新株予約権を在任期間（１ヵ月未満は１ヵ月とす
る。）に応じて按分して行使することができる旨決議す
ることができる。この場合按分により算出された１個未
満の端数は切り捨てる。(注５) 

③ 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間
内及び①②の期間内で当社取締役会において決定する。 

④ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結す
る新株予約権割当契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するも
のとする。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 
事項 

―

新株予約権の取得条項に関する事項 (注３) 
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(注５)  平成24年２月10日開催の取締役会決議により、次のとおり行使の条件が変更されております。 
      当社の執行役員の在任期間が１年以上経過（死亡退任のときを除く。）し、その地位を喪失した日または 
      従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行 
      された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が１年未満または在任 
      期間が１年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任 
      した場合において、発行から１年経過していない新株予約権を在任期間（１ヵ月未満は１ヵ月とする。） 
      に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された１個 
      未満の端数は切り捨てる。  
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(ヌ) 当該制度は、会社法第236条第１項、第238条第１項、第２項及び第240条第１項の規定に基づく

株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成24年３月29日開催の取締役

会において決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 
(注１)  当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた
ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 
なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

(注２)  ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する 
 株式１株当りの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に 

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 
(注３)  1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、 

   未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。 
  ①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案 
  ②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案 
  ③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案 

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することも
しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
設ける定款の変更承認の議案 

2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由
が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。 

決議年月日 平成24年３月29日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役(社外取締役を除く) ８名  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数1,000株 

株式の数 96,418株 (注１)  

新株予約権の行使時の払込金額 １円 (注２) 

新株予約権の行使期間 平成24年４月17日から平成54年４月16日まで 

新株予約権の行使の条件 

① 当社の取締役（社外取締役を除く。）に就任後１年を経
過（死亡退任のときを除く。）し、かつ、その地位を喪
失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行
された新株予約権を一括して行使する。 

② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間
内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 

③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結す
る新株予約権割当契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するも
のとする。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 
事項 

―

新株予約権の取得条項に関する事項 (注３) 
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(ル) 当該制度は、会社法第236条第１項、第238条第１項、第２項及び第240条第１項の規定に基づく

株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成24年12月26日開催の取締役

会において決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 
(注１)  当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた
ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 
なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

(注２)  ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する 
 株式１株当りの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に 

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 
(注３)  1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、 

   未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。 
  ①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案 
  ②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案 
  ③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案 

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することも
しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
設ける定款の変更承認の議案 

2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由
が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。 

決議年月日 平成24年12月26日 

付与対象者の区分及び人数 当社の執行役員 ７名  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数1,000株 

株式の数 47,257株 (注１)  

新株予約権の行使時の払込金額 １円 (注２) 

新株予約権の行使期間 平成25年１月15日から平成55年１月14日まで 

新株予約権の行使の条件 

① 当社の執行役員の在任期間が１年以上経過（死亡退任の
ときを除く。）し、その地位を喪失した日または従業員
退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌
日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予
約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役
員の在任期間が１年未満または在任期間が１年以上で任
期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職し
た場合または取締役に就任した場合において、発行から
１年経過していない新株予約権を在任期間（１ヵ月未満
は１ヵ月とする。）に応じて按分して行使することがで
きる旨決議することができる。この場合按分により算出
された１個未満の端数は切り捨てる。 

② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間
内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 

③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結す
る新株予約権割当契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するも
のとする。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 
事項 

―

新株予約権の取得条項に関する事項 (注３) 
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(ヲ) 当該制度は、会社法第236条第１項、第238条第１項、第２項及び第240条第１項の規定に基づく

株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成25年３月28日開催の取締役

会において決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 
(注１)  当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた
ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 
なお、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

(注２)  ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する 
 株式１株当りの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に 

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 
(注３)  1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、 

   未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。 
  ①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案 
  ②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案 
  ③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案 

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することも
しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
設ける定款の変更承認の議案 

2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由
が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。 

決議年月日 平成25年３月28日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役(社外取締役を除く) ８名  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数1,000株 

株式の数 99,716株 (注１)  

新株予約権の行使時の払込金額 １円 (注２) 

新株予約権の行使期間 平成25年４月15日から平成55年４月14日まで 

新株予約権の行使の条件 

① 当社の取締役（社外取締役を除く。）に就任後１年を経
過（死亡退任のときを除く。）し、かつ、その地位を喪
失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行
された新株予約権を一括して行使する。 

② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間
内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 

③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結す
る新株予約権割当契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するも
のとする。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 
事項 

―

新株予約権の取得条項に関する事項 (注３) 
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(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

  該当事項はありません。 

  
(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

  会社法第155条第８号による取得（所在不明株主の株式買取） 

 
(注) 買取単価とは、買取日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値であります。   

  
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

  会社法第155条第７号による取得（単元未満株式の買取請求） 

 
（注）当期間における取得自己株式には、平成25年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。 

  
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 
（注）ストックオプションの行使、単元未満株の買増請求及び保有自己株式数の当期間には、平成25年３月１日から 

有価証券報告書提出日までの取引は含めておりません。 

  

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得 

 会社法第155条第８号による普通株式の取得 

   

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

取締役会（平成24年11月６日）での決議状況 
（取得期間 平成24年11月６日） 

303,374 
買取単価に買取対象株式数を
乗じた金額（注） 

当事業年度前における取得自己株式 ― ― 

当事業年度における取得自己株式 303,374 135,001 

残存決議株式の総数及び価格の総額 ― ― 

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） ― ― 
 

当期間における取得自己株式 ― ― 

提出日現在の未行使割合（％） ― ― 

   

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

当事業年度における取得自己株式 44,533 20,201 
 

当期間における取得自己株式 5,709 2,510 

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額 

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額 
(千円)

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式 

― ― ― ― 

消却の処分を行った取得自己株式 ―  ― ― ― 

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式 

― ― ― ― 

その他     

(ストックオプションの行使)   （注） 273,344 148,527 ― ― 

(単元未満株の買増請求)     （注） 6,882 3,739 643 348 
   

保有自己株式数         （注） 30,713,613           ― 30,718,679 ─ 
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当社は、連結収益力の向上により、株主の皆さまへの永続的かつ安定的な利益還元を行うことを経営

の 重要課題と考え、配当は安定して継続し、自己株式の取得は中長期的な成長のための内部留保を総

合的に判断して実施を検討してまいります。内部留保は、企業成長力の強化、永続的な事業基盤の整備

を行うことを目的として、研究開発・生産設備等への投資や外部資源獲得に充当してまいります。 

 当社は、毎事業年度における剰余金の配当につきましては、中間配当、期末配当の年２回行うことを

基本としております。 

 当社は会社法第459条に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款

で定めております。 

 当期の剰余金の配当につきましては、過去の支払実績及び配当性向を勘案して、取締役会決議によ

り、１株につき、中間５円（支払開始日：平成24年９月５日)、期末５円（支払開始日：平成25年３月

５日）といたしました。 

（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

 
  

(1) 【 近５年間の事業年度別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

(2) 【 近６月間の月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【配当政策】

決議年月日
配当金の総額 
（百万円）

１株当たり配当額 
（円）

平成24年８月３日 
取締役会決議

1,343 5.00 

平成25年２月12日 
取締役会決議

1,342 5.00 

４ 【株価の推移】

回次 第148期 第149期 第150期 第151期 第152期

決算年月 平成20年12月 平成21年12月 平成22年12月 平成23年12月 平成24年12月

高(円) 648 556 488 475 483 

低(円) 438 423 420 350 405 

月別 平成24年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

高(円) 444 467 466 464 466 450 

低(円) 427 430 440 443 405 421 
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５ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役会長

取締役会議
長、最高経
営責任者 

藤 重 貞 慶 昭和22年１月１日生

昭和44年３月 ライオン油脂株式会社入社 

(注)３ 73

平成２年３月 当社イノベーションルーム室長 

 〃 ４年３月 当社LOCOS推進部長 

 〃 ８年３月 当社取締役、国際事業本部長 

 〃 12年３月 当社常務取締役、家庭品営業本部長 

 〃 14年３月 当社代表取締役、専務取締役、家庭品事業部
門・家庭品営業本部分担、家庭品営業本部長 

 〃 16年３月 当社代表取締役、取締役社長、最高経営執行
責任者 

 〃 16年４月 泰国獅王企業有限公司代表者兼務 

 〃 18年３月 当社代表取締役、取締役社長、取締役会議
長、最高経営責任者、家庭品事業部門分担 

 〃 19年３月 当社代表取締役、取締役社長、取締役会議
長、最高経営責任者 

 〃 24年１月 当社代表取締役、取締役会長、取締役会議
長、最高経営責任者 

代表取締役
取締役社長
執行役員

最高執行責
任者、リス
ク統括管理
担当 

濱  逸 夫 昭和29年３月14日生

昭和52年４月 ライオン油脂株式会社入社 

(注)３ 21

平成14年３月 当社研究技術本部プロセス開発センター所
長 

 〃 16年３月 当社ハウスホールド事業本部ハウスホール
ド第１研究所長 

 〃 18年３月 当社家庭品事業部門ハウスホールド事業本
部ファブリックケア事業部長 

 〃 19年３月 当社ハウスホールド事業本部ファブリック
ケア事業部長 

 〃 20年１月 当社執行役員、ハウスホールド事業本部長 

 〃 20年３月 当社取締役、ハウスホールド事業本部長 

 〃 21年１月 当社取締役、ハウスホールド事業本部長、
宣伝部・生活者行動研究所・流通政策部・
営業開発部担当 

 〃 22年１月 当社取締役、ヘルスケア事業本部・ハウス
ホールド事業本部・特販事業本部分担、宣
伝部・生活者行動研究所・流通政策部・営
業開発部担当 

 〃 22年３月 当社常務取締役、ヘルスケア事業本部・ハ
ウスホールド事業本部・特販事業本部分
担、宣伝部・生活者行動研究所・流通政策
部・営業開発部担当 

 〃 24年１月 当社代表取締役、取締役社長、執行役員、
最高執行責任者、リスク統括管理担当 

 泰国獅王企業有限公司代表者兼務(現任) 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役
執行役員

企業倫理担
当、秘 書
部・経 理
部・人 事
部・総 務
部・コーポ
レートコミ
ュニケーシ
ョンセンタ
ー・お客様
センター・
法務部・薬
事部担当 

笠 松 孝 安 昭和26年３月14日生

昭和49年４月 ライオン歯磨株式会社入社 

(注)３ 13

平成15年４月 当社経営企画部特命担当部長 

 〃 19年３月 当社監査役 

 〃 23年３月 当社取締役、企業倫理担当、経理部・秘書
部・法務部・薬事部担当 

 〃 24年１月 当社取締役、執行役員、企業倫理担当、秘
書部・経理部・人事部・総務部・法務部・
薬事部担当 

 〃 24年３月 当社取締役、執行役員、企業倫理担当、秘
書部・経理部・人事部・総務部・コーポレ
ートコミュニケーションセンター・お客様
センター・法務部・薬事部担当 

取締役
執行役員

購買本部・
生産本部分
担、LOCOS
推進部・統
合システム
部・品質保
証部・全国
業務センタ
ー・生産技
術研究セン
ター担当 

渡  祐 二 昭和26年８月15日生

昭和53年４月 ライオン油脂株式会社入社 

(注)３

65

平成14年３月 当社ハウスホールド事業本部ハウスホール
ド事業部長 

 〃 16年３月 当社執行役員、ビューティケア事業本部長 

 〃 18年３月 当社執行役員、家庭品事業部門ヘルスケア
事業本部ビューティケア事業部長 

 〃 19年３月 当社執行役員、ハウスホールド事業本部統
括部長 

 〃 20年３月 当社執行役員、購買本部長 

 〃 22年１月 当社上席執行役員、購買本部長 

 〃 23年１月 当社上席執行役員、購買本部・生産本部分
担、LOCOS推進部・全国業務センター担当 

 〃 23年３月 泰国獅王企業有限公司代表者兼務(現任) 

 当社取締役、購買本部・生産本部分担、
LOCOS推進部・全国業務センター担当 

 〃 24年１月 当社取締役、執行役員、購買本部・生産本
部分担、LOCOS推進部・統合システム部・
品質保証部・全国業務センター担当 

 

 〃 24年７月 当社取締役、執行役員、購買本部・生産本
部分担、LOCOS推進部・統合システム部・
品質保証部・全国業務センター・生産技術
研究センター担当 

 

取締役
執行役員

ヘルス＆ホ
ームケア事
業部門・特
販事業本部
分担、ヘル
ス＆ホーム
ケア事業本
部長、宣伝
部・流通政
策部・生活
者行動研究
所担当 

掬 川 正 純 昭和34年10月26日生

昭和59年４月 当社入社 

(注)３ 18

平成18年３月 当社研究開発本部ファブリックケア研究所
長兼ハウスホールド事業本部ファブリック
ケア事業部開発担当部長 

 〃 20年１月 当社ハウスホールド事業本部ファブリック
ケア事業部長 

 〃 22年１月 当社執行役員、ハウスホールド事業本部長 

 〃 24年１月 当社執行役員、ヘルス＆ホームケア事業本
部長 

 泰国獅王企業有限公司代表者兼務(現任) 

 〃 24年３月 当社取締役、執行役員、ヘルス＆ホームケ
ア事業部門・特販事業本部分担、ヘルス＆
ホームケア事業本部長、宣伝部・生活者行
動研究所・流通政策部担当 

取締役
執行役員

海外関係全
般担当、国
際事業本部
長 

小林健二郎 昭和37年12月18日生

昭和62年４月 当社入社 

(注)３ 498

平成13年１月 当社開発企画部長 

 〃 16年３月 当社執行役員、オーラルケア事業本部長 

 〃 18年３月 当社執行役員、ヘルスケア事業本部オーラ
ルケア事業部長 

 〃 21年１月 当社執行役員、ヘルスケア事業本部統括部
長 

 〃 22年１月 当社上席執行役員、国際事業本部長 

 泰国獅王企業有限公司代表者兼務(現任) 

 ＣＪライオン株式会社代表者兼務(現任) 

 獅王日用化工（青島）有限公司代表者兼務
(現任) 

 獅王（香港）有限公司代表者兼務(現任) 

 獅王企業（シンガポール）有限公司代表者
兼務(現任) 

 〃 22年２月 サザンライオン有限公司代表者兼務(現任) 

 〃 23年６月 獅王（中国）日用科技有限公司代表者兼務
(現任) 

 〃 24年１月 当社執行役員、国際事業本部長 

 〃 24年３月 当社取締役、執行役員、海外関係全般担
当、国際事業本部長 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役
執行役員

ヘルス＆ホ
ームケア営
業本部長 

清 水 康 男 昭和28年４月１日生

昭和50年４月 ライオン歯磨株式会社入社 

(注)３ 11

平成19年３月 当社ヘルスケア事業本部ビューティケア事
業部長 

 〃 22年１月 当社ハウスホールド事業本部営業担当本部
長 

 〃 23年１月 当社執行役員、ハウスホールド事業本部営
業担当本部長 

 〃 24年１月 当社執行役員、ヘルス＆ホームケア営業本
部長 

 〃 24年３月 当社取締役、執行役員、ヘルス＆ホームケ
ア営業本部長 

取締役
執行役員

化学品事業
本部分担、
研究開発本
部長、知的
財産部担当 

角 井 寿 雄 昭和30年４月１日生

昭和54年４月 ライオン油脂株式会社入社 

(注)３ 17

平成13年４月 当社研究開発本部化学品研究所長 

 〃 14年３月 当社化学品事業本部化学品研究所長 

 〃 18年３月 当社化学品事業本部統括部長 

 〃 20年１月 当社研究開発本部企画管理部長 

 〃 22年１月 当社研究開発本部副本部長 

 〃 23年１月 当社執行役員、研究開発本部長 

 〃 24年１月 泰国獅王企業有限公司代表者兼務(現任) 

 〃 24年３月 当社取締役、執行役員、化学品事業本部分
担、研究開発本部長、知的財産部担当 

取締役  嶋 口 充 輝 昭和17年３月31日生

昭和62年４月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 

(注)３ 30

平成10年６月 石井食品株式会社社外監査役 

 〃 13年４月 財団法人医療科学研究所(現 公益財団法
人医療科学研究所)理事(現任) 

 〃 14年６月 エーザイ株式会社社外取締役 

 〃 15年８月 当社経営評価委員会委員 

 〃 18年３月 当社社外取締役 

 〃 18年５月 株式会社ベルシステム24社外取締役 

 〃 19年４月 慶應義塾大学名誉教授(現任) 

 法政大学大学院イノベーション・マネジメ
ント研究科教授 

  早稲田大学大学院客員教授 

 〃 19年９月 社団法人日本マーケティング協会(現 公
益社団法人日本マーケティング協会)理事
長(現任) 

 〃 21年２月 サントリーホールディングス株式会社社外
監査役(現任) 

 〃 24年４月 嘉悦大学大学院教授(現任) 

取締役  山 田 秀 雄 昭和27年１月23日生

昭和59年４月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 

(注)３ 8

平成４年４月 山田秀雄法律事務所(現 山田・尾﨑法律
事務所)開設(現在に至る) 

 〃 10年５月 太洋化学工業株式会社社外監査役(現任) 

 〃 13年４月 第二東京弁護士会副会長 

 〃 14年５月 財団法人橘秋子記念財団(現 公益財団法
人橘秋子記念財団)理事(現任) 

 〃 16年６月 株式会社サトー(現 サトーホールディン
グス株式会社)社外取締役(現任) 

 〃 18年３月 当社社外取締役 

 〃 19年６月 株式会社ミクニ社外監査役(現任) 

 石井食品株式会社社外監査役(現任) 

 〃 21年３月 ヒューリック株式会社社外取締役(現任) 

 〃 22年４月 日本弁護士連合会常務理事 

 〃 23年３月 株式会社西武ライオンズ社外監査役(現任) 
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(注) １ 嶋口充輝氏及び山田秀雄氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２ 土井英雄氏及び野村純章氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 
３ 取締役の任期は、平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年12月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。 
４ 監査役の任期は、平成22年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年12月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。 
５ 当社では、取締役会が担っている「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行機能」を区分し、取締役会

は「意思決定・監督機能」を担い、各事業本部、その他重要業務に係る「業務執行機能」は執行役員が担う
こととする執行役員制度を平成16年３月に導入いたしました。 

  執行役員は14名で構成されており、内７名は取締役を兼務しております。 
６ 所有株式数は平成25年２月28日現在の株式数を記載しております。 
７ 当社は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、補欠の監査役を選任しております。補

欠の監査役の略歴は次のとおりであります。 

 
(注) 高橋文雄氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。 

  
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

監査役 常勤監査役 岩 堀 信二郎 昭和25年12月13日生

昭和48年４月 ライオン油脂株式会社入社 

(注)４ 41

平成17年２月 当社経理部長 

 〃 18年３月 当社執行役員、経理部長 

 〃 23年１月 当社社長付 

 〃 23年３月 当社監査役 

監査役 常勤監査役 花 田 昌 三 昭和26年９月26日生

昭和49年４月 ライオン油脂株式会社入社 

(注)４ 30

平成17年３月 当社家庭品営業本部営業統括部長 

 〃 18年３月 当社執行役員、家庭品事業部門家庭品家庭
品統括部長兼流通戦略担当部長 

 〃 19年３月 当社執行役員、ヘルスケア事業本部統括部
長 

 〃 21年１月 ライオン・フィールド・マーケティング株
式会社代表取締役、社長 

 〃 22年１月 当社執行役員、特販事業本部長 

 〃 23年１月 当社社長付 

 〃 23年３月 当社監査役 

監査役  土 井 英 雄 昭和24年12月５日生

昭和48年４月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士
事務所入所 

(注)４ 5

 〃 54年３月 公認会計士登録 

 〃 63年１月 センチュリー監査法人(現 新日本有限責
任監査法人)入所 

平成３年８月 同法人代表社員 

 〃 20年７月 新日本有限責任監査法人シニアパートナー 

 〃 22年６月 同法人シニアパートナー退任 

 〃 22年７月 公認会計士土井英雄事務所開設(現在に至
る) 

 〃 23年３月 当社社外監査役 

監査役  野 村 純 章 昭和21年12月21日生

昭和40年４月 大蔵省(現 財務省)国税庁入庁 

(注)４ 6

 〃 61年３月 税理士資格取得 

平成17年７月 芝税務署長 

 〃 18年７月 財務省国税庁退官 

 〃 18年８月 税理士登録 

 〃 18年９月 野村純章税理士事務所開設(現在に至る) 

 〃 20年８月 日本ハーデス株式会社社外取締役(現任) 

 〃 23年３月 当社社外監査役 

計 839

氏名 生年月日 略歴 所有株式数

高 橋 文 雄 昭和24年６月27日生

昭和48年４月 昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 

―

 〃 51年３月 公認会計士登録 

平成６年５月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)
代表社員 

 〃 16年５月 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)理
事 

 〃 18年５月 同法人常任理事 

 〃 20年７月 新日本有限責任監査法人経営専務理事 

 〃 22年８月 同法人経営専務理事退任 

 〃 22年９月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和社外監査役(現
任) 

 〃 22年９月 コムソフト株式会社社外監査役(現任) 

 〃 23年３月 当社監査役(補欠) 

 〃 23年６月 株式会社荏原製作所社外監査役(現任) 
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

① 企業統治体制の概要 

当社は、監査役制度のもとで取締役会が経営の監督を行っており、経営の監督と業務の執行の分離を進

めるため、執行役員制を採用しております。本報告書提出日現在の経営体制は、社外取締役２名を含む取

締役10名、社外監査役２名を含む監査役４名、執行役員14名であります。社外役員４名全員は、一般株主

と利益相反の生じるおそれのない独立役員であります。また、株主各位の取締役の信を問う機会を増やす

ため取締役の任期は１年としています。 

取締役会は、月に１回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関

する重要事項について意思決定するとともに、各取締役及び各執行役員の業務執行を監督しております。

社外取締役に対しては、取締役会事務局より各議案の内容を事前に説明しております。社外監査役に対し

ては、取締役会事務局より議案内容を聴取した常勤監査役からその内容を事前に説明するとともに、事前

説明時での社外取締役からの質問、意見等の報告も行い、監査役の意見形成に活用しております。加え

て、代表取締役と社外役員全員との定期的（原則として月１回）な情報交換も実施し経営の監督・監視機

能の充実に努めております。 

中長期経営計画の基本方針など重要な企業戦略については、業務執行取締役を主たるメンバーとする経

営会議での審議を経て、取締役会の適正な意思決定が可能な体制を構築しております。 

 事業に直結する業務執行に関する施策については、最高経営執行責任者である代表取締役社長、専務以

下の取締役（社外取締役を除く。）、事業本部長等の執行役員及び常勤監査役をメンバーとする執行役員

会で、さまざまな角度から課題に対する議論と検討を加える体制としております。 

 役員報酬等の客観性及び透明性を高めるために「報酬諮問委員会」を設置しており、取締役、監査役、

執行役員の報酬等に関する方針については、同委員会の「取締役及び執行役員の報酬体系、水準、賞与に

係る業績指標と算定方法等の基本的考え方」及び「監査役の報酬体系、水準の基本的考え方」に関する答

申を最大限に尊重して、取締役及び執行役員については取締役会で、監査役については監査役会で、それ

ぞれ決定しております。同委員会の委員は、社外取締役２名、社外監査役２名の計４名であります。 

また、社外有識者７名からなる経営評価委員会を原則として年２回開催し、コーポレート・ガバナンス

体制のあり方、事業開発・製品開発の方向性、CSR（企業の社会的責任）の考え方等、全般経営課題に関

する委員の意見を経営に反映させております。 

  

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
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コーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりです。 

 

  

② 現状の企業統治の体制を採用する理由 

現状の体制においては、以下の諸施策が講じられております。 

(1) ２名の社外取締役（一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員）から意見等を受けるこ

とにより経営者の説明責任が果たされ、社外の視点を取り入れた業務執行や判断が担保されると

ともに、各氏の専門分野での豊富な経験・知識を当社の経営に活かされる。 

(2) ２名の社外監査役（一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員）及び常勤監査役2名の

設置による監視機能の充実。 

(3) 独立役員と代表取締役社長との定期的情報交換による経営姿勢理解及び監督・監視機能の実効性

向上。 

(4) 監査役会と代表取締役の定例意見交換（２回／年）、監査役会と内部監査及び会計監査人との連

携（後述の「⑤内部監査及び監査役監査 2）内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並び

にこれらの監査と内部統制部門との関係」ご参照）により、適法性及び妥当性の両面からの監査

が担保される。 

(5) 執行役員制による監督と執行の分離。 

(6) 取締役会各議案に係る監査役意見形成への社外取締役意見の活用。 

(7) 社外有識者により構成する経営評価委員会による社会通念上の視点から経営の監督。 

以上から、取締役及び監査役による監督・監査機能の充実が図られていると判断し、現状の企業統治の

体制を採用しております。 
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③ 内部統制システム、リスク管理体制の整備の状況 

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の体制を整備しております。 なお、金融商品取引

法における内部統制報告制度への対応につきましては、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を取締役

会にて定め、運用体制を構築しております。 

  

＜取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制＞ 

1) 基本的考え方 

ⅰ. 当社グループの「ライオン企業行動憲章」、「行動指針」 をコンプライアンス体制の基盤

とする。 

ⅱ. ライオン企業行動憲章の精神を代表取締役社長が繰り返し役員・従業員に伝えることによ

り、企業倫理意識の浸透に努めるとともに、コンプライアンスがあらゆる企業活動の前提

であることを徹底する。 

2) コンプライアンス体制 

ⅰ. 取締役会で選定した企業倫理担当役員を委員長とする当社グループ全体に係る企業倫理委

員会を設置し、企業倫理意識の浸透・定着のための具体的施策を推進する。ライオン企業

行動憲章・行動指針に反する事態が生じ、企業倫理委員会が必要と認めたときは、外部専

門家（弁護士、公認会計士等）を委員とする倫理調査委員会を設け事態の解決・収拾を図

る仕組みを採用する。 

ⅱ. 企業倫理担当役員の下に企業倫理専任部長を置き、コンプライアンス体制の整備・維持を

図るとともに、当社グループの各部所における必要な研修を行う。あわせて人事部は階層

別教育において必要な研修を行う。また、各部所は関連法規に従った規程・マニュアルを

策定し、これに従い業務を実行する。 

ⅲ. 取締役会の監督機能を強化するため、業務を執行しない社外取締役を置く。 

ⅳ. 法令遵守及び経営政策に関する第三者の意見・助言を経営に反映させるため、社外有識者

により構成する経営評価委員会を設置する。 

ⅴ. 内部監査部門として監査室を置く。 

ⅵ. 監査室員、企業倫理専任部長、経営企画部員、法務部員及び監査役は、日ごろから連携し

当社グループのコンプライアンス体制及びコンプライアンスに関する課題・問題の有無の

把握に努める。 

ⅶ. 監査役は当社グループのコンプライアンス体制及び下記3）ⅲに定める社内通報システムの

運用に問題があると認めるときは、企業倫理担当役員に意見を述べるとともに、改善策の

策定を求める。 

ⅷ. 従業員の法令・定款違反行為については就業規則に従い処分を決定する。取締役の法令・

定款違反行為については企業倫理委員会が取締役会に具体的な処分を答申する。 

3) 有事の対応 

ⅰ. 法規・社会的責任に関わる緊急事態が発生した場合は、緊急事態処理システムに従い、当

該発生事実を総務部長が社長、企業倫理担当役員及び監査役へ報告するとともに、社長を

議長とする緊急対策協議会もしくは担当部所長は事態の適正な収拾、再発防止策の立案、

執行役員会・取締役会への報告を行う。 

ⅱ. グループ各社の担当役員及び従業員が当社グループにおける重大な法令違反その他のコン

プライアンスに関する重要な事実を発見した場合も、上記ⅰと同様に対処する。 

ⅲ. 上記ⅰ・ⅱの他、当社グループにおける法令違反その他のコンプライアンスに関する事実

についての社内通報システムとして、企業倫理専任部長及び社外弁護士を直接の情報受領

者とする「心のホットライン」を整備するとともに、製品開発担当者等が製品の品質に疑

念を生じた場合の社内通報システムとして、CSR推進部長を直接の情報受領者とする「品質

情報ホットライン」を整備し、別に定める要領にもとづきその運用を行う。 
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＜取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制＞ 

ⅰ. 代表取締役及び業務執行取締役は、法令に従い自己の職務の執行状況を取締役会に報

告する。 

ⅱ. 社長は、情報管理規程に取締役の職務の執行に係る情報の作成、保存及び管理に関す

る事項を定める。 

ⅲ. 取締役は、情報管理規程に従い、職務の執行に係る情報を保存する。 

ⅳ. 取締役及び監査役は、いつでもこれらの情報を閲覧または謄写できる。 

  

＜損失の危険の管理に関する規程その他の体制＞ 

1) 平時の対応 

ⅰ. 経営企画部担当取締役を当社グループのリスクに関する統括責任者として任命し、経営企

画部において当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。 

ⅱ. 監査室は当社グループ各部所毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を執行役員会、取

締役会に報告する。 

ⅲ. 平時において、各部所はその有するリスクの洗い出しを行い、そのリスクの低減等に取り

組むとともに、事業活動に重大な影響を及ぼすおそれのある経営リスクについては、それ

ぞれ担当取締役が対応策を検討し、経営会議、執行役員会で審議しリスク管理を行う。 

ⅳ. 環境、品質責任、事故・災害に関するリスクについては、それぞれ環境保全推進委員会、

CS/PL委員会、安全防災会議において事前に対応策を検討、必要に応じて執行役員会で審議

し、リスク管理を行う。 

ⅴ. 各工場においては、ISO14001の認証を受け、品質管理及び環境保全に積極的に取り組

む。 

2) 有事の対応 

天災・事故発生等による物理的緊急事態が発生した場合は、緊急事態処理システム（地震につ

いては地震災害対策マニュアル）に従い、当該発生事実を社長・監査役等へ報告するとともに、

関連部所長は情報収集、対応方針の決定、原因究明、対応策の決定、執行役員会・取締役会への

報告を行う。 

  

＜取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制＞ 

以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。 

1) 意思決定ルール 

ⅰ. 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎と

して、定例の取締役会を月１回開催するほか、必要に応じて適時臨時に開催する。な

お、定例の取締役会を除いて、法令に従い書面等にて取締役会決議を行うことができ

るものとする。 

ⅱ. また迅速な業務執行と取締役会の機能をより強化するために、全執行役員が出席する

執行役員会を毎月１回開催し、業務執行に関する基本的な事項及び重要事項に係る意

思決定を機動的に行う。 

ⅲ. 当社グループ全体の経営方針及び経営戦略等に係る重要事項については、事前に専務取締

役以上の役員によって構成される経営会議において議論を行い、その審議を経て取締役会

にて意思決定を行うものとする。 

2) 取締役会の基本的位置付け 

ⅰ. 取締役会は、取締役、従業員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、

この目標にもとづく経営計画を策定する。 
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ⅱ. 取締役会は、経営計画を具体化するため、経営計画にもとづき、事業計画、経営予算を設

定する。マーケティング投資、研究開発投資、設備投資、新規事業投資についても経営計

画を基準に配分する。 

ⅲ. 取締役会は、重要事項に係る各機関、本部長、部所長の決裁権限基準を定める。 

ⅳ. 取締役会は、毎月、月度業績をレビューし、各担当取締役に目標と実績の差異要因の分

析、その要因を排除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正する。 

3）業務推進体制 

ⅰ. 各部門、部所を担当する取締役は、当該部門等が実施すべき具体的な施策を含めた効率的

な業務推進体制を決定する。 

ⅱ. 月度業績はITを活用したシステムにより迅速に管理会計としてデータ化し、各担当取締役

及び取締役会に報告する。 

ⅲ. 上記2）ⅳの決定を受け、各担当取締役は業務遂行体制をより効率的なものとするため、必

要に応じ改善する。 

  

＜当社グループにおける業務の適正を確保するための体制＞ 

1) 当社グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案

件についての事前協議を行うとともに、各社の財産並びに損益に多大な影響を及ぼすと判断する重

要案件については、当社取締役会または執行役員会の承認を受けるものとする。 

2）当社監査室が当社グループ各社に対する内部監査を実施する。 

3）監査室員、企業倫理専任部長、経営企画部員、法務部員及び監査役は、日ごろから連携し当社

グループ各社のコンプライアンス体制及びコンプライアンスに関する課題・問題の有無の把握

に努める。 

4）当社グループ各社に当社から監査役を派遣し、当該監査役は法令に従い監査を行う。 

5）グループ各社の担当役員及び従業員が当社グループにおける重大な法令違反その他のコンプライア

ンスに関する重要な事実を発見した場合は、緊急事態処理システムに従い、総務部長を経由して当

該発生事実を当社社長、企業倫理担当役員及び監査役へ報告するとともに、当社社長を議長とする

緊急対策協議会もしくは担当部所長は事態の適正な収拾、再発防止策の立案、執行役員会・取締役

会への報告を行う。 

6）当社グループ各社が当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアンス

上問題があると認めた場合は、直ちに当社社長、企業倫理担当役員及び監査役に報告するものとす

る。企業倫理担当役員は監査役と協議し事態の適正な収拾と再発防止策の立案を行う。 

7）上記5）・6）のほか、当社グループにおける法令違反その他のコンプライアンスに関する事実につ

いての通報システムとして、企業倫理専任部長及び社外弁護士を直接の情報受領者とする「心のホ

ットライン」を整備するとともに、製品開発担当者等が製品の品質に疑念を生じた場合の社内通報

システムとして、CSR推進部長を直接の情報受領者とする「品質情報ホットライン」を整備し、別に

定める要領にもとづきその運用を行う。 

  

＜監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項  

  及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項＞ 

1）監査役会の職務補助に専任する使用人を１名以上監査室に置く。 

2）当該使用人は、職務執行に当たっては監査役会の指揮命令を受け、取締役及び監査室長の指揮命令

を受けない。 

3）当該使用人の人事評価・異動・懲戒については監査役会の事前同意を得た上で、機関決定すること

とし、取締役からの独立性を確保する。 
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＜取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する事項＞ 

1）取締役は、監査役会に対して、法令に従い会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を報告する

ことに加え、次の事項を監査役会に報告することとする。 

ⅰ. 当社グループにおける重大な法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実 

ⅱ. 当社グループにおける天災・事故発生等による物理的緊急事態及び法規・社会的責任に関

わる緊急事態 

ⅲ. 当社グループにおける内部監査の実施状況 

ⅳ. 当社グループにおける通報システムによるホットラインの通報状況及びその内容 

ⅴ. 執行役員会、製品企画執行役員会の決定事項 

ⅵ. 決裁権限基準にもとづく取締役及び執行役員の決裁事項 

ⅶ. 当社グループ各社の事業概況、当該各社監査役の活動状況 

ⅷ. 当社及び当社グループ各社の重要な会計方針・会計基準の変更並びにその影響 

2）報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査役会の協議により決

定する。 

3）上記1）にかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求め

ることができる。 

  

＜監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制＞ 

1）監査役会の要請がある場合において取締役会は、監査役会が法律・会計・税務等の専門家を選任

し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。 

2）監査役は、必要に応じて、当社及び当社グループ各社の各種会議、打合せ等へ陪席することが

できる。 

3）監査役は、必要に応じて、当社グループ各社の重要情報を閲覧または謄写できる。 

4）監査役は、監査役会が策定する監査計画にもとづき、業務執行担当取締役及び重要な使用人から個

別に職務執行状況を聴取することができる。 

5）監査役会は、代表取締役、会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。 

  

＜財務報告の信頼性を確保するための体制＞ 

1）代表取締役社長は、連結財務諸表を構成する当社、当社の子会社及び関連会社の財務報告の信

頼性を確保するために、取締役会が定める「財務報告に係る内部統制の基本方針」にもとづき

財務報告に係る内部統制を整備・運用・評価し、その状況及び内部統制報告書を定期的に取締

役会に報告する。 

2）監査室は、内部監査活動を通じ、財務報告に係る内部統制の整備と運用状況（不備及び不備の改善

状況を含む。）を把握、評価し、それを代表取締役社長及び監査役に報告する。 

3）監査役は、業務監査の一環として財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役の職務執行状

況を監査する。また、会計監査人の行う監査の方法と結果の相当性の監査を通じて、財務報告に係

る内部統制の整備・運用状況を監査する。 

  

＜反社会的勢力を排除するための体制＞ 

1）「ライオン企業行動憲章」にもとづき市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との対決

姿勢を貫く。加えて総務部を対応統括部所とし不当要求防止責任者を配置するとともに、当社グル

ープ各事業所及び外部機関との連携を図る。 

2）不当要求防止責任者は当社グループ各事業所において必要な研修を行う。不当要求防止責任者及び

各事業所担当者は反社会的勢力への対応の手順を定めた特殊暴力防止マニュアルに従い業務を実行

する。 
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④ 責任限定契約の内容の概要 

(イ) 当社は社外取締役、社外監査役との間で、会社法第427条第１項及び定款の規定にもとづき、会社

法第423条第１項の責任を、1,000万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として負担

するものとする契約を締結しております。 

(ロ) 当社は会計監査人との間で、会社法第427条第１項及び定款の規定にもとづき、会社法第423条第

１項の責任を、3,200万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として負担するものと

する契約を締結しております。 

  

⑤ 内部監査及び監査役監査 

1）内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続 

内部監査は、社長直轄の監査室（本報告書提出日現在10名体制）を設置し、年間内部監査計画に

もとづき、各部所及び関係会社の業務執行状況について、「適法性、妥当性、効率性等」内部統制

に関わる監査、コンプライアンス推進状況を監査しております。内部監査の結果は、代表取締役社

長、各担当役員及び執行役員会に報告しております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係

る内部統制の整備と運用状況を把握、評価し、代表取締役社長に報告しております。 

監査役は本報告書提出日現在４名で、社外監査役（独立役員）２名、社内出身の常勤監査役

２名で構成しております。監査役会は２ヵ月に１回の定例監査役会を開催するほか、必要に応

じて臨時監査役会を開催しております。また、監査役及び監査役会に専任のスタッフ１名を配

置しております。 

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準及び内部統制システムに係る監査実施基準並び

に監査方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要な会議への出席、取締役の職務執行状況聴取

（財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役の職務執行状況を含む。）、本社及び主要な

事業所の往査、子会社の調査を実施しております。 

なお、常勤監査役 岩堀信二郎氏は当社経理部長を務めるなど、経理業務の経験も長く、社外監査

役 土井英雄氏は公認会計士資格を有しており、同 野村純章氏は税理士の資格を有しており、それ

ぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 

2）内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係 

監査役は、新日本有限責任監査法人から次の事項について都度報告を受けるとともに、リスク・

アプローチ視点での質疑応答、意見交換を行い、連携を図っております。 

(イ) 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制の整備状況、会社法及び金

融商品取引法に基づく監査計画、監査体制 

(ロ) 監査報酬 

(ハ) 四半期レビュー結果 

(ニ) 会計監査結果（会計監査プロセスの一環として実施する内部統制を含む） 

(ホ) 有価証券報告書及び財務報告内部統制報告書監査結果 
  

監査役は内部監査部門である監査室と次の事項について都度、リスク・アプローチ視点での情報

交換を行い、連携を図っております。 

(イ) 監査役と監査室のそれぞれの監査計画 

(ロ) 監査室が実施した各部所及び関係会社の業務執行状況についての「適法性、妥当性、効率性等」

内部統制に関する監査結果、コンプライアンス推進状況に関する監査結果 

(ハ) 監査室が実施した金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備・運用状況及び評価結

果 

(ニ) 監査役の業務監査の一環として行う財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役の職務執

行状況の監査結果 
  

さらに、代表取締役との定例意見交換会を年２回実施し、監視機能の実効性向上に努めておりま

す。 
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⑥ 社外取締役及び社外監査役 

1）社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関

係または取引関係その他の利害関係 

本報告書提出日現在、社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。 

各社外取締役に対して、平成18年３月30日開催の第145期定時株主総会の決議に基づき、従来の退職

慰労金制度にかえ、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権1,302個(1,302株)を無償で発

行しております。同新株予約権は１株当たり行使価格を１円、行使可能期間は平成18年４月１日か

ら平成48年３月31日までの期間内で、当社取締役会において決定するものであります。 

2）社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割 

取締役会において社外取締役から意見等を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ経営

の透明性確保が実現できるとともに、各氏の専門分野での豊富な経験・知識を当社の経営に活かさ

れるものと考えております。 

社外監査役には、中立的・客観的な立場からの監査とともに、公認会計士、税理士としての豊富

な経験・知識に基づく監査機能充実が図られるものと考えております。 

 報酬諮問委員会を社外取締役２名及び社外監査役２名で構成することにより、役員報酬等の客観

性及び透明性が高まるものと考えております。 

3）社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容 

     当社は、経営の監視・監督機能および透明性をより一層高め、コーポレート・ガバナンス体制の

強化・充実に資するため、当社が定める以下の基準に照らして、当社および当社の関係会社（以

下、「当社グループ」という。）と特別な利害関係がなく独立性を確保できる人材を社外取締役お

よび社外監査役（以下、「社外役員」という。）に招聘しており、社外役員４名全員を、一般株主

と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。 

  
「社外役員の独立性に係る基準」 

  
 １．現在および過去において、当社グループの業務執行者（注1）でないこと 

加えて、社外監査役は、当社グループの業務執行を行わない取締役および会計参与（会計参与が法

人の場合はその職務を行うべき社員）であったことが一度もないこと。 

  

 ２．現事業年度を含む過去10年間において、就任前に以下のいずれにも該当していないこと。 

 （1）当社グループを主要な取引先（注2）とする者もしくはその業務執行者または当社グループの主要

な取引先もしくはその業務執行者 

  （2）当社の総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主またはその業務執

行者 

  （3）当社グループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者の業務執行者 

  （4）当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注3）を得ているコンサルタント、公

認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体

である場合には、当該団体に所属する者をいう。） 

  （5）当社グループの業務執行者のうちの重要な者（注4）の配偶者、二親等内の親族、同居の親族また

は生計を共にする者 

  （6）当社グループとの間で、社外役員の相互就任（注5）の関係にある上場会社の出身者 

  （7）当社グループから多額の金銭その他の財産（注3）の寄付を受けている者またはその業務執行者 
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 ３．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していな 

       いこと。 

以 上

注1：「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、持分会社の業務を執行す

る社員(当該社員が法人である場合は、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに相

当する者)、会社以外の法人・団体の業務を執行する者および会社を含む法人・団体の使用人

（従業員等）をいう。 

2：「主要な取引先」とは、当社グループとの取引額が、１事業年度につき連結売上高の２％を超え

ることをいう。 

3：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は１事業年度につき1,000万

円以上、団体の場合は連結売上高の２％を超えることをいう。 

4：「業務執行者のうちの重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員および

部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。 

5：「社外役員の相互就任」とは、当社グループの出身者が現任の社外役員をつとめている上場会社

から、当社に社外役員を迎え入れることをいう。 

  

4）社外取締役及び社外監査役の選任状況 

社外取締役 

 
  

社外監査役 

 
  

氏名 主な職業 選任の理由 

嶋口 充輝 慶應義塾大学名誉教授 マーケティングの分野でご活躍され、また他社での

社外取締役及び社外監査役の経験をお持ちの同氏を

社外取締役として招聘することにより、同氏のマー

ケティング分野における豊富な知識・経験を当社の

経営に活かすとともに、取締役会の監督機能の充実

を図るものです。 

山田 秀雄 弁護士 弁護士として豊富な経験・知識をお持ちであるとと

もに、他社での社外取締役及び社外監査役の経験を

お持ちの同氏を社外取締役として招聘することによ

り、経営の透明性・客観性を高め、取締役会の監督

機能の充実を図るものです。 

氏名 主な職業 選任の理由 

土井 英雄 公認会計士 公認会計士としての専門知識、経験をお持ちの同氏

を社外監査役として招聘することにより、経営の監

視機能の充実を図るものです。 

野村 純章 税理士 税理士としての専門知識、経験をお持ちであるとと

もに、他社での社外取締役としての経験をお持ちの

同氏を社外監査役として招聘することにより、経営

の監視機能の充実を図るものです。 
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5）社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連

携並びに内部統制部門との関係 

社外取締役及び社外監査役全員は、代表取締役社長との定期的（原則として月１回）な情報交換

を実施し、経営姿勢理解及び経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。 

社外監査役は監査役会構成員として内部監査及び会計監査人と連携いたしております（前述の

「⑤内部監査及び監査役監査 2）内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監

査と内部統制部門との関係」ご参照）。また、代表取締役と監査役会の定例意見交換(２回／年)に

より、代表取締役の経営姿勢の確認とともに、当社グループが対処すべき課題やリスク、監査上の

重要課題等について意見交換し、監査の実効性向上を図っております。 

  

⑦ 役員の報酬等 

＜取締役及び監査役の報酬等に係る方針の決定及びその方針の内容＞ 

(1) 方針決定の方法 

当社は、取締役及び監査役（以下、「役員」といいます。）の報酬等に関する方針について、

役員報酬等の客観性及び透明性を高めるため報酬諮問委員会の答申を最大限に尊重して、取締役

については取締役会で、監査役については監査役会で、それぞれ決定することとしております。

報酬諮問委員会の委員は、社外取締役２名、社外監査役２名の計４名であります。 

(2) 方針の内容 

1) 業務執行役員（社外取締役及び監査役を除く役員） 

(イ) 月次固定報酬及び業績や株価に連動する業績連動報酬で構成する。 

(ロ) 月次固定報酬は定額制とする。月次固定報酬の水準は、他社水準を考慮して設定する。 

また、年１回、業務執行機能、経営監督機能の発揮度に応じ査定し加減算する。 

(ハ) 業績連動報酬は、賞与及び平成18年３月30日開催の第145期定時株主総会でご承認をいただき

退職慰労金にかえて導入した株式報酬型ストックオプションで構成する。 

 賞与は、過去の支払実績及び他社事例を考慮して、当該事業年度に係る連結経常利益の

1.0％の50％と連結当期純利益の1.5％の50％との合計額（万円未満は切り捨て）を各取締役に

配分することとし、その上限額を２億円とする。 

 ただし、連結経常損失、連結当期純損失の場合の当該損失は、利益額を０として算出する。

2) 業務執行しない役員（社外取締役及び監査役） 

(イ) 月次固定報酬のみとする。 

(ロ) 月次固定報酬は定額制とする。月次固定報酬の水準は、他社水準を考慮して設定する。 

  

イ  提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 
  

   
1) 上記の取締役に対する報酬等には、平成24年３月29日開催の第151期定時株主総会終結の時をも

って退任した取締役４名に対する固定報酬、ストックオプション及び退職慰労金を含んでおりま

す。  

2) 使用人兼務取締役はおりません。 

3) 業績連動報酬の賞与は、上記に記載の方式により当事業年度の連結経常利益及び連結当期純利益

をもとに算出し確定した金額であります。 

  

役員区分
報酬等の総額 
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる 
役員の員数 

(名)固定報酬
ストック 
オプション

賞与 退職慰労金

取締役 
(社外取締役を除く。) 

340 226 39 74 ― 12 

監査役 
(社外監査役を除く。) 

52 52 ─ ─ ─ 2 

社外役員 44 44 ─ ─ ─ 4 
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4) 取締役の固定報酬額は、平成19年３月29日開催の第146期定時株主総会において、１事業年度に

つき330百万円以内と決議されております。 

5) 監査役の固定報酬額は、平成19年３月29日開催の第146期定時株主総会において、１事業年度に

つき90百万円以内と決議されております。 

6) 株式報酬型ストックオプションとして取締役に支払う報酬額は、平成19年３月29日開催の第146

期定時株主総会において、年額70百万円以内と決議されております。 

7) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
  

＜平成25年12月期の業績に係る役員賞与の算定方法＞ 

下記方法に基づき算定の上、支給額を確定し支払います。 

1) 支給対象役員 

法人税法第34条第１項第３号に定める「業務執行役員」である取締役のみを対象とし、社外取締

役及び監査役には支給しない。 

2) 総支給額 

当該事業年度に係る連結経常利益の1.0％の50％と連結当期純利益の1.5％の50％との合計額（万

円未満は切り捨て）を総支給額とし、その上限額を２億円とする。 

 ただし、連結経常損失、連結当期純損失の場合は、当該損失額を０とする。 

3) 個別支給額 

上記2)に基づき計算された総支給額を、役位ごとに定めた下記ポイントに役位ごとの当該事業年

度末現在在任する取締役員数を乗じた数の総和で除して、ポイント単価を算出する。 

 各取締役への個別支給額は、役位ごとに定めたポイントにポイント単価を乗じて算出する。 

（万円未満は切り捨て） 

   
上記は平成25年３月28日開催の第152期定時株主総会終了後の取締役の員数で計算していま

す。 
  

ロ  提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等 

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。 

  

ハ  使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの 

該当事項はありません。 

  

役位 ポイント 員数 ポイント計

会長・社長 2.059 2 4.118 

副社長 1.567 0 0.000 

専務取締役 1.418 0 0.000 

常務取締役 1.119 0 0.000 

取締役 1.000 6 6.000 

合計 ─ 8 10.118 
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⑧ 株式の保有状況 

イ  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 

銘柄数                          137銘柄 

貸借対照表計上額の合計額    21,453百万円 

  

ロ  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額

及び保有目的 

  

(前事業年度） 

特定投資株式 

 
  

銘柄
株式数 
(株)

貸借対照表計上額 
(百万円)

保有目的

サハパタナピブル 
パブリックカンパニーリミテッド 

32,188,333 2,484 
当社グループの海外事業に掛かる
業務の円滑な推進 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・ 
グループ 

7,030,000 2,298 
当社グループの財務・経理に掛か
る業務の円滑な推進 

㈱メディパルホールディングス 949,707 763 
当社グループの営業取引に掛かる
業務の円滑な推進 

㈱セブン＆アイ・ 
ホールディングス 

320,139 686 
当社グループの営業取引に掛かる
業務の円滑な推進 

㈱あらた 3,607,655 627 
当社グループの営業取引に掛かる
業務の円滑な推進 

サハパタナ  
インターホールディング  
パブリックカンパニーリミテッド 

10,000,000 568 
当社グループの海外事業に掛かる
業務の円滑な推進 

旭化成㈱ 1,123,359 521 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

レンゴー㈱ 913,000 490 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

㈱フジ・メディア・ 
ホールディングス 

3,564 415 
当社グループの広告宣伝に掛かる
業務の円滑な推進 

㈱Ｐａｌｔａｃ 404,600 399 
当社グループの営業取引に掛かる
業務の円滑な推進 

東洋製罐㈱ 373,010 391 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

王子製紙㈱ 982,000 387 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

㈱日本触媒 467,000 386 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

高砂香料工業㈱ 1,005,014 358 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

㈱東京放送ホールディングス 327,200 323 
当社グループの広告宣伝に掛かる
業務の円滑な推進 

大日精化工業㈱ 918,400 306 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

三井化学㈱ 1,013,000 238 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

大日本印刷㈱ 309,000 228 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

長谷川香料㈱ 176,900 209 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

㈱ファミリーマート 63,567 197 
当社グループの営業取引に掛かる
業務の円滑な推進 

㈱マツモトキヨシ 
ホールディングス 

109,500 170 
当社グループの営業取引に掛かる
業務の円滑な推進 

大成建設㈱ 850,000 165 
当社グループの不動産関係業務の
円滑な推進 
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みなし保有株式(信託財産として保有し議決権行使権限のあるもの) 

 
   (注)１ 特定投資株式の㈱東京放送ホールディングス以下及び、みなし保有株式ダイキン工業㈱以下は、貸借対照

表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて上位30銘

柄について記載しております。 

   (注)２  貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

  

銘柄
株式数 
(株)

貸借対照表計上額 
(百万円)

保有目的

㈱みずほフィナンシャルグループ 8,757,000 910 
当社グループの財務・経理に掛か
る業務の円滑な推進 

凸版印刷㈱ 918,224 519 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

ＮＫＳＪホールディングス㈱ 269,016 406 
当社グループの財務・経理に掛か
る業務の円滑な推進 

イオン㈱ 374,268 395 
当社グループの営業取引に掛かる
業務の円滑な推進 

ダイキン工業㈱ 100,000 210 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

エーザイ㈱ 58,845 187 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

東京海上ホールディングス㈱ 102,740 175 
当社グループの財務・経理に掛か
る業務の円滑な推進 

清水建設㈱ 519,000 167 
当社グループの不動産関係業務の
円滑な推進 
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(当事業年度） 

特定投資株式 

 
  

銘柄
株式数 
(株)

貸借対照表計上額 
(百万円)

保有目的

サハパタナピブル 
パブリックカンパニーリミテッド 

32,188,333 5,083 
当社グループの海外事業に掛かる
業務の円滑な推進 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・ 
グループ 

7,030,000 3,240 
当社グループの財務・経理に掛か
る業務の円滑な推進 

㈱あらた 3,607,655 1,309 
当社グループの営業取引に掛かる
業務の円滑な推進 

㈱メディパルホールディングス 949,707 906 
当社グループの営業取引に掛かる
業務の円滑な推進 

サハパタナ  
インターホールディング  
パブリックカンパニーリミテッド 

10,000,000 838 
当社グループの海外事業に掛かる
業務の円滑な推進 

㈱セブン＆アイ・ 
ホールディングス 

320,139 780 
当社グループの営業取引に掛かる
業務の円滑な推進 

㈱Ｐａｌｔａｃ 606,900 594 
当社グループの営業取引に掛かる
業務の円滑な推進 

旭化成㈱ 1,123,359 569 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

高砂香料工業㈱ 1,005,014 464 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

㈱フジ・メディア・ 
ホールディングス 

3,564 463 
当社グループの広告宣伝に掛かる
業務の円滑な推進 

東洋製罐㈱ 373,010 429 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

㈱日本触媒 467,000 411 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

レンゴー㈱ 913,000 396 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

㈱瑞光 120,000 341 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

大日精化工業㈱ 918,400 329 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

㈱東京放送ホールディングス 327,200 295 
当社グループの広告宣伝に掛かる
業務の円滑な推進 

王子製紙㈱ 982,000 290 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

大成建設㈱ 850,000 243 
当社グループの不動産関係業務の
円滑な推進 

㈱ファミリーマート 63,567 225 
当社グループの営業取引に掛かる
業務の円滑な推進 

三井化学㈱ 1,013,000 225 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

㈱マツモトキヨシ 
ホールディングス 

109,500 223 
当社グループの営業取引に掛かる
業務の円滑な推進 

㈱豊田通商 104,669 221 
当社グループの営業取引に掛かる
業務の円滑な推進 

大日本印刷㈱ 309,000 207 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 
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みなし保有株式(信託財産として保有し議決権行使権限のあるもの) 

 
   (注)１ 特定投資株式の㈱瑞光以下及び、みなし保有株式のダイキン工業㈱以下は、貸借対照表計上額が資本金額

の100分の１以下でありますが、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて上位30銘柄について記載して

おります。 

   (注)２  貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

  

    ハ  保有目的が純投資目的である投資株式 

       該当事項はありません。 

  

⑨ 会計監査の状況 

当社は新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく

会計監査を実施しております。 

また、同法人が内部統制報告書の監査も行っております。 

当期において業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりです。 

・業務を執行した公認会計士の氏名 

   指定有限責任社員 業務執行社員：網本 重之 

   指定有限責任社員 業務執行社員：中村 裕輔    

・監査業務に係る補助者の構成 

   公認会計士 36名 その他 21名 

  

⑩ その他 

1）当社は、平成18年３月30日開催の第145期定時株主総会の決議により、取締役は11名以内とする旨

を定款に定めております。 

2）当社は、平成18年３月30日開催の第145期定時株主総会の決議により、機動的な資本政策及び配当

政策を図るため、自己株式の取得、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に掲げる事項を取締

役会の決議により定めることができる旨及び同条第１項第２号から第４号までに掲げる事項を株主

総会の決議によっては定めない旨を定款に定めております。 

3）当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条

第１項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。ただし社外取

締役は除く。）並びに監査役（監査役であった者を含む。ただし社外監査役は除く。）の損害賠償

責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めており

ます。 

4）取締役の選任の決議は、株主総会において、議決権を行使できる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う旨並びに取締役の選任決議は累積投票

によらない旨定款に定めております。 

  

銘柄
株式数 
(株)

貸借対照表計上額 
(百万円)

保有目的

㈱みずほフィナンシャルグループ 8,757,000 1,374 
当社グループの財務・経理に掛か
る業務の円滑な推進 

ＮＫＳＪホールディングス㈱ 269,016 493 
当社グループの財務・経理に掛か
る業務の円滑な推進 

凸版印刷㈱ 918,224 488 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

イオン㈱ 374,268 369 
当社グループの営業取引に掛かる
業務の円滑な推進 

ダイキン工業㈱ 100,000 294 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 

東京海上ホールディングス㈱ 102,740 244 
当社グループの財務・経理に掛か
る業務の円滑な推進 

エーザイ㈱ 58,845 211 
当社グループの商品に掛かる業務
の円滑な推進 
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(2) 【監査報酬の内容等】 

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

  

 
  
② 【その他重要な報酬の内容】 

該当事項はありません。 

  
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

（前連結会計年度） 

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）として、

国際財務報告基準（IFRS）への移行等に係る助言業務の対価を支払っております。 

  
（当連結会計年度） 

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）として、

国際財務報告基準（IFRS）への移行等に係る助言業務の対価を支払っております。 

  
④ 【監査報酬の決定方針】 

該当する事項はありませんが、監査日数、業務の内容等を勘案した上で決定しております。 

  

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に 
基づく報酬(百万円)

非監査業務に 
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に 
基づく報酬(百万円)

非監査業務に 
基づく報酬(百万円)

提出会社 81 10 81 10 

連結子会社 11 ― 11 ― 

計 92 10 92 10 
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第５ 【経理の状況】 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省

令第28号)に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号)に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(平成24年１月１日から平成

24年12月31日まで)及び第152期事業年度(平成24年１月１日から平成24年12月31日まで)の連結財務諸表及

び財務諸表については新日本有限責任監査法人の監査を受けております。 

  

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計

基準等の内容を適切に把握し、適正な開示を行うため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、監査法

人等が主催するセミナーへの参加を行っております。 

  

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
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１【連結財務諸表等】 
(1)【連結財務諸表】 
①【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※２  25,478 ※２  26,149

受取手形及び売掛金 ※５  55,193 ※５  51,218

有価証券 10,439 16,358

商品及び製品 20,277 20,383

仕掛品 2,776 3,496

原材料及び貯蔵品 7,198 7,954

繰延税金資産 4,206 3,239

その他 1,707 2,288

貸倒引当金 △53 △41

流動資産合計 127,224 131,047

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※２  64,394 ※２  65,075

減価償却累計額 △44,508 △45,731

建物及び構築物（純額） 19,886 19,344

機械装置及び運搬具 ※２  119,105 ※２  123,064

減価償却累計額 △103,443 △107,082

機械装置及び運搬具（純額） 15,662 15,981

土地 ※２  18,808 ※２  18,853

リース資産 676 438

減価償却累計額 △424 △277

リース資産（純額） 251 161

建設仮勘定 1,152 4,705

その他 19,640 20,377

減価償却累計額 △16,898 △17,469

その他（純額） 2,741 2,908

有形固定資産合計 58,503 61,955

無形固定資産   

のれん 384 256

商標権 18,968 15,301

その他 2,136 2,197

無形固定資産合計 21,489 17,754

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１  22,386 ※１  28,564

長期貸付金 17 11

前払年金費用 15,107 15,878

繰延税金資産 3,477 1,263

その他 1,105 1,159

貸倒引当金 △39 △39

投資その他の資産合計 42,055 46,837

固定資産合計 122,048 126,547

資産合計 249,272 257,595
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※２, ※５  42,078 ※２, ※５  40,530

短期借入金 ※２  5,140 ※２  5,943

1年内返済予定の長期借入金 2,416 2,416

未払金及び未払費用 ※２  37,885 ※２  39,650

未払法人税等 1,349 1,532

賞与引当金 2,091 1,928

返品調整引当金 569 664

販売促進引当金 450 408

役員賞与引当金 147 147

資産除去債務 2 9

その他 2,472 2,911

流動負債合計 94,603 96,142

固定負債   

長期借入金 25,087 22,670

退職給付引当金 19,153 19,231

役員退職慰労引当金 267 331

資産除去債務 323 324

その他 4,584 4,731

固定負債合計 49,417 47,288

負債合計 144,020 143,431

純資産の部   

株主資本   

資本金 34,433 34,433

資本剰余金 31,499 31,499

利益剰余金 56,755 57,996

自己株式 △16,653 △16,656

株主資本合計 106,035 107,273

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △351 3,688

繰延ヘッジ損益 △6 6

為替換算調整勘定 △3,628 △1,708

その他の包括利益累計額合計 △3,986 1,987

新株予約権 180 129

少数株主持分 3,023 4,772

純資産合計 105,252 114,163

負債純資産合計 249,272 257,595
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】 
【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 327,500 335,171

売上原価 139,662 145,291

売上総利益 187,838 189,880

返品調整引当金繰入額 562 658

返品調整引当金戻入額 578 563

差引売上総利益 187,854 189,785

販売費及び一般管理費   

販売手数料 16,706 16,673

販売促進引当金繰入額 450 387

販売促進費 69,160 71,229

運送費及び保管費 15,058 15,810

広告宣伝費 22,128 24,724

給料及び手当 12,915 12,999

役員退職慰労引当金繰入額 16 36

退職給付費用 3,070 3,254

減価償却費 4,600 4,629

のれん償却額 146 128

研究開発費 ※１  8,913 ※１  8,989

役員賞与引当金繰入額 148 138

その他 23,368 23,571

販売費及び一般管理費合計 176,684 182,572

営業利益 11,169 7,213

営業外収益   

受取利息 110 160

受取配当金 468 512

持分法による投資利益 943 803

受取ロイヤリティー 217 205

為替差益 － 133

その他 363 453

営業外収益合計 2,104 2,268

営業外費用   

支払利息 871 698

為替差損 20 －

たな卸資産処分損 143 115

その他 54 104

営業外費用合計 1,090 917

経常利益 12,183 8,564
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

特別利益   

固定資産処分益 ※２  35 ※２  299

投資有価証券売却益 49 67

貸倒引当金戻入額 20 －

特別利益合計 106 367

特別損失   

固定資産処分損 ※３  388 ※３  205

減損損失 ※５  39 ※５  131

災害による損失 ※４  2,971 －

投資有価証券評価損 596 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 190 －

その他 323 －

特別損失合計 4,509 337

税金等調整前当期純利益 7,780 8,594

法人税、住民税及び事業税 1,857 2,044

法人税等調整額 1,287 1,654

法人税等合計 3,145 3,699

少数株主損益調整前当期純利益 4,635 4,895

少数株主利益 557 659

当期純利益 4,077 4,235
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【連結包括利益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 4,635 4,895

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,192 4,041

繰延ヘッジ損益 49 13

為替換算調整勘定 △765 2,318

持分法適用会社に対する持分相当額 △161 209

その他の包括利益合計 △2,070 ※１  6,583

包括利益 2,564 11,478

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 2,178 10,209

少数株主に係る包括利益 386 1,268
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③【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 34,433 34,433

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 34,433 34,433

資本剰余金   

当期首残高 31,499 31,499

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 31,499 31,499

利益剰余金   

当期首残高 55,426 56,755

持分法適用会社の会計処理の変更に伴う増減 △39 －

当期変動額   

剰余金の配当 △2,685 △2,954

当期純利益 4,077 4,235

自己株式の処分 △23 △40

当期変動額合計 1,369 1,241

当期末残高 56,755 57,996

自己株式   

当期首残高 △16,670 △16,653

当期変動額   

自己株式の取得 △79 △155

自己株式の処分 96 152

当期変動額合計 16 △2

当期末残高 △16,653 △16,656

株主資本合計   

当期首残高 104,689 106,035

持分法適用会社の会計処理の変更に伴う増減 △39 －

当期変動額   

剰余金の配当 △2,685 △2,954

当期純利益 4,077 4,235

自己株式の取得 △79 △155

自己株式の処分 73 111

当期変動額合計 1,386 1,238

当期末残高 106,035 107,273
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 913 △351

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,265 4,040

当期変動額合計 △1,265 4,040

当期末残高 △351 3,688

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △56 △6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 49 13

当期変動額合計 49 13

当期末残高 △6 6

為替換算調整勘定   

当期首残高 △2,944 △3,628

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △683 1,919

当期変動額合計 △683 1,919

当期末残高 △3,628 △1,708

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △2,087 △3,986

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,899 5,973

当期変動額合計 △1,899 5,973

当期末残高 △3,986 1,987

新株予約権   

当期首残高 173 180

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 △50

当期変動額合計 6 △50

当期末残高 180 129

少数株主持分   

当期首残高 2,984 3,023

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 39 1,749

当期変動額合計 39 1,749

当期末残高 3,023 4,772
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

純資産合計   

当期首残高 105,760 105,252

持分法適用会社の会計処理の変更に伴う増減 △39 －

当期変動額   

剰余金の配当 △2,685 △2,954

当期純利益 4,077 4,235

自己株式の取得 △79 △155

自己株式の処分 73 111

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,853 7,672

当期変動額合計 △467 8,911

当期末残高 105,252 114,163
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 7,780 8,594

減価償却費 12,009 11,834

減損損失 39 131

賞与引当金の増減額（△は減少） 11 △238

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,171 △810

受取利息及び受取配当金 △579 △672

支払利息 871 698

固定資産処分損益（△は益） 353 △94

投資有価証券売却損益（△は益） △49 △67

投資有価証券評価損益（△は益） 596 －

持分法による投資損益（△は益） △943 △803

売上債権の増減額（△は増加） △3,611 5,572

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,690 △725

仕入債務の増減額（△は減少） △858 △2,546

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 908 △724

その他の流動負債の増減額（△は減少） 64 214

その他の流動資産の増減額（△は増加） △157 △493

その他 264 91

小計 12,838 19,961

利息及び配当金の受取額 1,486 1,199

利息の支払額 △893 △678

法人税等の支払額 △2,297 △1,719

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,134 18,762

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △64 △886

有形固定資産の取得による支出 △7,097 △7,973

有形固定資産の売却による収入 42 457

無形固定資産の取得による支出 △1,017 △907

投資有価証券の取得による支出 △59 △73

投資有価証券の売却による収入 159 110

貸付けによる支出 △7 △0

貸付金の回収による収入 15 8

その他 △23 93

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,051 △9,172
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 10,171 15,747

短期借入金の返済による支出 △12,598 △15,441

長期借入金の返済による支出 △6,166 △2,416

自己株式の取得による支出 △79 △20

自己株式の処分による収入 12 3

配当金の支払額 △2,688 △2,959

少数株主への配当金の支払額 △295 △239

連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による
収入

－ 545

その他 △252 △142

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,897 △4,923

現金及び現金同等物に係る換算差額 △127 602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,942 5,269

現金及び現金同等物の期首残高 44,582 35,640

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 3

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  35,640 ※１  40,913
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社は25社であります。 

連結子会社名は、「第１ 企業の概況」の４関係会社の状況に記載しているため省略しました。 

 なお、当連結会計年度より、新たに設立したピアレスライオン㈱を連結の範囲に含めております。

 また、前連結会計年度において持分法適用非連結子会社であったイースタンシリケイト㈱は、重要

性が増したことにより当連結会計年度より連結の範囲に含めております。 

(2) 非連結子会社は１社であります。 

タイシリケイトケミカルズ㈱は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等の連

結財務諸表に与える影響が軽微なため連結の範囲から除外しております。 

  
２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社は１社であります。 

非連結子会社の名称 

タイシリケイトケミカルズ㈱ 

当連結会計年度よりイースタンシリケイト㈱は連結子会社となったため、持分法の適用の範囲から除

外しております。 

(2) 持分法を適用した関連会社は７社であります。 

主要な会社等の名称 

ライオン・アクゾ㈱ 

出光ライオンコンポジット㈱ 

(3) 持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称 

出光ライオンコンポジット（香港）㈱ 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体

として重要性がないため、持分法適用の範囲から除外しております。 

(4) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該持分法適用会社の事業年

度にかかる財務諸表を基礎として持分法を適用しております。 

  
３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は12月31日(連結決算日)であります。 
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４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

ａ 満期保有目的の債券…償却原価法(定額法) 

ｂ その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定) 

時価のないもの 

主として移動平均法による原価法 

② デリバティブ……………時価法 

③ たな卸資産 

ａ 商品・製品 

主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの

方法） 

ｂ 原材料・仕掛品・貯蔵品 

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの

方法） 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

原則として定率法を採用しておりますが、一部の連結子会社では定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

 
② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法により償却しております。なお、ソフトウェア(自社利用分)については、主として社内にお

ける利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

建物及び構築物 ３年～50年 

機械装置及び運搬具 ８年、９年、20年 
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(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

提出会社及び国内連結子会社においては、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を判断し、回収不能見込額を計上しております。

また、在外連結子会社は主として特定の債権について回収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 

③ 返品調整引当金 

商品・製品の当連結会計年度末日後の返品に備えるため、返品による損失見込額を計上しておりま

す。 

④ 販売促進引当金 

当連結会計年度の売上にかかわる割戻金等の将来の支払いに充てるため、代理店・販売店への当連

結会計年度の売上にかかわる割戻金等の支払見積額を計上しております。 

⑤ 役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 

⑥ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づいて計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)による定額法に

より発生年度から費用処理しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により、翌連結会計年

度から費用処理することとしております。 

⑦ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当連結会計年度末支給見積額

を計上しております。 

なお、提出会社においては、株式報酬型ストックオプションの導入に伴い、平成18年３月30日以降

新たな引当を停止しております。 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物相場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及

び少数株主持分に含めております。 
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(5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約及び通貨スワップについては振当処

理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしてい

る場合は特例処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 
③ ヘッジ方針 

主として社内管理制度に基づき、提出会社経理部及び各子会社管理部門にて為替変動リスク及び金

利変動リスクをヘッジしております。 

(6) のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、合理的に見積り可能なものはその見積り年数(10年)で均等償却し、重要性

の乏しいものについては発生時に償却しております。 

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

(8) 消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっております。 

  

ヘッジ手段  ヘッジ対象

為 替 予 約  外貨建予定取引

金利スワップ

通貨スワップ
 借入金の金利

借 入 金
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【会計方針の変更】 

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等） 

当連結会計年度より潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定にあたり、「１株当たり当期純

利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日）を適用しております。

なお、これらの会計基準等を適用したことによる影響はありません。 

  
【未適用の会計基準等】 

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年５月17日)及び「退職給付に関する会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日) 

(1) 概要 

数理計算上の差異及び過去勤務費用は、連結貸借対照表の純資産の部において税効果を調整した上

で認識し、積立状況を示す額を負債又は資産として計上する方法に改正されました。また、退職給付

見込額の期間帰属方法について、期間定額基準のほか給付算定式基準の適用が可能となったほか、割

引率の算定方法が改正されました。 

(2) 適用予定日 

平成26年１月１日以後開始する連結会計年度の期末から適用を予定しております。 

(3) 当会計基準等の適用による影響 

連結財務諸表作成時において連結財務諸表に与える影響は、現在評価中であります。 

  
【追加情報】 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等） 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用してお

ります。 
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【注記事項】 

(連結貸借対照表関係) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に関するものは次のとおりであります。 

 
  

※２ 担保に供している資産は次のとおりであります。 

 
  

担保付債務は次のとおりであります。 

 
  

３ 輸出手形買取未決済高 

 
  

４ 偶発債務 

保証債務 

 
(注) 上記保証債務は、保証先の借入金に対するものであります。 

当連結会計年度の保証債務1,622百万円のうち785百万円については、当社の保証に対し他者から再保証を

受けております。 

  

※５ 連結会計年度末日満期手形の会計処理は手形交換日をもって決済処理しております。したがって、当

連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次のとおり連結会計年度末日満期手形が連結会計

年度末残高に含まれております。 

 

  

 
前連結会計年度 

(平成23年12月31日)
当連結会計年度 

(平成24年12月31日)

投資有価証券(株式) 5,139百万円 5,431百万円 

 
前連結会計年度 

(平成23年12月31日)
当連結会計年度 

(平成24年12月31日)

現金及び預金 16百万円 19百万円 

土地 22百万円 25百万円 

建物及び構築物 886百万円 1,078百万円 

機械装置及び運搬具 422百万円 474百万円 

合計 1,346百万円 1,597百万円 

 
前連結会計年度 

(平成23年12月31日)
当連結会計年度 

(平成24年12月31日)

短期借入金 77百万円 59百万円 

支払手形及び買掛金他 97百万円 91百万円 

合計 174百万円 151百万円 

 
前連結会計年度 

(平成23年12月31日)
当連結会計年度 

(平成24年12月31日)

 0百万円      ― 

 
前連結会計年度 

(平成23年12月31日)
当連結会計年度 

(平成24年12月31日)

ピーティーライオンウイングス 1,811百万円 1,571百万円 

従業員 108百万円 90百万円 

計 1,919百万円 1,662百万円 

 
前連結会計年度 

(平成23年12月31日)
当連結会計年度 

(平成24年12月31日)

受取手形 1,638百万円 990百万円 

支払手形 997百万円 1,014百万円 
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(連結損益計算書関係) 

※１ 前連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日) 

一般管理費に含まれる研究開発費は、8,913百万円であります。なお、当期製造費用に含まれる研究

開発費はありません。 

  
当連結会計年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日) 

一般管理費に含まれる研究開発費は、8,989百万円であります。なお、当期製造費用に含まれる研究

開発費はありません。 

  

※２ このうち主なものは、次のとおりであります。 

 
  

※３ このうち主なものは、次のとおりであります。 

 
  

※４ 前連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日) 

東日本大震災に関連する損失について、たな卸資産の滅失損失及び廃棄費用861百万円、建物、設備

等の原状回復費用685百万円など、当連結会計年度において2,971百万円を特別損失の「災害による損

失」に計上しております。 

  
※５ 前連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日) 

    重要な減損損失はありません。 

  

  当連結会計年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日) 

   重要な減損損失はありません。 

  

 (自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

前連結会計年度
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

当連結会計年度

土地他売却益 35百万円 299百万円 

 (自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

前連結会計年度
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

当連結会計年度

建物及び構築物処分損 79百万円 38百万円 

機械装置及び運搬具処分損 54百万円 95百万円 

撤去費等 243百万円 53百万円 
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(連結包括利益計算書関係) 

当連結会計年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日） 

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

   

   

   

 

  

その他有価証券評価差額金 

 当期発生額    

 組替調整額     

  

  5,856百万円 

   △67 〃

  税効果調整前 

  税効果額

   5,788百万円 

 △1,747 〃  

  その他有価証券評価差額金    4,041百万円

繰延ヘッジ損益 

 当期発生額    

  

    22百万円

  税効果調整前 

  税効果額

      22百万円 

     △9 〃  

  繰延ヘッジ損益      13百万円

為替換算調整勘定 

 当期発生額    

  

  2,318百万円

持分法適用会社に対する持分相当額 

 当期発生額

      

   209百万円

      その他の包括利益合計    6,583百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取り請求による増加               176,333株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買増し請求による減少                    27,716株 

  ストックオプションの行使による減少               150,035株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
  

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 299,115,346 ― ― 299,115,346 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 30,647,350 176,333 177,751 30,645,932 

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社
ストックオプションとしての
新株予約権 

―
 

─
180 

合計 ─ ─ ─ ─ 180 

決議 株式の種類
配当金の総額 
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成23年２月10日 
取締役会 

普通株式 1,342 5.00 平成22年12月31日 平成23年３月４日

平成23年８月３日 
取締役会 

普通株式 1,342 5.00 平成23年６月30日 平成23年９月６日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年２月10日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 1,610 6.00 平成23年12月31日 平成24年３月５日

― 102 ―



  
当連結会計年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取り請求による増加                 44,533株 

        所在不明株主の株式買取りによる増加                             303,374株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買増し請求による減少                     6,882株 

  ストックオプションの行使による減少               273,344株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
  

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 299,115,346 ― ― 299,115,346 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 30,645,932 347,907 280,226 30,713,613 

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社
ストックオプションとしての
新株予約権 

―
 

─
129 

合計 ─ ─ ─ ─ 129 

決議 株式の種類
配当金の総額 
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成24年２月10日 
取締役会 

普通株式 1,610 6.00 平成23年12月31日 平成24年３月５日

平成24年８月３日 
取締役会 

普通株式 1,343 5.00 平成24年６月30日 平成24年９月５日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成25年２月12日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 1,342 5.00 平成24年12月31日 平成25年３月５日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 
  

(リース取引関係) 

 １ ファイナンス・リース取引（借主側） 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

 ２ オペレーティング・リース取引（借主側） 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

 (自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

前連結会計年度
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

当連結会計年度

現金及び預金勘定 25,478百万円 26,149百万円 

有価証券勘定 10,439百万円 16,358百万円 

預入期間が３ヵ月を超える定期預金等 △277百万円 △1,594百万円 

現金及び現金同等物 35,640百万円 40,913百万円 
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(金融商品関係) 

 １ 金融商品の状況に関する事項 

  (1) 金融商品に関する取組方針 

当社グループは、資金運用については、短期的な預金や有価証券等に限定しており、また資金調達

については、運転資金及び設備資金の調達を目的としたものであり、銀行借入、コマーシャルペーパ

ー等により資金調達を行う方針であります。デリバティブについては、外貨建債権債務に係る為替変

動リスクや借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針でありま

す。 

  (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

営業債権である受取手形及び売掛金については、顧客の信用リスクに晒されております。当該

リスクについては、新規取引発生時に顧客の信用状況に関して社内での審議・承認のプロセスを踏む

ことを徹底し、必要に応じて保証金や担保を取得するなどの措置を講じております。また、取引先ご

との期日管理及び残高管理を行っております。 

投資有価証券については、主に事業に関連する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒され

ておりますが、リスク管理として、定期的に時価の把握、取引先企業の財務状況等の把握を行ってお

ります。 

営業債務である支払手形及び買掛金については、１年以内の支払期日であります。 

短期借入金については、主に営業取引に係る資金調達であります。長期借入金については、主に商

標権に係る資金調達であります。これら借入金のうち、一部のものは変動金利であり、金利の変動リ

スクに晒されておりますが、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために金利スワ

ップを利用しております。また一部のものは外貨建借入金であり、為替の変動リスクに晒されおりま

すが、為替の変動リスクを抑制するために通貨スワップを利用しております。 

なお、デリバティブについては、内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。 

  (3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価については、市場価格にもとづく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算

定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な

る前提条件等を適用することにより、当該価額が変動することもあります。 
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 ２ 金融商品の時価等に関する事項 

 連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次表のとおりであります。なお、時価を把握

することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません。((注２)参照） 

  前連結会計年度（平成23年12月31日） 

 
(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については、（ ）で示しております。 

  

 
連結貸借対照表計上額 

(百万円)
時価 

(百万円)
差額 

(百万円)

(1)現金及び預金 25,478 25,478 ― 

(2)受取手形及び売掛金 55,193   

  貸倒引当金 △53   

 
 

55,140 55,140 ― 

(3)有価証券及び投資有価証券 

   ①満期保有目的の債券 

  ②その他有価証券 

  ③関連会社株式 

 

 

 

 

 

1,439 

24,753 

336 

 

 

 

1,439 

24,753 

726 

 

 

 

― 

― 

390 

 

 

 

 26,529 26,919 390 

資産計 107,147 107,538 390 

(4)支払手形及び買掛金 42,078 42,078 ― 

(5)短期借入金 5,140 5,140 ― 

(6)１年内返済予定の長期借入金 2,416 2,416 ― 

(7)長期借入金 25,087 25,257 169 

負債計 74,722 74,892 169 

(8)デリバティブ取引（※） (11) (11) ― 
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  当連結会計年度（平成24年12月31日） 

 
(※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債権となっ

ております。 

  

(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

  資 産 

  (1)現金及び預金並びに(2)受取手形及び売掛金 

これらについては、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、帳簿価額に

よっております。 

  (3)有価証券及び投資有価証券 

これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融

機関から提示された価格によっております。コマーシャルペーパー、譲渡性預金は、いずれも短期間

で決済されるものであるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。 

  負 債 

  (4)支払手形及び買掛金、(5)短期借入金及び(6)１年内返済予定の長期借入金 

これらについては、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、帳簿価額に

よっております。 

 
連結貸借対照表計上額 

(百万円)
時価 

(百万円)
差額 

(百万円)

(1)現金及び預金 26,149 26,149 ― 

(2)受取手形及び売掛金 51,218   

  貸倒引当金 △41   

 
 

51,177 51,177 ― 

(3)有価証券及び投資有価証券 

   ①満期保有目的の債券 

  ②その他有価証券 

  ③関連会社株式 

 

 

 

 

 

1,359 

36,622 

380 

 
 

 

 

1,359 

36,622 

897 

 
 

 

 

― 

― 

517 

 
 

 

 

 38,362 38,879 517 

資産計 115,688 116,206 517 

(4)支払手形及び買掛金 40,530 40,530 ― 

(5)短期借入金 5,943 5,943 ― 

(6)１年内返済予定の長期借入金 2,416 2,416 ― 

(7)長期借入金 22,670 25,785 3,114 

負債計 71,561 74,675 3,114 

(8)デリバティブ取引（※） 11 11 ― 
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  (7)長期借入金 

長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様に新規借入を行った場合に想定される利率

で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金のうち金利スワップの特例

処理及び通貨スワップの振当処理の対象とされているものについては、当該金利スワップ及び通貨ス

ワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見

積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。 

(8)デリバティブ取引 

デリバティブの時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。金利スワッ

プの特例処理及び通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体

として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。（上記

(7)参照） 

  

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 
 これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もるには過大なコストを要す

ると見込まれます。従って、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「(3)有価証

券及び投資有価証券」には含めておりません。 

  

(注３) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

  前連結会計年度（平成23年12月31日） 

 
  

  (単位：百万円) 

区分
前連結会計年度 

(平成23年12月31日)
当連結会計年度 

(平成24年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式 4,803 5,050 

非上場株式 991 1,009 

期限付劣後債 500 500 

地方債 0 0 

区分
１年以内 
(百万円)

１年超５年以内 
(百万円)

５年超10年以内 
(百万円)

10年超 
(百万円)

現金及び預金 25,478 ― ― ― 

受取手形及び売掛金 55,193 ― ― ― 

有価証券及び投資有価証券     

(1)満期保有目的の債券     

  地方債 0 0 ― ― 

  期限付劣後債 ― ― 500 ― 

  コマーシャルペーパー 1,439 ― ― ― 

(2)その他有価証券     

  譲渡性預金 9,000 ― ― ― 

合計 91,111 0 500 ― 
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  当連結会計年度（平成24年12月31日） 

 
  

(注４)長期借入金の連結決算日後の返済予定額については連結附属明細表「借入金等明細表」を参照くだ

さい。 

  

区分
１年以内 
(百万円)

１年超５年以内 
(百万円)

５年超10年以内 
(百万円)

10年超 
(百万円)

現金及び預金 26,149 ― ― ― 

受取手形及び売掛金 51,218 ― ― ― 

有価証券及び投資有価証券     

(1)満期保有目的の債券     

  地方債 0 ― ― ― 

  期限付劣後債 ― ― 500 ― 

  コマーシャルペーパー 1,359 ― ― ― 

(2)その他有価証券     

  国債 2,999 ― ― ― 

  譲渡性預金   12,000 ― ― ― 

合計 93,727 ― 500 ― 
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(有価証券関係) 

１ その他有価証券 

前連結会計年度（平成23年12月31日） 

 
  

当連結会計年度（平成24年12月31日） 

 
  

２ 連結会計年度中に売却したその他有価証券 

前連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日） 

 
  

当連結会計年度（自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日） 

 

  

区分
連結貸借対照表計上額 

(百万円)
取得原価(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

   

   株式 7,223 3,605 3,617 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

   

   株式 8,530 12,263 △3,733 

合計 15,753 15,869 △115 

区分
連結貸借対照表計上額 

(百万円)
取得原価(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

   

   株式 14,019 6,369 7,650 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

   

   株式 7,603 9,607 △2,004 

   国債 2,999 2,999 0 

合計 24,622 18,976 5,645 

 区分 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

  株式 159 49 0 

合計 159 49 0 

 区分 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

  株式 110 67 ― 

合計 110 67 ― 

― 110 ―



  
３ 減損処理を行った有価証券 

前連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日） 

当連結会計年度において、有価証券について596百万円（その他有価証券の株式596百万円）減損処理

を行っております。 

提出会社及び国内連結子会社は、減損処理にあたり、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ

50％以上下落した場合には、原則として全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可

能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 

  
当連結会計年度（自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日） 

該当事項はありません。 
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(デリバティブ取引関係) 

１  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 
  

２  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

(1) 通貨関連 

前連結会計年度（平成23年12月31日） 

(単位：百万円) 

 
(注) １ 通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、

その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

２ 為替予約に係る時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

  

当連結会計年度（平成24年12月31日） 

(単位：百万円) 

 
(注) １ 通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、

その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

２ 為替予約に係る時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

  

(2) 金利関連 

前連結会計年度（平成23年12月31日） 

(単位：百万円) 

 
(注)  金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

  

当連結会計年度（平成24年12月31日） 

(単位：百万円) 

 
(注)  金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

ヘッジ会計 
の方法

デリバティブ 
取引の種類等

主なヘッジ対象 契約額
契約額のうち 

１年超
時価

通貨スワップの 
振当処理 

通貨スワップ取引 長期借入金 395 312 (注)１

原則的処理方法 

為替予約取引 

買掛金

   

  買建 1,188 ― △11 

    米ドル    

合計 1,584 312 △11 

ヘッジ会計 
の方法

デリバティブ 
取引の種類等

主なヘッジ対象 契約額
契約額のうち 

１年超
時価

通貨スワップの 
振当処理 

通貨スワップ取引 長期借入金 312 229 (注)１

原則的処理方法 

為替予約取引 

買掛金

   

  買建 158 ― 11 

    米ドル    

合計 470 229 11 

ヘッジ会計 
の方法

デリバティブ 
取引の種類等

主なヘッジ対象 契約額
契約額のうち 

１年超
時価

金利スワップの 
特例処理 

金利スワップ取引 
長期借入金

   

  支払固定・ 
  受取変動 

7,108 4,775 (注) 

ヘッジ会計 
の方法

デリバティブ 
取引の種類等

主なヘッジ対象 契約額
契約額のうち 

１年超
時価

金利スワップの 
特例処理 

金利スワップ取引 
長期借入金

   

  支払固定・ 
  受取変動 

4,775 2,441 (注) 
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(退職給付関係) 

提出会社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、企業年金制度及び退職一時金制度を設け

ております。また、従業員の退職等に際して、割増退職金等を支払う場合があります。 

主な制度としては、提出会社が加入するライオン企業年金基金があります。また、退職一時金制度は提

出会社のほかに12社が有しております。 

 なお、提出会社においては退職給付信託を設定しております。 

  

  

 
  (注) 一部の国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

  

  

 
  (注)1 簡便法を採用している場合の退職給付費用は「イ 勤務費用」に計上しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要

２ 退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度 

(平成23年12月31日) 
(百万円)

当連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

(百万円)

イ 退職給付債務 △64,754 △63,435 

ロ 年金資産 38,746 43,701 

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △26,007 △19,733 

ニ 未認識数理計算上の差異 21,804 16,299 

ホ 未認識過去勤務債務 157 81 

ヘ 連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ) △4,046 △3,352 

ト 前払年金費用 15,107 15,878 

チ 退職給付引当金(ヘ－ト) △19,153 △19,231 

３ 退職給付費用に関する事項

 
(自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日) 

前連結会計年度

(百万円)

(自 平成24年１月１日 
至 平成24年12月31日) 

当連結会計年度

(百万円)

イ 勤務費用(注)１ 1,640 1,684 

ロ 利息費用 1,513 1,241 

ハ 期待運用収益 △825 △786 

ニ 数理計算上の差異の費用処理額 1,533 1,931 

ホ 過去勤務債務の費用処理額 69 69 

ヘ 確定拠出年金への掛金拠出額 104 114 

ト 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 4,035 4,255 
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期間定額基準 

  

(2) 割引率 

  

 
  

(3) 期待運用収益率 

  

 
(注) 退職給付信託については、予想配当利回りとしております。 

  

(4) 数理計算上の差異の処理年数 

主として16年(発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により、翌連結会計年度から

費用処理することとしております。) 

  

(5) 過去勤務債務の処理年数 

５年(発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生年度か

ら費用処理しております。) 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 (1) 退職給付見込額の期間配分方法

(自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

前連結会計年度
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

当連結会計年度

2.0％ 2.0％ 

(自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

前連結会計年度
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

当連結会計年度

2.0％ 2.0％ 
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(ストック・オプション等関係) 

１ ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名 

 
  

２ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容 

   

   

 
前連結会計年度

(自  平成23年１月１日
 至  平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年１月１日
 至  平成24年12月31日)

販売費及び一般管理費の 
給料及び手当 

30百万円 19百万円 

販売費及び一般管理費の 
その他 

37百万円 39百万円 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成18年３月30日 平成19年３月29日 平成20年３月28日 平成20年12月25日 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役11名、
当社監査役４名、
当社従業員(執行役
員)10名 

当社取締役(社外取
締役除く)９名、当
社従業員(執行役
員)10名 

当社取締役(社外取
締役除く)９名、当
社従業員(執行役
員)９名 

当社従業員(執行役
員)８名 

株式の種類及び付与数
（株）（注）１ 

普通株式 129,753 普通株式 149,619 普通株式 143,771 普通株式  46,817 

付与日 平成18年３月31日 平成19年４月16日 平成20年４月15日 平成21年１月15日 

権利確定条件 （注）２ （注）２ （注）３ （注）４ 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定
めはありません。 

対象勤務期間の定
めはありません。 

対象勤務期間の定
めはありません。 

対象勤務期間の定
めはありません。 

権利行使期間 

平成18年４月１日か
ら平成48年３月31日
までの期間内で、当
社取締役会において
決定する。 

平成19年４月16日か
ら平成49年４月15日
までの期間内で、当
社取締役会において
決定する。 

平成20年４月15日か
ら平成50年４月14日
まで 

平成21年１月15日か
ら平成51年１月14日
まで 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成21年３月27日 平成21年12月25日 平成22年３月30日 平成22年12月27日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役(社外取
締役除く)９名 

当社従業員(執行役
員)８名 

当社取締役(社外取
締役除く)８名 

当社従業員(執行役
員)12名 

株式の種類及び付与数
（株）（注）１ 

普通株式 99,781 普通株式 54,890 普通株式 103,778 普通株式 83,238 

付与日 平成21年４月15日 平成22年１月13日 平成22年４月15日 平成23年１月13日 

権利確定条件 （注）５ （注）４ （注）５ （注）４ 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定
めはありません。 

対象勤務期間の定
めはありません。 

対象勤務期間の定
めはありません。 

対象勤務期間の定
めはありません。 

権利行使期間 
平成21年４月15日か
ら平成51年４月14日
まで 

平成22年１月13日か
ら平成52年１月12日
まで 

平成22年４月15日か
ら平成52年４月14日
まで 

平成23年１月13日か
ら平成53年１月12日
まで 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成23年３月30日 平成23年12月27日 平成24年３月29日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役(社外取
締役除く)８名 

当社取締役１名、当
社従業員(執行役員)
10名 

当社取締役(社外取
締役除く)８名 

株式の種類及び付与数
（株）（注）１ 

普通株式 97,575 普通株式 71,392 普通株式 96,418 

付与日 平成23年４月18日 平成24年１月12日 平成24年４月17日 

権利確定条件 （注）５ （注）３ （注）５ 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定
めはありません。 

対象勤務期間の定め
はありません。 

対象勤務期間の定
めはありません。 

権利行使期間 
平成23年４月18日か
ら平成53年４月17日
まで 

平成24年１月12日か
ら平成54年１月11日
まで 

平成24年４月17日か
ら平成54年４月16日
まで 

― 115 ―



  
（注）１ 株式数に換算して記載しております。 

   ２ 当社の役員等に就任後１年を経過（死亡退任のときは除く。）し、そのいずれの地位も喪失した日（執行役 

      員については、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日とする。）の翌日から10日を 

      経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 

   ３ ①取締役 

     当社の取締役（社外取締役を除く。）に就任後１年を経過（死亡退任のときを除く。）し、かつ、その地 

     位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 

     ②執行役員 

     当社の執行役員の在任期間が１年以上経過（死亡退任のときを除く。）し、その地位を喪失した日又は従業 

     員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使 

     する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が１年未満または在任期間が１年以上で任期途中での退任 

     によりその地位を喪失した場合において、発行から１年経過していない新株予約権を在任期間（１ヵ月未満 

     は１ヵ月とする。）に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により 

     算出された１個未満の端数は切り捨てる。 

     ③新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①②の期間内で当社取締役会において決定 

     する。 

     ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で 

     締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 

   ４ ①当社の執行役員の在任期間が１年以上経過（死亡退任のときを除く。）し、その地位を喪失した日または 

     従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して 

     行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が１年未満または在任期間が１年以上で任期途中での 

     退任によりその地位を喪失した場合において、発行から１年経過していない新株予約権を在任期間（１ヵ月 

     未満は１ヵ月とする。）に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分に 

     より算出された１個未満の端数は切り捨てる。 

     ②新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定す 

     る。 

     ③この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で 

     締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 

   ５ ①当社の取締役（社外取締役を除く。）に就任後１年を経過（死亡退任のときを除く。）し、かつ、その地 

     位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 

     ②新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定 

     する。 

     ③この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で 

     締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 
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 (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

   ①ストック・オプションの数 

   

   

   

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成18年３月30日 平成19年３月29日 平成20年３月28日 平成20年12月25日 

権利確定前     

 期首（株） ― ― ― ―

 付与（株） ― ― ― ―

 失効（株） ― ― ― ―

 権利確定（株） ― ― ― ―

 未確定残（株） ― ― ― ―

権利確定後     

 期首（株） 27,358 32,231 62,007 5,402

 権利確定（株） ― ― ― ―

 権利行使（株） 10,422 13,571 33,388 5,402

 失効（株） ― ― ― ―

 未行使残（株） 16,936 18,660 28,619 ―

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成21年３月27日 平成21年12月25日 平成22年３月30日 平成22年12月27日 

権利確定前     

 期首（株） ― ― ― ―

 付与（株） ― ― ― ―

 失効（株） ― ― ― ―

 権利確定（株） ― ― ― ―

 未確定残（株） ― ― ― ―

権利確定後     

 期首（株） 67,961 34,032 79,101 75,364

 権利確定（株） ― ― ― ―

 権利行使（株） 39,087 27,445 43,846 48,368

 失効（株） ― ― ― ―

 未行使残（株） 28,874 6,587 35,255 26,996

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成23年３月30日 平成23年12月27日 平成24年３月29日 

権利確定前    

 期首（株） ― ― ― 

 付与（株） ― 71,392 96,418 

 失効（株） ― 20,917 ― 

 権利確定（株） ― 50,475 96,418 

 未確定残（株） ― ― ― 

権利確定後    

 期首（株） 97,575 ― ― 

 権利確定（株） ― 50,475 96,418 

 権利行使（株） 44,844 6,971 ― 

 失効（株） ― ― ― 

 未行使残（株） 52,731 43,504 96,418 
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  ②単価情報 

   

 
  

 
（注） 会社法の施行前に付与されたストック・オプションについては記載しておりません。 

  

３ ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当連結会計年度において付与された平成24年ストック・オプションについての公正な評価単価の  

 見積方法は以下のとおりであります。 

 ① 使用した評価技法    ブラック・ショールズ式 

 ② 主な基礎数値及び見積方法  

 
（注）１ (a) ６年（平成18年１月12日から平成24年１月12日まで）の株価実績に基づき算定しております。 

     (b) ６年（平成18年４月17日から平成24年４月17日まで）の株価実績に基づき算定しております。 

   ２ 付与日から権利行使されると見込まれる平均的な時期までの期間を使用しております。 

   ３ (a) 平成22年12月期期末及び平成23年12月期中間の配当実績によっております。 

     (b) 平成23年12月期中間及び平成23年12月期期末の配当実績によっております。 

   ４ 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

４ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

  基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方 

 法を採用しております。 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成18年３月30日 平成19年３月29日 平成20年３月28日 平成20年12月25日 

権利行使価格（円） 1 1 1 1

行使時平均株価（円） 465 465 465 465

公正な評価単価（付与日）（円）
（注） 

─ 654 441 460

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成21年３月27日 平成21年12月25日 平成22年３月30日 平成22年12月27日 

権利行使価格（円） 1 1 1 1

行使時平均株価（円） 465 462 465 462

公正な評価単価（付与日）（円）
（注） 

395 397 421 388

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成23年３月30日 平成23年12月27日 平成24年３月29日 

権利行使価格（円） 1 1 1 

行使時平均株価（円） 465 465 ― 

公正な評価単価（付与日）（円）
（注） 

359 405 405 

会社名 (a) 提出会社 (b) 提出会社 

決議年月日 平成23年12月27日 平成24年３月29日 

株価変動性（注）１ 25.6％ 24.3％ 

予想残存期間（注）２ ６年 ６年 

予想配当（注）３ 10円／株 11円／株 

無リスク利子率（注）４ 0.432％ 0.395％ 
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(税効果会計関係) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

   

 
  

 
前連結会計年度 

(平成23年12月31日)
当連結会計年度 

(平成24年12月31日)

繰延税金資産   

貸倒引当金 5百万円 86百万円 

返品調整引当金 230百万円 251百万円 

販売促進引当金 237百万円 234百万円 

退職給付引当金 6,848百万円 6,342百万円 

減損損失 1,643百万円 1,555百万円 

未払事業税・事業所税 150百万円 159百万円 

繰越欠損金 1,589百万円 1,051百万円 

たな卸資産・固定資産の 
未実現利益 

270百万円 323百万円 

その他 4,440百万円 3,803百万円 

繰延税金資産の小計 15,416百万円 13,807百万円 

評価性引当額 △3,196百万円 △3,090百万円 

繰延税金資産の合計 12,219百万円 10,717百万円 

   

   

 
前連結会計年度 

(平成23年12月31日)
当連結会計年度 

(平成24年12月31日)

繰延税金負債   

租税特別措置法における積立金・ 
準備金 

△1,507百万円 △1,459百万円 

退職給付信託設定益 △3,567百万円 △3,567百万円 

海外関係会社留保利益の配当に 
伴う一時差異 

△343百万円 △484百万円 

資産除去債務 △34百万円 △41百万円 

その他有価証券評価差額金 △38百万円 △1,781百万円 

繰延税金負債の合計 △5,491百万円 △7,333百万円 

   

繰延税金資産の純額 6,728百万円 3,384百万円 

   

   

前連結会計年度 
(平成23年12月31日)

 
当連結会計年度 

(平成24年12月31日)

（注）固定負債のその他の中に繰延税金負債956百 

    万円が含まれております。  
 

（注）固定負債のその他の中に繰延税金負債1,118百 

     万円が含まれております。  
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２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 
  

 (注) 前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が 

    法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。 

  
(企業結合等関係) 

  該当事項はありません。 

  
(資産除去債務関係) 

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  
(賃貸等不動産関係) 

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

 
前連結会計年度 

(平成23年12月31日)
当連結会計年度 

(平成24年12月31日)

法定実効税率     ― 40.7％ 

（調整）   

持分法投資利益     ― △3.8％ 

交際費等永久に 
損金に算入されない項目 

    ― 2.8％ 

受取配当金等永久に 
益金に算入されない項目 

    ― △1.2％ 

税率変更による 
期末繰延税金資産の減額修正 

    ― 4.8％ 

住民税均等割等     ― 0.7％ 

有価証券評価損等スケジューリング 
不能な項目 

    ― △2.5％ 

その他     ― 1.5％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率     ― 43.0％ 
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

１  報告セグメントの概要 

  当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

 当社は、製品別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品の包括的な戦略を立案し、事業活動

を展開しております。国内の関係会社は、製品・サービスの特性に応じて営業活動を行っております。

  海外の関係会社は、独立した経営単位であり、地域の特性に応じて営業活動を行っております。 

  したがって、当社は、事業本部及び会社を基礎とした製品・サービス別及び地域別のセグメントから

構成されており、「一般用消費財事業」、「産業用品事業」、「海外事業」の３つの報告セグメントに

区分しております。 

  
 当社の報告セグメントは、以下のとおりであります。 

① 一般用消費財事業 

主に日本において、日用品、一般用医薬品、機能性食品の製造販売及び売買を行っております。 

（主要製品）歯磨、歯刷子、ハンドソープ、解熱鎮痛薬、点眼剤、栄養ドリンク剤、殺虫剤 

洗濯用洗剤、台所用洗剤、柔軟剤、住居用洗剤、漂白剤、ペット用品 

② 産業用品事業 

主に日本及び海外諸地域に対する化学品原料、業務用品等の製造販売及び売買を行っております。 

（主要製品）油脂活性剤、導電性カーボン、業務用洗浄剤 

③ 海外事業 

海外の関係会社において、主に日用品の製造販売及び売買を行っております。 

④ その他 

日本において当社の子会社が、主に当社グループの各事業に関連した事業を行っております。 

（主要製品及びサービス）建設請負、不動産管理、輸送保管、人材派遣 

  
２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。 

 なお、セグメント間の取引価格及び振替価格は、原則として市場価格、取引先の総原価及び当社の希

望価格に基づいて交渉の上、決定しております。 
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日) 

 
 (注)１ 報告セグメント内の内部取引を含んでおります。 

   ２ (1)セグメント利益の調整額418百万円は、内部取引消去額等であります。  

         (2)セグメント資産の調整額は、内部取引消去額等62,935百万円(△)及び、各報告セグメント 

            に配分していない全社資産の金額104,771百万円(＋)が含まれております。 

          全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の金融資産(現金及び預金、有価証 

            券、投資有価証券等)及び管理部門に係る資産等であります。 

     (3)減価償却費の調整額は、全社資産及び内部取引消去に係る減価償却費であります。 

   ３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

    (百万円) 

 

報告セグメント

その他 計
調整額
（注）２

連結財務諸
表計上額
（注）３一般用消費

財事業
産業用品 
事業

海外事業

売上高        

  外部顧客への売上高 241,234 31,016 51,018 4,231 327,500 ― 327,500 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 
 (注)１ 

21,147 21,394 2,738 22,152 67,433 △67,433 ― 

計 262,381 52,410 53,757 26,384 394,934 △67,433 327,500 

セグメント利益 8,760 429 790 771 10,750 418 11,169 

セグメント資産 119,040 39,743 28,824 19,828 207,436 41,836 249,272 

その他の項目        

  減価償却費 9,134 1,519 872 268 11,794 214 12,009 

 持分法適用会社への 
 投資額 

2,645 640 231 1,706 5,223 △88 5,135 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

4,479 910 1,850 127 7,367 1,001 8,368 
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当連結会計年度(自  平成24年１月１日  至  平成24年12月31日) 

 
 (注)１ 報告セグメント内の内部取引を含んでおります。 

   ２ (1)セグメント利益の調整額115百万円は、内部取引消去額等であります。  

         (2)セグメント資産の調整額は、内部取引消去額等66,202百万円(△)及び、各報告セグメント 

            に配分していない全社資産の金額115,414百万円(＋)が含まれております。 

          全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の金融資産(現金及び預金、有価証 

            券、投資有価証券等)及び管理部門に係る資産等であります。 

     (3)減価償却費の調整額は、全社資産及び内部取引消去に係る減価償却費であります。 

   ３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

【関連情報】 

前連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

 
  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 
 (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 
  

    (百万円) 

 

報告セグメント

その他 計
調整額
（注）２

連結財務諸
表計上額
（注）３一般用消費

財事業
産業用品 
事業

海外事業

売上高        

  外部顧客への売上高 244,285 30,159 56,093 4,633 335,171 ― 335,171 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 
 (注)１ 

21,757 19,625 3,079 25,164 69,627 △69,627 ― 

計 266,042 49,784 59,173 29,798 404,799 △69,627 335,171 

セグメント利益 4,304 360 1,462 971 7,098 115 7,213 

セグメント資産 107,962 39,683 39,365 21,372 208,383 49,211 257,595 

その他の項目        

  減価償却費 9,017 1,429 903 251 11,601 232 11,834 

 持分法適用会社への 
 投資額 

2,973 564 91 1,874 5,504 △73 5,431 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

6,244 1,134 2,754 160 10,294 525 10,820 

     (単位：百万円) 

 ヘルスケア ハウスホールド 化学品 その他 合計

外部顧客への 
売上高 

136,450 159,933 26,382 4,734 327,500 

   (単位：百万円) 

日本 アジア その他 合計

273,923 52,253 1,324 327,500 
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(2) 有形固定資産 

 
  

３  主要な顧客ごとの情報 

 
  

当連結会計年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

 
  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 
 (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 
  

(2) 有形固定資産 

 
  

３  主要な顧客ごとの情報 

 
  

  (単位：百万円) 

日本 アジア 合計

49,653 8,850 58,503 

  (単位：百万円) 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

㈱Ｐａｌｔａｃ 62,528 一般用消費財事業、産業用品事業 

㈱あらた 61,573 一般用消費財事業、産業用品事業 

     (単位：百万円) 

 ヘルスケア ハウスホールド 化学品 その他 合計

外部顧客への 
売上高 

134,201 170,499 25,378 5,092 335,171 

   (単位：百万円) 

日本 アジア その他 合計

277,336 56,660 1,175 335,171 

  (単位：百万円) 

日本 アジア 合計

49,839 12,115 61,955 

  (単位：百万円) 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

㈱Ｐａｌｔａｃ 62,275 一般用消費財事業、産業用品事業 

㈱あらた 61,717 一般用消費財事業、産業用品事業 
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日) 

 
  

当連結会計年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日) 

 
  

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

前連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日) 

 
  

当連結会計年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日) 

 
  

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

該当事項はありません。 

  

     (単位：百万円) 

 

報告セグメント

その他 計 調整額 合計
一般用消費財

事業
産業用品事業 海外事業

減損損失 20 18 ― ― 39 ― 39 

     (単位：百万円) 

 

報告セグメント

その他 計 調整額 合計
一般用消費財

事業
産業用品事業 海外事業

減損損失 27 102 1 ― 131 ― 131 

     (単位：百万円) 

 

報告セグメント

その他 計 調整額 合計
一般用消費財

事業
産業用品事業 海外事業

当期償却額 ― ― 146 ― 146 ― 146 

当期末残高 ― ― 384 ― 384 ― 384 

     (単位：百万円) 

 

報告セグメント

その他 計 調整額 合計
一般用消費財

事業
産業用品事業 海外事業

当期償却額 ― ― 128 ― 128 ― 128 

当期末残高 ― ― 256 ― 256 ― 256 
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【関連当事者情報】 

１ 関連当事者との取引 

    連結財務諸表提出会社の関連会社等 

前連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日) 

 
(注) １ 取引条件ないし取引条件の決定方法等 

取引金額については、原則として市場価格、取引先の総原価及び当社の希望価格に基づいて交渉の上、決定

しております。 

２ 取引金額には消費税等を含んでおりませんが、債務の金額には消費税等を含んでおります。 

３ 役員の兼任の状況につきましては、「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」に記載のとおりであります。

  
当連結会計年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日) 

 
(注) １ 取引条件ないし取引条件の決定方法等 

取引金額については、原則として市場価格、取引先の総原価及び当社の希望価格に基づいて交渉の上、決定

しております。 

２ 取引金額には消費税等を含んでおりませんが、債務の金額には消費税等を含んでおります。 

３ 役員の兼任の状況につきましては、「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」に記載のとおりであります。

  
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

   該当事項はありません。 

  

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又は
出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等の 
所有(被所有)
割合(％)

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

関連 
会社

ライオン・ 
アクゾ㈱ 

三重県 
四日市市 

1,000 
脂肪酸窒素
誘導体等の
製造販売 

直接 
50.0

脂肪酸窒素
誘導体等の

購入 

脂肪酸窒素
誘導体等の
購入 

6,802 買掛金 2,753 

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又は
出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等の 
所有(被所有)
割合(％)

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

関連 
会社

ライオン・ 
アクゾ㈱ 

三重県 
四日市市 

1,000 
脂肪酸窒素
誘導体等の
製造販売 

直接 
50.0

脂肪酸窒素
誘導体等の

購入 

脂肪酸窒素
誘導体等の
購入 

6,678 買掛金 2,599 
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(１株当たり情報) 

 
  
算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  
２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

(重要な後発事象) 

  該当事項はありません。 

 (自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日) 

前連結会計年度
(自 平成24年１月１日 
至 平成24年12月31日) 

当連結会計年度

１株当たり純資産額 380円11銭 407円08銭 

１株当たり当期純利益 15円18銭 15円77銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

15円16銭 15円75銭 

項 目
前連結会計年度末 
(平成23年12月31日)

当連結会計年度末 
(平成24年12月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 105,252  114,163 

普通株式に係る純資産額（百万円） 102,049  109,261 

差額の主な内訳（百万円）    

 新株予約権 180  129 

 少数株主持分 3,023  4,772 

普通株式の発行済株式数（千株） 299,115  299,115 

普通株式の自己株式数（千株） 30,645  30,713 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（千株） 268,469  268,401 

項 目 (自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日) 

前連結会計年度
(自 平成24年１月１日 
至 平成24年12月31日) 

当連結会計年度

１株当たり当期純利益   

当期純利益(百万円) 4,077 4,235 

普通株主に帰属しない金額 
(百万円) 

― ― 

普通株式に係る当期純利益 
(百万円) 

4,077 4,235 

普通株式の期中平均株式数(千株) 268,526 268,611 

   

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

  

普通株式増加数(千株) 485 393 

(うちストックオプション)(千株) (485) (393)

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり当期純利益
の算定に含めなかった潜在株式の
概要 

────― ────―
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⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

  

 
(注) １ 平均利率の算定については、借入金の平均残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

連結貸借対照表上に計上しているため、記載しておりません。 

３ 長期借入金、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は

以下のとおりであります。 

 
４ その他有利子負債の「長期預り金」は、取引先からの信認金であります。 

  

【資産除去債務明細表】 

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度

期首及び当連結計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省

略しております。 

  

区分
当期首残高 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

平均利率 
(％)

返済期限

短期借入金 5,140 5,943 2.20 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 2,416 2,416 1.65 ―

１年以内に返済予定のリース債務 138 102 ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

25,087 22,670 2.09 
平成26年1月～
平成28年8月 

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

178 117 ― 
平成26年1月～
平成30年7月 

その他有利子負債     

長期預り金 
(固定負債「その他」) 

3,403 3,469 1.35 ―

合計 36,365 34,721 ― ―

 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内

長期借入金 
(百万円) 

22,466 116 87 ― 

リース債務 
(百万円) 

57 34 16 8 
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(2) 【その他】 

当連結会計年度における四半期情報等 

  

 
  

 
  

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高 (百万円) 67,575 159,874 238,287 335,171 

税金等調整前四半期
(当期)純利益金額又
は税金等調整前四半
期純損失金額 
(△) 

(百万円) △3,291 2,621 1,404 8,594 

四半期(当期)純利益
金額又は四半期純損
失金額(△) 

(百万円) △2,323 1,161 87 4,235 

１株当たり四半期 
(当期)純利益金額又
は１株当たり四半期
純損失金額(△) 

(円) △8.65 4.32 0.32 15.77 

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり 
四半期純利益金額又
は１株当たり四半期
純損失金額(△) 

(円) △8.65 12.97 △4.00 15.45 
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２【財務諸表等】 
(1)【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

(単位：百万円)

第151期 
(平成23年12月31日) 

第152期 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,922 20,943

受取手形 ※１, ※２  5,564 ※１, ※２  2,692

売掛金 ※１  35,950 ※１  32,242

有価証券 9,000 14,999

商品及び製品 16,462 15,865

仕掛品 722 849

原材料及び貯蔵品 3,822 3,676

前払費用 424 438

繰延税金資産 3,599 2,754

その他 ※１  1,350 ※１  1,820

貸倒引当金 △26 △34

流動資産合計 99,792 96,249

固定資産   

有形固定資産   

建物 40,670 40,366

減価償却累計額 △29,703 △29,843

建物（純額） 10,966 10,523

構築物 6,567 6,678

減価償却累計額 △5,545 △5,682

構築物（純額） 1,022 996

機械及び装置 90,212 91,956

減価償却累計額 △81,417 △82,952

機械及び装置（純額） 8,795 9,004

車両運搬具 427 436

減価償却累計額 △381 △397

車両運搬具（純額） 46 38

工具、器具及び備品 16,656 17,059

減価償却累計額 △14,444 △14,730

工具、器具及び備品（純額） 2,211 2,329

土地 10,502 10,446

リース資産 519 314

減価償却累計額 △335 △202

リース資産（純額） 183 111

建設仮勘定 1,040 2,291

有形固定資産合計 34,768 35,742

無形固定資産   

特許権 53 0

商標権 18,967 15,300

ソフトウエア 383 1,707

その他 1,440 46

無形固定資産合計 20,845 17,055

― 130 ―



(単位：百万円)

第151期 
(平成23年12月31日) 

第152期 
(平成24年12月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 16,231 21,953

関係会社株式 22,195 23,385

関係会社出資金 2,115 2,620

関係会社長期貸付金 5,480 5,460

長期前払費用 142 71

前払年金費用 15,107 15,878

繰延税金資産 2,571 218

その他 368 386

貸倒引当金 △220 △199

投資その他の資産合計 63,991 69,776

固定資産合計 119,605 122,575

資産合計 219,398 218,824

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※１, ※２  1,594 ※１, ※２  2,270

買掛金 ※１  34,902 ※１  32,504

1年内返済予定の長期借入金 2,300 2,300

リース債務 83 52

未払金 ※１  4,348 ※１  5,280

未払費用 ※１  27,796 ※１  26,917

未払法人税等 150 151

預り金 ※１  8,866 ※１  8,900

賞与引当金 1,452 1,032

返品調整引当金 562 658

販売促進引当金 430 387

役員賞与引当金 92 67

その他 38 12

流動負債合計 82,618 80,535

固定負債   

長期借入金 24,650 22,350

リース債務 100 59

退職給付引当金 16,989 16,737

役員退職慰労引当金 110 110

長期預り金 2,821 2,873

資産除去債務 447 450

固定負債合計 45,119 42,581

負債合計 127,738 123,117
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(単位：百万円)

第151期 
(平成23年12月31日) 

第152期 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 34,433 34,433

資本剰余金   

資本準備金 31,499 31,499

資本剰余金合計 31,499 31,499

利益剰余金   

利益準備金 5,551 5,551

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 598 620

配当積立金 2,365 2,365

研究開発積立金 830 830

別途積立金 18,280 18,280

繰越利益剰余金 15,147 15,221

利益剰余金合計 42,771 42,868

自己株式 △16,653 △16,656

株主資本合計 92,051 92,145

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △571 3,430

評価・換算差額等合計 △571 3,430

新株予約権 180 129

純資産合計 91,660 95,706

負債純資産合計 219,398 218,824
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②【損益計算書】 

(単位：百万円)

第151期 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

第152期 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高   

商品売上高 96,533 94,794

製品売上高 156,589 159,604

売上高合計 253,122 254,399

売上原価   

商品期首たな卸高 4,352 5,362

当期商品仕入高 ※１  45,427 ※１  43,744

合計 49,779 49,106

商品他勘定振替高 ※２  2,278 ※２  2,532

商品期末たな卸高 5,362 5,854

商品売上原価 42,138 40,719

製品期首たな卸高 10,022 11,100

当期製品製造原価 ※１  61,464 ※１  61,207

合計 71,486 72,308

製品他勘定振替高 ※２  1,747 ※２  1,233

製品期末たな卸高 11,100 10,010

製品売上原価 58,638 61,064

売上総利益 152,345 152,615

返品調整引当金繰入額 562 658

返品調整引当金戻入額 578 562

差引売上総利益 152,361 152,519

販売費及び一般管理費   

販売手数料 17,586 17,695

販売促進引当金繰入額 430 387

販売促進費 54,097 55,335

運送費及び保管費 10,414 10,988

広告宣伝費 19,339 21,917

給料及び手当 8,017 8,187

退職給付費用 2,806 3,018

役員賞与引当金繰入額 92 67

減価償却費 4,336 4,375

研究開発費 ※３  8,309 ※３  8,329

その他 20,196 20,171

販売費及び一般管理費合計 145,627 150,474

営業利益 6,734 2,044
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(単位：百万円)

第151期 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

第152期 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

営業外収益   

受取利息 80 86

有価証券利息 33 32

受取配当金 ※１  2,708 ※１  2,327

為替差益 － 53

受取手数料 ※１  57 ※１  53

受取ロイヤリティー ※１  544 ※１  622

雑収入 158 168

営業外収益合計 3,582 3,345

営業外費用   

支払利息 ※１  773 ※１  696

貸倒引当金繰入額 35 －

為替差損 53 －

たな卸資産処分損 154 133

雑損失 26 77

営業外費用合計 1,043 906

経常利益 9,272 4,484

特別利益   

固定資産処分益 － ※４  287

投資有価証券売却益 49 29

営業譲渡益 50 －

特別利益合計 99 316

特別損失   

固定資産処分損 ※５  339 ※５  179

減損損失 21 27

災害による損失 ※６  2,704 －

投資有価証券評価損 596 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 182 －

その他 323 －

特別損失合計 4,166 207

税引前当期純利益 5,205 4,594

法人税、住民税及び事業税 40 39

法人税等調整額 1,579 1,462

法人税等合計 1,620 1,502

当期純利益 3,585 3,091
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【製造原価明細書】 

  

 
(注) １ 労務費のうち、第151期は退職給付費用360百万円、第152期は退職給付費用371百万円であります。 

２ 原価計算の方法は組別工程別総合標準原価計算であり、期末において原価差額を調整しております。 

原価差額配賦内訳は次のとおりであります。 

  

 
  

３ 他勘定振替高の主なものは、製品勘定より仕掛品勘定への受入れ及び経費使用による払出しの額でありま

す。 

  

  (自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日) 

第151期
(自 平成24年１月１日 
至 平成24年12月31日) 

第152期

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比 
(％)

金額(百万円)
構成比 
(％)

Ⅰ 材料費  45,668 75.7 45,272 74.8 

Ⅱ 労務費  4,603 7.6 4,700 7.8 

Ⅲ 経費  10,073 16.7 10,553 17.4 

(うち減価償却費)  (3,711) (6.2) (3,960) (6.5)

(うち外注加工費)  (1,517) (2.5) (1,457) (2.4)

(うち電力料)  (592) (1.0) (645) (1.1)

(うち役務委託料)  (2,301) (3.8) (2,219) (3.7)

当期総製造費用  60,345 100.0 60,526 100.0 

期首仕掛品たな卸高  786  722  

他勘定よりの振替高  1,112  904  

計  62,244  62,152  

他勘定への振替高  58  95  

期末仕掛品たな卸高  722  849  

当期製品製造原価  61,464  61,207  

配賦項目
第151期 
(百万円)

第152期 
(百万円)

製品売上原価 △1,273 △2,825 

たな卸製品原価 △177 △447 

その他 △10 △36 
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③【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

第151期 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

第152期 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 34,433 34,433

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 34,433 34,433

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 31,499 31,499

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 31,499 31,499

資本剰余金合計   

当期首残高 31,499 31,499

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 31,499 31,499

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 5,551 5,551

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,551 5,551

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

当期首残高 627 598

当期変動額   

圧縮記帳積立金の積立 － 51

圧縮記帳積立金の取崩 △29 △29

当期変動額合計 △29 22

当期末残高 598 620

配当積立金   

当期首残高 2,365 2,365

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,365 2,365

研究開発積立金   

当期首残高 830 830

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 830 830
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(単位：百万円)

第151期 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

第152期 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

別途積立金   

当期首残高 18,280 18,280

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 18,280 18,280

繰越利益剰余金   

当期首残高 14,240 15,147

当期変動額   

剰余金の配当 △2,685 △2,954

当期純利益 3,585 3,091

自己株式の処分 △23 △40

圧縮記帳積立金の積立 － △51

圧縮記帳積立金の取崩 29 29

当期変動額合計 906 74

当期末残高 15,147 15,221

利益剰余金合計   

当期首残高 41,894 42,771

当期変動額   

剰余金の配当 △2,685 △2,954

当期純利益 3,585 3,091

自己株式の処分 △23 △40

圧縮記帳積立金の積立 － －

圧縮記帳積立金の取崩 － －

当期変動額合計 877 96

当期末残高 42,771 42,868

自己株式   

当期首残高 △16,670 △16,653

当期変動額   

自己株式の取得 △79 △155

自己株式の処分 96 152

当期変動額合計 16 △2

当期末残高 △16,653 △16,656

株主資本合計   

当期首残高 91,157 92,051

当期変動額   

剰余金の配当 △2,685 △2,954

当期純利益 3,585 3,091

自己株式の取得 △79 △155

自己株式の処分 73 111

当期変動額合計 893 94

当期末残高 92,051 92,145
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(単位：百万円)

第151期 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

第152期 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 766 △571

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,338 4,002

当期変動額合計 △1,338 4,002

当期末残高 △571 3,430

評価・換算差額等合計   

当期首残高 766 △571

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,338 4,002

当期変動額合計 △1,338 4,002

当期末残高 △571 3,430

新株予約権   

当期首残高 173 180

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 △50

当期変動額合計 6 △50

当期末残高 180 129

純資産合計   

当期首残高 92,098 91,660

当期変動額   

剰余金の配当 △2,685 △2,954

当期純利益 3,585 3,091

自己株式の取得 △79 △155

自己株式の処分 73 111

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,331 3,951

当期変動額合計 △437 4,046

当期末残高 91,660 95,706
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【重要な会計方針】 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 満期保有目的の債券……………償却原価法(定額法) 

(2) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法 

(3) その他有価証券 

① 時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定) 

② 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 商品、製品 

先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法） 

(2) 原材料、仕掛品、貯蔵品 

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法） 

  
３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法により償却しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

 
(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法により償却しております。なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法によっております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

  

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。 

  
５ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収

可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。 

建物及び構築物 ３年～50年 

機械及び装置 ８年、９年 
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(2) 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 

(3) 返品調整引当金 

商品・製品の期末日後の返品に備えるため、返品による損失見込額を計上しております。 

(4) 販売促進引当金 

当期売上にかかわる割戻金等の将来の支払いに充てるため、代理店・販売店への当期売上高に対して

取引契約に基づく割戻金等の支払見積額を計上しております。 

(5) 役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 

(6) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づい

て計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)による定額法によ

り発生年度から費用処理しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により、翌期から費用処

理することとしております。 

(7) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末支給見積額を計上しておりま

す。 

なお、株式報酬型ストックオプションの導入に伴い、平成18年３月30日以降新たな引当を停止してお

ります。 

  

６ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については振当処理の要件を満たして

いる場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用

しております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 
(3) ヘッジ方針 

主として社内管理制度にもとづき、当社経理部にて為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジして

おります。 

  
７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっております。 
  

ヘッジ手段  ヘッジ対象

金利スワップ  借入金の金利
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【会計方針の変更】 

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等） 

当事業年度より潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定にあたり、「１株当たり当期純利益

に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日）を適用しております。 

なお、これらの会計基準等を適用したことによる影響はありません。 

  

【追加情報】 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等） 

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しておりま

す。 
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【注記事項】 

(貸借対照表関係) 

※１ 関係会社に対するものが次のとおり含まれております。 

 
  

※２ 事業年度末日満期手形の会計処理は手形交換日をもって決済処理しております。したがって、当事業

年度末日が金融機関の休日であったため、次のとおり事業年度末日満期手形が事業年度末残高に含ま

れております。 

 

  
３ 偶発債務 

保証債務 

 
(注) 上記保証債務は保証先の借入金に対するものであります。 

   当事業年度の保証債務4,918百万円のうち785百万円については、当社の保証に対し他者から再保証を受け

ております。 

  
４ 輸出手形買取未決済高 

 

  

 
第151期 

(平成23年12月31日)
第152期 

(平成24年12月31日)

受取手形及び売掛金 3,914百万円 3,863百万円 

その他流動資産 430百万円 723百万円 

支払手形及び買掛金 13,494百万円 12,570百万円 

未払金 2,299百万円 3,137百万円 

未払費用 5,356百万円 5,073百万円 

預り金 8,630百万円 8,665百万円 

 
第151期 

(平成23年12月31日)
第152期 

(平成24年12月31日)

受取手形 1,152百万円 510百万円 

支払手形 343百万円 473百万円 

 
第151期 

(平成23年12月31日)
第152期 

(平成24年12月31日)

獅王工業股份有限公司 308百万円 269百万円 

獅王日用化工(青島)有限公司 368百万円 404百万円 

CJライオン㈱ 957百万円 901百万円 

ピーティーライオンウイングス 1,811百万円 1,571百万円 

ライオンエコケミカルズ有限公司 1,080百万円 1,738百万円 

従業員 57百万円 32百万円 

計 4,583百万円 4,918百万円 

 
第151期 

(平成23年12月31日)
第152期 

(平成24年12月31日)

 0百万円 ― 
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(損益計算書関係) 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 

 

  
※２ 他勘定振替高 

 

  
※３ 第151期(自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日)  

一般管理費に含まれる研究開発費は、8,309百万円であります。なお、当期製造費用に含まれる研究

開発費はありません。 

  
第152期(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日） 

一般管理費に含まれる研究開発費は、8,329百万円であります。なお、当期製造費用に含まれる研究

開発費はありません。 

  
※４ このうちの主なものは、次のとおりであります。 

  

 
※５ このうちの主なものは、次のとおりであります。 

 

  
※６ 第151期(自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日） 

東日本大震災に関連する損失について、たな卸資産の滅失損失及び廃棄費用789百万円、建物、設備

等の原状回復費用629百万円など、当事業年度において2,704百万円を特別損失の「災害による損失」

に計上しております。 

  
    

 (自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日) 

第151期
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

第152期

仕入高 35,887百万円 33,604百万円 

受取配当金 2,262百万円 1,844百万円 

受取ロイヤリティー等 557百万円 631百万円 

支払利息 122百万円 132百万円 

 (自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日) 

第151期
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

第152期

(1) 仕掛品勘定へ振替 1,112百万円 904百万円 

(2) 販売費及び一般管理費他へ振替 2,914百万円 2,861百万円 

計 4,026百万円 3,765百万円 

 (自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日) 

第151期
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

第152期

土地売却益 ― 286百万円 

   

   

 (自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日) 

第151期
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

第152期

建物及び構築物処分損 50百万円 10百万円 

機械及び装置処分損 43百万円 59百万円 

撤去費等 236百万円 96百万円 
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(株主資本等変動計算書関係) 

第151期(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取り請求による増加                176,333株 

  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買増し請求による減少                    27,716株 

  ストックオプションの行使による減少               150,035株 

  

第152期(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取り請求による増加                44,533 株 

     所在不明株主の株式買取による増加               303,374 株 

  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買増し請求による減少                    6,882 株 

  ストックオプションの行使による減少              273,344 株 

  

(リース取引関係) 

１ ファイナンス・リース取引（借主側） 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

２ オペレーティング・リース取引（借主側） 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 30,647,350 176,333 177,751 30,645,932 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 30,645,932 347,907 280,226 30,713,613 
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(有価証券関係) 

子会社株式及び関連会社株式 

 第151期（平成23年12月31日） 
  

 
  

 第152期（平成24年12月31日） 
  

 
  

(注)  時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式 
  

 
上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるもの

であります。 

  

区分
貸借対照表計上額 

(百万円)
時価 

(百万円)
差額 

(百万円)

(1) 子会社株式 ― ― ― 

(2) 関連会社株式 69 726 656 

計 69 726 656 

区分
貸借対照表計上額 

(百万円)
時価 

(百万円)
差額 

(百万円)

(1) 子会社株式 ― ― ― 

(2) 関連会社株式 69 897 828 

計 69 897 828 

  (単位：百万円) 

区分 平成23年12月31日 平成24年12月31日

(1) 子会社株式 20,964 22,155 

(2) 関連会社株式 1,161 1,161 

計 22,125 23,316 
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(税効果会計関係) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
  

 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 
  

 
第151期 

(平成23年12月31日)
第152期 

(平成24年12月31日)

繰延税金資産   

貸倒引当金 84百万円 81百万円 

返品調整引当金 228百万円 250百万円 

販売促進引当金 175百万円 147百万円 

退職給付引当金 6,093百万円 5,549百万円 

減損損失 1,633百万円 1,539百万円 

未払事業税・事業所税 73百万円 68百万円 

繰越欠損金 1,427百万円 947百万円 

その他 3,698百万円 3,157百万円 

繰延税金資産の小計 13,414百万円 11,741百万円 

評価性引当金 △3,194百万円 △3,009百万円 

繰延税金資産の合計 10,219百万円 8,732百万円 

   

 
第151期 

(平成23年12月31日)
第152期 

(平成24年12月31日)

繰延税金負債   

租税特別措置法における積立金・ 
準備金 

△359百万円 △342百万円 

退職給付信託設定益 △3,567百万円 △3,567百万円 

資産除去債務 △84百万円 △76百万円 

その他有価証券評価差額金 △38百万円 △1,772百万円 

繰延税金負債の合計 △4,049百万円 △5,759百万円 

   

繰延税金資産の純額 6,170百万円 2,973百万円 

   

 
第151期 

(平成23年12月31日)
第152期 

(平成24年12月31日)

法定実効税率 40.7％ 40.7％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.7％ 4.2％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △19.2％ △18.0％ 

税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 △4.4％ 9.0％ 

投資有価証券評価損等スケジューリング不能な項目 7.9％ △4.6％ 

その他 2.4％ 1.4％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.1％ 32.7％ 
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(資産除去債務関係） 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  
(１株当たり情報) 

 
  

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

(重要な後発事象) 

    該当事項はありません。 

(自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日) 

第151期
(自 平成24年１月１日 
至 平成24年12月31日) 

第152期

１株当たり純資産額 340円75銭 １株当たり純資産額 356円10銭

１株当たり当期純利益 13円35銭 １株当たり当期純利益 11円51銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

13円33銭
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

11円49銭

項 目
(平成23年12月31日) 

第151期
(平成24年12月31日)

第152期

貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 91,660  95,706 

普通株式に係る純資産額（百万円） 91,480  95,576 

差額の主な内訳（百万円）    

 新株予約権 180  129 

普通株式の発行済株式数（千株） 299,115  299,115 

普通株式の自己株式数（千株） 30,645  30,713 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（千株） 268,469  268,401 

項 目 (自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日) 

第151期
(自 平成24年１月１日 
至 平成24年12月31日) 

第152期

１株当たり当期純利益   

当期純利益(百万円) 3,585 3,091 

普通株主に帰属しない金額 
(百万円) 

― ― 

普通株式に係る当期純利益 
(百万円) 

3,585 3,091 

普通株式の期中平均株式数(千株) 268,526 268,611 

   

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

  

普通株式増加数(千株) 485 393 

(うちストックオプション)(千株) (485) (393)

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり当期純利益
の算定に含めなかった潜在株式の
概要 

      ―――──       ―――── 
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④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 
  

 
  

【債券】 
  

 
  

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額 

(百万円)

投資 
有価証券 

その他 
有価証券 

サハパタナピブル パブリック 
カンパニーリミテッド 

32,188,333 5,083 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 7,030,000 3,240 

㈱あらた 3,607,655 1,309 

㈱メディパルホールディングス 949,707 906 

サハパタナ インターホールディング  
パブリックカンパニーリミテッド 

10,000,000 838 

㈱セブン＆アイ・ホールディングス 320,139 780 

㈱Ｐａｌｔａｃ 606,900 594 

旭化成㈱ 1,123,359 569 

高砂香料工業㈱ 1,005,014 464 

㈱フジ・メディア・ホールディングス 3,564 463 

東洋製罐㈱ 373,010 429 

㈱日本触媒 467,000 411 

レンゴー㈱ 913,000 396 

㈱瑞光 120,000 341 

その他(123銘柄) 24,693,772 5,622 

計 83,401,453 21,453 

銘柄
券面総額 
(百万円)

貸借対照表計上額 
(百万円)

有価証券 
その他有価
証券 

国債 3,000 2,999 

譲渡性預金 12,000 12,000 

小計 15,000 14,999 

投資 
有価証券 

満期保有 
目的の債券 

地方債 0 0 

ビーティーエム（キュラソー） 
ホールディングスエヌ・ヴィ・ユーロ 
円建期限付劣後債 

500 500 

小計 500 500 

計 15,500 15,500 
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【有形固定資産等明細表】 

  

 
(注) １ 当期増加額の主なもの 

 
２ 当期減少額の主なもの 

 
３ なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。 

  

資産の種類
当期首残高 
(百万円)

当期増加額 
(百万円)

当期減少額 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

当期末減価 
償却累計額 
又は償却累 
計額(百万円)

当期償却額 
(百万円)

差引当期末 
残高(百万円)

有形固定資産        

 建物 40,670 538 
841 
（0) 

40,366 29,843 970 10,523 

 構築物 6,567 148 
37 
(0) 

6,678 5,682 170 996 

 機械及び装置 90,212 3,284 
1,539 
(26) 

91,956 82,952 2,988 9,004 

 車両運搬具 427 16 
8 

(0) 
436 397 24 38 

 工具、器具及び備品 16,656 1,258 
855 
(0) 

17,059 14,730 1,120 2,329 

 土地 10,502 ― 55 10,446 ― ― 10,446 

 リース資産 519 13 219 314 202 85 111 

 建設仮勘定 1,040 6,648 5,397 2,291 ― ― 2,291 

有形固定資産計 166,595 11,909 8,955
(27)

 
169,550 133,807 5,359 35,742 

無形固定資産        

 特許権 463 ― ― 463 463 53 0 

 商標権 39,199 58 ― 39,257 23,956 3,725 15,300 

 ソフトウエア 2,054 1,547 1 3,600 1,892 223 1,707 

 その他 1,871 217 1,606 482 435 4 46 

無形固定資産計 43,588 1,822 1,607 43,804 26,748 4,006 17,055 

長期前払費用 275 19 40 254 183 87 71 

繰延資産        

―     ― ― ― ― ― ― ― 

繰延資産計 ― ―  ― ― ― ― ― 

建物   千葉工場 工場建屋増築 31 百万円 

 大阪工場 工場棟付属設備更新 22 百万円 

機械及び装置 千葉工場 液体洗剤生産能力向上 586 百万円 

工具、器具及び備品 平井地区 研究機器更新 50 百万円 

建設仮勘定 平井地区 研究所再開発 1,544 百万円 

機械及び装置 大阪工場 液体洗剤装置除去 21 百万円 
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【引当金明細表】 

  

 
(注) １ 債権の回収又は回収可能性の見直しによる取崩額及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

２ 洗替による当期取崩額であります。 

  

区分
当期首残高 
(百万円)

当期増加額 
(百万円)

当期減少額 
(目的使用) 
(百万円)

当期減少額 
(その他) 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

貸倒引当金 246 13 ― (注)１ 26 233 

賞与引当金 1,452 1,032 1,452  ― 1,032 

返品調整引当金 562 658 ― (注)２ 562 658 

販売促進引当金 430 387 430  ― 387 

役員賞与引当金 92 67 92  ― 67 

役員退職慰労引当金 110 ― ―  ― 110 
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(2) 【主な資産及び負債の内容】 

(a) 流動資産 

(イ)現金及び預金 

  

 
  

(ロ)受取手形 

ａ 相手先別内訳 

  

 
  

内訳 金額(百万円)

現金 3 

預金  

当座預金 939 

普通預金 16,816 

通知預金 100 

定期預金 3,001 

その他の預金 81 

計 20,939 

合計 20,943 

相手先 金額(百万円)

㈱東京堂 479 

㈱リードヘルスケア 299 

ヤクシ化成㈱ 192 

小松屋㈱ 175 

㈱ケーエスケー 132 

その他 1,407 

合計 2,692 
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ｂ 期日別内訳 

  

 
(注) 平成25年１月期日には当事業年度末日満期手形 510 百万円が含まれております。 

  

(ハ)売掛金 

ａ 相手先別内訳 
  

 
  

ｂ 滞留状況 
  

 
(注) １ 「当期回収高」には、回収の都度品代請求額と相殺した歩引額を含んでおります。 

２ 算出方法 

 
  

 
  

３ 金額は、消費税等を含んでおります。 

  

期日 金額(百万円)

平成25年１月期日 1,566 

平成25年２月期日 534 

平成25年３月期日 495 

平成25年４月期日 89 

平成25年５月期日 6 

合計 2,692 

相手先 金額(百万円)

㈱Ｐａｌｔａｃ 7,088 

㈱あらた 6,792 

アルフレッサ ヘルスケア㈱ 3,162 

ライオン歯科材㈱ 1,995 

ライオンハイジーン㈱ 1,109 

その他 12,096 

合計 32,242 

期間
当期首残高 
(百万円)

当期発生高 
(百万円)

当期回収高 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

回収率 
(％)

滞留期間

自 平成24年１月１日 
至 平成24年12月31日 

35,950 267,103 270,811 32,242 89.36 1.53ヵ月 

回収率＝ 
当期回収高

×100
(当期首売掛金残高＋当期発生高)

滞留期間＝ 
(当期首売掛金残高＋当期末売掛金残高)÷２

当期発生高÷12
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(ニ)商品及び製品 

  

 
  

内訳 金額(百万円)

商品  

ハウスホールド品 1,751 

オーラルケア品 623 

ビューティケア品 873 

薬品 1,272 

化学品 1,333 

計 5,854 

製品  

ハウスホールド品 6,122 

オーラルケア品 2,661 

ビューティケア品 978 

薬品 222 

化学品 25 

計 10,010 

合計 15,865 
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(ホ)仕掛品 

  

 
  

(ヘ)原材料及び貯蔵品 

  

 
  

内訳 金額(百万円)

千葉工場 193 

小田原工場 158 

大阪工場 89 

明石工場 295 

プロダクションセンター 113 

合計 849 

内訳 金額(百万円)

原材料  

原料 2,485 

包装材料 304 

計 2,789 

貯蔵品  

販売促進材料 582 

その他 303 

計 886 

合計 3,676 
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(b) 固定資産 

(イ)商標権 

  

 
  

(ロ)関係会社株式 

  

 
  

(ハ)関係会社長期貸付金 

  

 
  

(ニ)前払年金費用 

  

 
  

内訳 金額(百万円)

バファリン等商標権 13,938 

その他 1,362 

合計 15,300 

関係会社名 金額(百万円)

ライオンケミカル㈱ 7,800 

ライオンエコケミカルズ有限公司 5,887 

ＣＪライオン㈱ 3,803 

泰国獅王企業有限公司 758 

獅王企業(シンガポール)有限公司 739 

その他 4,396 

合計 23,385 

関係会社名 金額(百万円)

ライオンケミカル㈱ 4,700 

一方社油脂工業㈱ 600 

㈱イシュア 160 

合計 5,460 

内訳 金額(百万円)

確定給付型企業年金に係る前払年金費用 15,878 

合計 15,878 
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(c) 流動負債 

(イ)支払手形 

ａ 相手先別内訳 
  

 
  

ｂ 期日別内訳 
  

 
(注) 平成25年１月期日には、当事業年度末日満期手形 473 百万円が含まれております。 

  

(ロ)買掛金 

  

 
  

相手先 金額(百万円)

㈱アドフレックス・コミュニケーションズ 442 

㈱ヒロモリ 170 

㈱レッグス 114 

佐藤薬品工業㈱ 114 

富士ゼロックス㈱ 106 

その他 1,323 

合計 2,270 

期日 金額(百万円)

平成25年１月期日 1,108 

平成25年２月期日 522 

平成25年３月期日 519 

平成25年４月期日 119 

合計 2,270 

相手先 金額(百万円)

ライオンケミカル㈱ 6,086 

ライオンパッケージング㈱ 3,537 

ライオン・アクゾ㈱ 2,598 

大日本印刷㈱ 1,409 

㈱吉野工業所 1,216 

その他 17,658 

合計 32,504 
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(ハ)未払費用 

  

 
  

(d) 固定負債 

(イ)長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む） 

  

 
（注）金額の（ ）内は内書きで、１年内返済予定の長期借入金であります。 

  
  

(ロ)退職給付引当金 

  

 
  

(3) 【その他】 

記載すべき事項はありません。 

  

内訳 金額(百万円)

運送費及び保管料 2,854 

販売手数料 2,187 

販売促進費 7,110 

広告宣伝費 8,428 

その他 6,337 

合計 26,917 

相手先 金額(百万円)

㈱みずほ銀行 11,032 （1,104） 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行  6,102   （644） 

みずほ信託銀行㈱ 2,758   （276） 

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 2,758   （276） 

明治安田生命保険相互会社 2,000    （―） 

合計 24,650 （2,300） 

区分 金額(百万円)

退職給付債務 18,898 

未認識過去勤務債務 △81 

未認識数理計算上の差異 △2,079 

合計 16,737 
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
(注) 当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使

することができません。 

１．会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

２．会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

３．募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 

４．単元未満株式の買増を請求することができる権利 

  

事業年度 １月１日から12月31日まで 

定時株主総会 ３月中 

基準日 12月31日 

剰余金の配当の基準日 ６月30日、12月31日 

１単元の株式数 1,000株 

単元未満株式の買取及び
買増 

 

  取扱場所 
(特別口座) 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部 

  株主名簿管理人 
(特別口座) 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  取次所 ― 

  買取・買増手数料 無料 

公告掲載方法 
電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得
ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して、これを行う。 

株主に対する特典 新製品紹介セット(1,000株以上ご所有の株主様に年１回１セット) 
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第７ 【提出会社の参考情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

１ 【提出会社の親会社等の情報】

２ 【その他の参考情報】

(1)  有価証券報告書 
及びその添付書類並びに 
有価証券報告書の 
確認書 

事業年度 
(第151期) 

自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日

 平成24年３月30日 
関東財務局長に提出。 

      

(2)  内部統制報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第151期) 

自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日

 平成24年３月30日 
関東財務局長に提出。 

      

(3) 四半期報告書、 
四半期報告書の確認書 
  

第152期 
第１四半期 

自 平成24年１月１日
至 平成24年３月31日

 平成24年５月15日 
関東財務局長に提出。 

第152期 
第２四半期 

自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日

 平成24年８月10日 
関東財務局長に提出。 

第152期 
第３四半期 

自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日

 平成24年11月13日 
関東財務局長に提出。 

      

(4) 臨時報告書 金融商品取引法第24条の５第４項及び企業
内容等の開示に関する内閣府令第19条第２
項第９号の２（株主総会における議決権行
使の結果）に基づく臨時報告書でありま
す。 

 平成24年３月30日 
関東財務局長に提出。 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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平成25年３月28日

ライオン株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているライオン株式会社の平成24年１月１日から平成24年12月31日までの連結会計年度の連結財

務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、

連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結

附属明細表について監査を行った。 

  
連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  
監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的

な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監

査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に

基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの

ではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、

連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計

方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示

を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  
監査意見 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、ライオン株式会社及び連結子会社の平成24年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。 

  

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

新日本有限責任監査法人 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士  網  本  重  之  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士  中  村  裕  輔  ㊞ 
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＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ライオン株式会

社の平成24年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。 

  
内部統制報告書に対する経営者の責任 

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められ

る財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。 

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない

可能性がある。 

  
監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に

対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当

監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画

を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。 

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠

を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信

頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部

統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書

の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  
監査意見 

当監査法人は、ライオン株式会社が平成24年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。 

  
利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 
  

 
  

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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平成25年３月28日

ライオン株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているライオン株式会社の平成24年１月１日から平成24年12月31日までの第152期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び

附属明細表について監査を行った。 

  
財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  
監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を

得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手

続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて

選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表

の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその

適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが

含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  
監査意見 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、ライオン株式会社の平成24年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  
利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
  

以  上 
  

  

独立監査人の監査報告書
 

新日本有限責任監査法人 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士  網  本  重  之  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士  中  村  裕  輔  ㊞ 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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